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Ⅱ 各施策の評価結果 

基本政策 施策 施策目標 
ペー

ジ 
Ⅰ  

  

  

  

  

金融システムの

安定と金融仲介

機能の発揮  

  

  

  

１ 

  

マクロプルーデンスの取

組と効果的な金融モニタ

リングの実施 

金融システムの安定性の維持及び金融機関

の健全性の確保  
8 

２ 

  

健全な金融システムの確

保のための制度・環境整

備 

金融システムの安定性確保のためのルール

整備等及び預金等定額保護下における破綻

処理のための態勢整備の充実  

24 

３ 金融仲介機能の十分な発

揮に向けた制度・環境整

備と金融モニタリングの

実施（特にコロナ後を見

据えた取組の実施） 

金融機関が金融仲介機能を十分に発揮する

こと 
29 

Ⅱ 

  

  

  

  

利用者の保護と

利用者利便の向

上  

  

１ 

  

 

利用者の利便の向上に適

う金融商品・サービスの

提供を実現するための制

度・環境整備と金融モニ

タリングの実施 

国民の安定的な資産形成を促進すること、及

び、利用者が真に必要な金融サービスを受け

られること 

40 

２ 利用者の保護を確保する

ための制度・環境整備と

金融モニタリングの実施 

金融サービスの利用者の保護が図られるこ

と 
48 

Ⅲ  

  

  

市場の公正性・透

明性と市場の活

力の向上 

１ 世界に開かれた市場とし

ての機能発揮・強化、公

正性・透明性の確保のた

めの制度・環境整備 

市場の公正性・透明性、信頼性の高い魅力あ

る市場インフラの構築を確保しつつ、多様な

資金調達手段等が提供されること 

62 

２ 企業の情報開示の質の向

上のための制度・環境整

備とモニタリングの実施 

企業の情報開示、会計基準・会計監査の質が

向上すること 
79 

３ 金融取引のグローバル

化、複雑化、高度化に対

応した市場監視機能の強

化 

市場監視機能の強化を通じて、我が国市場の

公正性・透明性の確保及び投資者保護に資す

ること 

91 
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 （横断的施策） 

施策 施策目標 
ペー

ジ 

１ デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環

境変化を踏まえた戦略的な対応 

デジタルを前提とした新たな社会がもたら

す環境変化を踏まえた戦略的な対応を実施

することにより、金融行政の目標の実現（企

業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等

による国民の厚生の増大）を図ること 

99 

２ サステナブルファイナンスの推進 サステナブルファイナンスの推進を通じ、Ｇ

Ｘを含む経済・社会の変革・成長を金融面か

ら支援する取組を幅広く支援するとともに、

関係省庁・地方公共団体・民間事業者と連携

し、我が国の様々な取組・貢献について、国

際的に積極的な発信を行う 

108 

３ 業務継続体制の確立と災害・サイバーセキュリテ

ィへの対応 

大規模災害等発生時の金融システム全体（金

融庁及び金融機関等）における業務継続体制

の確立を図るとともに、近年における大規模

な震災や豪雨等の自然災害及びコロナによ

る影響を受けた事業者等の生活や事業の再

建に資すること 

金融機関のサイバーセキュリティ及びオペ

レーショナル・レジリエンス確保に向けた取

組を推進すること 

116 

４ その他の横断的施策 基本政策に横断的に関係する施策（「横断的

施策－1」、「横断的施策－2」及び「横断的

な施策－3」に該当するものを除く）の実施

により、金融行政の目標の実現（企業・経済

の持続的成長と安定的な資産形成等による

国民の厚生の増大）を図ること 

126 

 
（金融庁の行政運営・組織の改革） 

施策 施策目標 
ペー

ジ 

１ 金融庁のガバナンスの改善とデータに基づく

政策立案機能の強化 

金融庁のガバナンスの改善とデータに基づ

く政策立案機能の強化を通じた金融行政の

質の向上 

131 

２ 検査・監督の質の向上 金融を巡る環境の変化やそれに伴う優先課

題の変化を踏まえ、金融行政の目標を達成す

るために、「金融検査・監督の考え方と進め

方(検査・監督基本方針)」を踏まえた検査・

監督を実践するとともに、検査・監督の質・

深度を更に高めるべく不断に改善を図って

いくこと 

139 

３ 質の高い金融行政を支える人事戦略・働き方改

革 

①職員の能力・資質の向上、②職員の主体

性・自主性の重視、③誰もが働きやすく良い

仕事ができる環境の整備を図り、金融行政を

担う組織としての力を高めること 

145 

 
（巻末参考）金融庁における政策評価への取組み 
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１．金融庁における政策評価の取組み 
金融庁においては、平成 14年４月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」

（以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて、 

① 国民に対する金融行政の説明責任（アカウンタビリティ）を徹底すること 

② 国民本位の効率的で質の高い金融行政を実現すること 

③ 国民的視点に立った成果重視の金融行政を実現すること 

を目指しています。 

また、政策評価に関する基本計画や実施計画などを策定の上、政策評価に鋭意取り組んで

おり（巻末参考）、実績評価については、平成 13 年度以降、毎年度、実績評価書を作成・公

表してきています。今回は、これに引き続き、令和６年度（令和６年４月～令和７年６月※）

を対象とする実績評価を実施し、本評価書を公表するものです。 

※金融行政方針に合わせ、令和 7年度の評価期間を令和 7年 7月 1日から令和 8年 6月 30日

までとするため、令和 6年度は例年の評価期間より 3か月延長しています。 

なお、こうした金融庁の政策評価の取組み状況については、インターネット等により公表

しています。（http://www.fsa.go.jp/seisaku/index.html） 

 

２．実績評価の実施に当たって（実績評価書の記載内容） 
実績評価書については、使いやすく分かりやすいものとしていくことに加えて、国民に対

する説明責任を徹底するため、各行政機関間の統一性及び一覧性の確保を図ることから、金

融庁においても、統一的な標準様式により、評価対象となる施策ごとに評価書を作成しまし

た。 

 

令和６年度における実績評価の実施に当たっては、これまでと同様、法において示されて

いる施策や業務の必要性、効率性、有効性等の観点（注）から評価を行いました。 

（注）「政策評価に関する基本方針」（平成 17年 12月 16日閣議決定） 

○ 必要性の観点･･･施策効果からみて、対象とする施策に係る行政目的が、国民や社

会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有してい

るか。行政関与の在り方からみて当該施策を行政が担う必要があるか。 

○ 効率性の観点･･･施策効果と当該施策に基づく活動の費用等との関係が明らかか。 

○ 有効性の観点･･･得ようとする施策効果と当該施策に基づく活動により実際に得ら

れている、又は得られると見込まれる施策効果との関係が明らか

か。 

 

なお、金融庁が実施する政策評価に関する基本計画は、 

 Ⅰ．金融システムの安定と金融仲介機能の発揮 

 Ⅱ．利用者の保護と利用者利便の向上 

 Ⅲ．市場の公正性・透明性と市場の活力の向上 

を「基本政策」として位置付け、「基本政策」を実現するための中期的な「施策」を定めて

います。 

令和６年度金融庁政策評価実施計画においては、当該計画に基づいて策定されており、各

施策において達成すべき目標については、施策ごとに可能な限りアウトカム（行政活動の結

果として国民生活や社会経済にもたらされた成果）の視点から評価できるように「達成目標」

を設定し、この達成目標を実現するための取組みを「主な事務事業」として掲げることとし

ています。 

 

また、実績評価の記載に当たっては、施策目標ごとに各施策の評価結果を記載した上で、

施策ごとに、その効果等について可能な限り定量的かつ客観的な記述となるよう努めつつ、

以下の項目について説明を行いました。 

 

http://www.fsa.go.jp/seisaku/index.html
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①施策名 

令和６年度金融庁政策評価実施計画に定めた「施策」を記載しました。 

 

②施策の概要 

目標を達成するために実施した内容のほか、施策の必要性や趣旨などについて説明し

ました。 

 

③達成すべき目標 

令和６年度金融庁政策評価実施計画に定めた「達成目標」を記載しました。 

 

④目標設定の考え方・根拠 

  当該施策の目標設定の考え方・根拠（当該施策に関係する主な内閣の重要政策を含む）

を説明しました。 

 

⑤測定指標及び参考指標 

設定した測定指標及び参考指標について、その進捗状況を説明しました。 

 

⑥評価結果 

 ○目標達成度合いの測定結果 

令和６年度の想定基準（状況）に対する目標の単年度における達成度について、５

ページの「評価の判断基準」に基づき、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で評価を行い、

その判断根拠について説明を行いました。 

 ○評価の判断基準 
Ｓ： 目標を超過して達成した場合 

Ａ： 目標を達成した場合 

Ｂ： 相当程度進展があった場合 

Ｃ： 進展が大きくない場合 

Ｄ： 目標に向かっていない場合 

 ○施策の分析 

評価結果の概要として、可能な限り取組みの成果（アウトカム）について分析し、

法において示されている３つの観点（必要性、効率性、有効性）から評価するよう努

めました。 

   ○今後の課題・次期目標等への反映の方向性 

     当期の評価を踏まえた、今後の課題、次期の施策及び測定指標を説明しました。 

 

⑦主な事務事業の取組内容・評価 

  当該施策の達成すべき目標を実現するための取組内容とその評価を説明しました。 

 

⑧施策の予算額・執行額等 

当該施策についての予算額及び執行額を説明しました。 

 

⑨学識経験を有する者の知見の活用 

各施策の評価に当たり、「政策評価に関する有識者会議」での意見を参考としました。 

 

 ⑩政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報 

評価を行う過程において使用した資料等を記載しました。 

 

 ⑪担当部局名及び政策評価実施時期 
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当該施策の担当部局及び評価の実施時期を記載しました。 

 

３．政策評価に関する有識者会議委員による意見 
政策評価に関する有識者会議委員からは、「政策評価に関する有識者会議」（令和7年6月3日）

をはじめ、様々な機会に多くのご意見をいただきました。 

各施策の実績評価に関するご意見は、実績評価書を作成する上で参考とさせていただきました。 

委員のご意見の中には、今後の評価のあり方と合わせ、金融行政のあり方に関わるご意見をい

ただいており、今後の評価や金融行政に活かされるよう努めてまいります。     

 

 
政策評価に関する有識者会議 委員 

 

令和７年６月３日現在 

内田 貴和  株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役 

江川 雅子  学校法人成蹊学園学園長 

岡崎 哲二  明治学院大学経済学部教授 

中曽  宏  株式会社大和総研理事長 

星  岳雄  東京大学大学院経済学研究科教授 

本田 桂子  早稲田大学商学学術院大学院経営管理研究科教授 

〔 計 ６名 〕 

（敬称略・五十音順） 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（施策Ⅰ－1） 

施策名 マクロプルーデンスの取組と効果的な金融モニタリングの実施 

 施策の概要 

国内外の市場・経済動向の変化に伴う金融機関や金融市場参加者の

行動変容等を把握し、金融システムの潜在的リスクをフォワード・ル

ッキングに分析するとともに、その分析結果を基にマクロプルーデン

スの取組と効果的な金融モニタリング（監督・検査）を実施する。 

達成すべき目標 金融システムの安定性の維持及び金融機関の健全性の確保 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の

増大のためには、国内外の市場・経済動向の変化に伴う金融機関や金

融市場参加者の行動変容等の把握や、個々の金融機関の財務の健全性・

業務の適切性確保に向けた深度あるモニタリングの実施等の取組を通

じて、金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能が確保されるこ

とが必要である。 

また、金融機関は、国内外の経済・金融市場をめぐる不確実性や経

済社会の構造的な変化を踏まえ、持続可能なビジネスモデルを構築す

ることが重要である。 

【根拠】 

・金融庁設置法 

・各業法の目的規定、各種監督指針 

・G20サミット首脳宣言・行動計画（平成 20年 11月 15日） 

・G20サンクトペテルブルク・サミット首脳宣言（平成 25年 9月 6日） 

・検査・監督基本方針(平成 30年 6月 29日) 

・地域銀行有価証券運用モニタリングレポート（令和 5年 9月 8日） 

・新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 改訂版（令和

6年 6月 21日閣議決定） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2024（令和 6年 6月 21日閣議決定） 

・2024年 保険モニタリングレポート（令和 6年 7月 3日） 

・令和 6事務年度証券モニタリング基本方針（令和 6年 8月 2日） 

・2024事務年度金融行政方針（令和 6年 8月 30日） 

・金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート

（2024）（令和 6年 9月 10日） 
                 

測定指標 

指標① [主要]「金融行政方針」に基づくプルーデンスの取組 【達成】 

 6年度目標 金融システムの潜在的リスクをフォワード・ルッキングに分析 
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 6年度実績 

・経済、金融市場や金融機関を含む市場参加者の動向等を適時に把握し、

こうした動向等を踏まえた金融システムの将来的なリスクや脆弱性に

関する調査・分析を行いました。 

指標② [主要]「金融行政方針」に基づく金融モニタリングの実施状況 【達成】 

 6年度目標 「金融行政方針」に基づく金融モニタリングを実施 

 6年度実績 

・「金融行政方針」に基づき、金融システムの安定性確保に向けたモニタ

リングを実施しました。また、令和 5 事務年度（令和 5 年 7 月～6 年 6

月）に実施した結果を「金融行政方針」において公表しました。 

指標③ [主要]金融機関のリスク管理の高度化に向けた取組 【達成】 

 6年度目標 
金融機関に対するヒアリング等を通じ、統合的なリスク管理態勢の把握・

検証 

 6年度実績 

・金融機関に対する適時のヒアリングとデータ分析等を通じ、統合的なリ

スク管理態勢の把握・検証を行い、金融機関との対話や業界団体との意

見交換会等において高度化を促しました。 

指標④ [主要]各業態の健全性指標〈自己資本比率、不良債権比率等〉 【達成】 

 基準値 実績 目標値 

 5年度 6年度 

 

6年度 

 

5年度 

各業態の 

比率 

（別紙参照） 

6年度 

各業態の 

比率 

（別紙参照） 

前年度水準を

維持 

指標⑤ グローバルなシステム上重要な銀行等に対する適切な監督 【達成】 

 6年度目標 

関係当局との情報共有・意見交換も行いつつ、経済・市場・競争環境の変

化を踏まえたリスク管理・経営管理の高度化等に向けたモニタリングを実

施 

 6年度実績 

・個々の金融機関のリスク管理態勢等を横断的に実態把握・検証する取組

を強化し、信用リスクについて、事業再編資金などニーズの高い分野の

融資慣行等について金融機関と対話しました。市場リスクについて、大

手銀行グループに加えて、大手生命保険会社等の運用・調達方針につい

てタイムリーに把握し、金利上昇等の金融市場の変動が各金融機関の財

務の健全性や金融システムに与える影響を分析するとともに、市場運用

や外貨流動性に係るリスク管理態勢について金融機関と対話しました。 

・上記モニタリングを効果的に実施するため、日本銀行や海外金融当局等

の関係当局と情報共有・意見交換を行いました。 

・グループ・グローバルのリスク管理の枠組みの有効性の確認といった金

融機関のガバナンス等に係る対話をさらに進めました。 

指標⑥ 
国内で活動する金融機関のリスク管理及びリスクテイク戦略の高

度化に向けた取組 
【達成】 
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 6年度目標 
金融機関との対話を通じ、リスク管理及びリスクテイク戦略の把握・検証

を実施 

 6年度実績 

・大きな市場変動等に際して、迅速な対応が図られるよう、各金融機関の

経営方針やリスクテイクの状況を踏まえながら、有価証券運用の状況や

各種リスク（信用リスク、市場リスク、流動性リスク等）の管理態勢、

一部金融機関で増加が見られるＬＢＯローン、不動産ノンリコースロー

ンを含む不動産業向け融資、大口融資や圏外融資の審査・期中管理態勢

等について、モニタリングを実施しました。 

指標⑦ 大手証券会社グループに対する適切な監督 【達成】 

 6年度目標 
ヒアリング等を通じ、ガバナンス機能の発揮や経営管理態勢及びリスク管

理態勢の整備状況についてモニタリングを実施 

 6年度実績 

・顧客本位の業務運営に向けた取組を深化させ、顧客の真のニーズを捉え

るべく不断の取組が行われるよう対話を通じて促しました。 

・不公正取引等の検知・防止のための態勢整備も含め、実効性のあるコン

プライアンス態勢や内部管理態勢が構築されているかについてモニタ

リングを行いました。 

・グローバルな事業展開を行っている大手証券会社に対しては、グルー

プ・グローバルのビジネスモデルや経営戦略、戦略遂行上の課題認識等

に関し実地調査を含めモニタリングを行った他、各社のグループ・グロ

ーバルのガバナンスやリスク管理態勢等について、海外当局とも連携し

つつ、その状況に関しモニタリングを行いました。 

・システム上重要な金融機関における秩序ある処理等の円滑な実施の確

保に向けた取組について、フォローアップを行いました。 

指標⑧ 大手保険グループに対する適切な監督 【達成】 

 6年度目標 
関係当局との情報共有・意見交換等も行いつつ、規模・特性に応じたグル

ープガバナンスやリスク管理の高度化に向けたモニタリングを実施 

 6年度実績 

・市場環境の変化や自然災害の頻発・激甚化等を見据え、監督カレッジ等

を通じ海外当局とも情報共有・意見交換を行った上、各保険グループの

規模やリスク特性に応じたグループガバナンスの状況、各保険会社の資

産運用やデジタル化の状況等についてモニタリングを実施しました。 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ａ（目標達成） 

【判断根拠】 金融システムの安定性を維持するため、金融システムの

潜在的リスクをフォワード・ルッキングに分析（測定指標

①）しました。 

また、金融機関の健全性を確保するための重要な取組と

して、金融行政方針に基づくモニタリングの実施（測定指

標②）や、金融機関に対する定期及び随時のヒアリング等

を通じ、統合的なリスク管理態勢等の把握・検証を実施（測

定指標③）するなど、全ての測定指標で目標を達成するこ

とができたことから、「Ａ」としました。 
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施策の分析 

【必要性】 金融機関を取り巻くリスクが多様化・複雑化するなか、

そのリスクの特性や変化をきめ細かく、かつフォワード・

ルッキングに把握・分析する必要性は高まっています。ま

た、金融行政方針に基づくモニタリングの実施（測定指標

②）等の取組を通じて、金融機関の健全性の確保を図るこ

とは、信用秩序の維持につながるとともに国民経済の健全

な発展の基礎となることから、必要不可欠であると考えて

います。 

【効率性】 金融市場の変化等について、日々情報収集を行うと共

に、トレンドの変化等について、海外当局者や市場関係者

等の見方を調査・分析することを通じて、効率的に金融シ

ステムのリスクの把握を行うことができました。また、モ

ニタリング担当部局が緊密に連携し、リスクベースによる

モニタリングを実施することで、より効果的・効率的にモ

ニタリングに取り組めたものと考えています。 

【有効性】 金融行政方針に基づくマクロプルーデンスの取組(測定

指標①)により、集積した情報及び分析結果について、庁内

に幅広く情報共有を実施致しました。こうした情報、分析

を利用した、金融行政方針に基づくモニタリングの実施

（測定指標②）等により、金融機関の抱えるリスクやその

管理態勢、財務の健全性等についての実態把握・検証、そ

れに基づく金融機関との対話を行いました。この結果、金

融機関のリスク管理の高度化が促され、健全かつ適切な業

務運営の確保（測定指標④）に資することができたと考え

ています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画において掲げた測定指標の目標は達成となっ

ていますが、金融行政方針に基づき、引き続き今後の課題

に対する取組を実施していく必要があります。 

まず、グローバルな経済・金融市場環境は刻一刻と変化

し、そこから新たにリスクが生まれることを踏まえ、今後

も情報収集・分析の高度化等を通じて、引き続き金融シス

テムの安定性の維持に向けた取組を進めていく必要があ

ります。 

また、金融機関の健全性を確保・維持するため、引き続

き、業態横断的な対応に加え、業態ごとのビジネスモデル

や当該ビジネスモデルに起因する課題に応じたモニタリ

ングなどを行っていく必要があります。なお、主要な業態

における課題は以下の通りです。 

【大手銀行グループ】 

海外業務やグループ連携の強化・拡大等、戦略に応じたリ

スクの多様化・複雑化を踏まえた対応 

【新形態銀行】 

各種リスクへの対応状況の継続的なモニタリングや、グル
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【 施 策 】 

 

 

 

 

 

【測定指標】 

ープベースでの事業戦略やガバナンス等の確認 

【日本郵政グループ】 

リスク管理態勢の強化や顧客本位の業務運営の定着、グル

ープ全体の中長期的な収益基盤の確保等 

【地域金融機関】 

金融仲介機能の十分な発揮と必要な健全性の確保への対

応 

【証券会社】 

顧客本位の業務運営態勢に向けた取組、コンプライアンス

態勢や内部管理態勢の構築等 

【保険会社】 

適切な経営戦略の策定・推進を支えるリスク管理態勢やガ

バナンス機能の発揮、持続可能なビジネスモデルの構築 

【少額短期保険業者】 

財務の健全性及び業務の適切性を確保するための態勢整

備等 

本邦金融機関は全体として十分な自己資本を有してお

り、金融システムは総体として安定していますが、引き続

き、金融システムにおける潜在的なリスクに関するフォワ

ード・ルッキングな調査・分析や金融機関に対する効果的

なモニタリングを行い、金融システムの安定性と金融機関

の健全性の維持に向けた取組を進める必要があります。 

 全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① マクロプルーデンスの取組 

 

・グローバルな金融経済情勢等の動向を注視しつつ、国内外の金融政策・

金利動向や不動産市況等が金融システムの安定に与える影響について

分析を行いました。 

・金融システムの状況について、日本銀行と実務者連絡会等を通じて意見

交換を行い、その結果、足元においてカウンター・シクリカル・バッフ

ァーの水準を０％としました。 

・令和 5年に発生した欧米における銀行セクターの混乱を受けてＦＳＢ及

びＢＣＢＳその他の国際基準設定主体において行われている議論に積

極的に貢献しました。 

② 効果的な金融モニタリング（監督・検査）の実施 

 

・金融機関の経営戦略を確認するとともに、営業基盤、財務基盤、ガバナ

ンスや信用・市場・流動性等の各種リスク管理態勢、内部監査等につい

て金融機関との対話等を通じて確認し、それぞれの状況に応じて経営基

盤の強化を促しました。 
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・金融機関における内部監査の高度化に向けた取組等について、現状の進

捗や具体的な工夫、各金融機関が抱える課題に関して対話を行った結果

を取りまとめて公表しました。また、本結果を踏まえ、金融機関と意見

交換等を行い、内部監査の高度化を促しました。さらに、令和 7年 1月

より「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会」を開催し、内部監査

が果たすべき目的や役割、機能にかかる考え方である「段階別評価」の

見直し等について議論を行い、その結果を取りまとめて公表しました。 

 

・大手行のみならず地域金融機関でも残高が増えている国内のＬＢＯ融

資について、銀行の取組状況及びリスク管理の実態に関するアンケート

結果を公表しました。また、市場環境の変化等を踏まえた健全な融資慣

行の確立やリスク管理の高度化に向けた取組についてモニタリングを

行ったうえで、その結果を公表しました。加えて、ＬＢＯ融資関連デー

タの収集・開示に関して、全国銀行協会における関係者との勉強会にお

いて、オブザーバーとして今後の方向性の論点整理に参加しました。 

・金融グループ等をめぐる課題や環境変化に適切に対応し、健全なビジネ

ス展開を可能とするとともに、金融システムの安定・信頼を継続して確

保するため、庁内の関係部門間の連携を一層強化するなど、グループ経

営に対する監督態勢を強化しました。 

・上記のほかに、以下のような気候関連金融リスクに焦点を当てた取組も

実施しました。 

・新たに設置した「気候関連リスクモニタリング室」にて、金融機関の経

営戦略やリスク管理の枠組みにおける気候関連金融リスクの位置づけ、

顧客の気候関連のリスクへの対応を支援する取組等を確認し、その結果

を整理して公表しました。 

・シナリオ分析の手法・枠組みを継続的に改善していくため、日本銀行と

共同で、3 メガバンクや 19 社の損害保険会社と連携して、第 2 回エク

ササイズを実施し、その結果を整理して、「気候関連リスクに係る第 2 回

シナリオ分析（銀行セクター・保険セクター）」として公表しました。 

・上記取組を踏まえ、国際的な動向やトランジション・ファイナンスの重

要性の高まり等も踏まえつつ、気候関連金融リスク管理のあり方等につ

いて具体的な議論を進めました。 

・このほか、業態ごとのビジネスモデルやそれに起因する課題に応じ、以

下の取組を実施しました。 

【大手銀行グループ】 

ａ）総論 

・金融仲介機能の発揮状況やその基盤となる財務の健全性について、デー

タを用いて分析・把握し、各金融機関と対話を行いました。その際、金
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融機関の負担軽減及び効果的なモニタリングの実現のため、日本銀行と

適切に連携しました。また、監督カレッジや日々のモニタリングに関す

る情報共有等を通じて、海外当局と連携を深めました。 

ｂ）信用リスク 

・各行のリスクアペタイトやリスクテイク方針を確認したうえで、それに

応じた審査態勢やリスク管理態勢の構築、健全なリスクカルチャー、融

資規律が醸成されているかなどについてモニタリングを行いました。 

・与信先の業況等について実態把握を行い、それを踏まえた与信先の期中

管理及び事業者支援等の取組について確認し、各行に必要な対応を促し

ました。なお、必要に応じて個別債務者の自己査定や償却・引当等の状

況を確認しました。 

・近時の粉飾事案を踏まえ、各銀行における融資規律の確立に向けた組織

全体の取組状況をモニタリングし、その結果を整理して公表しました。 

・国内の不動産業向け融資に関して、国内外の経済・金融環境の変化等を

踏まえ、各行の与信方針や融資動向について、日本銀行と合同でヒアリ

ングを実施し、実態把握を行いました。 

・海外ファンド向けファイナンスについても、今後の信用リスクへの影響

を含め、各行のリスク管理態勢についてモニタリングを行いました。 

ｃ）市場・流動性リスク 

・各行の運用・調達方針を把握した上で、国内外の金融市場の変動が各行

の財務の健全性や金融システムに与える影響について分析を行いまし

た。また、金利の上昇など、本邦の金融環境に変化がみられることを踏

まえ、預貸、有価証券を含めたＡＬＭ運営方針・リスク管理態勢につい

て検証し、その高度化を促しました。 

・外貨流動性リスク管理の高度化に向けて、外貨流動性ストレステストや

危機時対応に係る計画等について日本銀行と共同で調査を行いました。

また、過去事務年度における調査内容も含め、大手行の外貨流動性リス

ク管理の高度化に向けた取組みについて日本銀行と連名で公表しまし

た。 

ｄ）ガバナンス・横断的リスク 

・ストレステストの実施状況について対話を行いました。また、ストレス

テストの実施手法の検証を主眼に、共通シナリオによるストレステスト

を日本銀行と共同で実施しました。 

・モデル・リスク管理の高度化に向けて、令和 3年の『モデル・リスク管

理原則』公表後の同原則の対象金融機関 における取組を整理し、公表

しました。 

・各金融機関が海外での買収や拠点拡大等国境・業態を超えた業務展開を

推進する中、グループ・グローバルのガバナンスについて、業務の規模・
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複雑性に応じたＩＴ・システムや内部監査等のあり方、本社による適時・

適切な状況把握を含めた海外拠点の管理態勢について対話を行いまし

た。 

・不公正取引等の検知・防止のための態勢や情報管理態勢の整備も含め、

実効性のあるコンプライアンス態勢や、内部管理態勢が構築されている

かモニタリングを行いました。 

・株主還元策や、自己資本充実度等の資本政策に関する経営方針につい

て、中長期的な事業戦略にも着目しながらヒアリングを実施しました。 

・政策保有株式について、保有意義の検証や縮減計画の進捗等に係る確認

を行いました。 

・「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」（ＢＣＢＳ

239）について、リスクデータに係る定期的な適時報告演習等の結果を

踏まえた対話を通じて、各社に対して遵守状況の評価や課題事項のフィ

ードバックを行うことで、各金融機関グループにおけるリスクデータ集

計能力とリスク報告態勢のさらなる高度化を促しました。くわえて、各

社のデータガバナンスの発揮状況についても確認しました。 

【新形態銀行】 

・銀行トップや親事業会社との間で、グループベースでの事業戦略や中長

期的な成長戦略等の方向性を確認し、それらを実現するうえでのガバナ

ンスを含む経営の諸課題等について対話を行いました。 

・新形態銀行におけるＡＭＬ／ＣＦＴ、システムの安定稼働、流動性リス

ク管理など、業務に係るリスクへの対応状況について、継続的にモニタ

リングを行いました。 

【日本郵政グループ】 

・日本郵政グループについては、ストレス耐性のあるポートフォリオの構

築やリスク管理態勢の強化、グループ全体の中長期的な収益基盤の確保

等に係る取組状況について対話を行いました。 

【地域金融機関】 

・地域金融機関が、自行の融資ポートフォリオを踏まえた、より的確な信

用リスクの見積もりを行う取組を後押ししていくため、引当の見積りの

プロセスや開示のあり方を含めて、取組状況の把握等を実施しました。 

・国内外の経済・金融市場の動向や、それが金融機関・事業者等に及ぼす

影響を注視し、大きな市場変動等に際して迅速な対応が図られるよう、

各地域金融機関の対応方針や態勢整備の状況を随時確認しました。 

・地域金融機関の経営方針やリスクテイクの状況、経営環境や直面してい

る各種課題の軽重、経営資源等を踏まえながら、有価証券運用の状況や

市場リスク、流動性リスク、取引先等の実態把握の状況を含む信用リス

クの管理態勢等について、必要に応じて検査等も活用し、モニタリング
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を行うとともに、必要な改善を促しました。持続可能な収益性や将来の

健全性に課題を有する先に対しては、早期警戒制度等に基づく深度ある

対話を継続し、経営基盤の強化に向けた実効性のある取組を強く促しま

した。 

・地域銀行について、預貸、有価証券を含めたＡＬＭ運営方針・リスク管

理態勢に加え、経営環境が厳しい中でも財務の健全性を維持し金融仲介

機能を発揮するという観点から、ストレス時対応力の強化に向けた取組

状況についてモニタリングを実施し、その結果を公表しました。 

【証券会社】 

ａ）横断的課題 

・商品の複雑さやリスクといった商品の特性等に応じた組成・販売勧誘態

勢（商品組成を行っていない場合は、組成会社との情報連携等管理態勢）

について、法令や自主規制規則等の遵守状況を含めたモニタリングを行

いました。 

・顧客の最善の利益に資する商品組成・販売・管理等を行うための経営管

理態勢及び業務運営態勢の構築状況について、モニタリングを行いまし

た。 

・特に、顧客の最適なポートフォリオを構築する観点から、特定の商品カ

テゴリーあるいは特定銘柄への販売偏重を未然に防止するための取組

状況について、モニタリングを行いました。 

・顧客の安定的な資産形成支援というＮＩＳＡの趣旨を踏まえ、ＮＩＳＡ

口座の成長投資枠を使用した合理性のない短期の乗り換え勧誘を防止

するための具体的な取組について、モニタリングを行いました。 

・「商品・サービス及び業務のライフサイクル管理に関する基本的な考え

方」（令和 6 年 6 月公表）を踏まえ、金融機関における商品等のライフ

サイクル管理態勢の高度化に向けた対話を継続して実施しました。 

ｂ）大手証券会社 

・大手証券会社については、国内外で事業拡大を進める動きが見られる

中、グループ・グローバルのビジネスモデルや経営戦略、戦略遂行上の

課題認識等について対話を行いました。それらを踏まえ、各社のグルー

プ・グローバルのガバナンスやリスク管理（決済リスク管理やカウンタ

ーパーティ信用リスク管理を含む）態勢等について、海外当局とも連携

しつつ、一層の強化を促しました。また、内部監査の高度化の取組みや、

ＩＴ・システム等のあり方について対話を行いました。 

・システム上重要な金融機関における秩序ある処理等の円滑な実施の確

保に向けた取組について、金融機関の破綻処理準備態勢の更なる高度化

を促すとともに、実効性を確保するためのモニタリングや対話を継続し

て実施しました。 
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ｃ）準大手証券会社・地域証券会社 

・ビジネス環境が大きく変化する中、収益構造の変革や業務提携・新規事

業への取組状況、顧客本位の業務運営の実践状況などについて確認し、

把握した好事例等も踏まえつつ、必要に応じて深度ある対話を行うな

ど、持続可能なビジネスモデルに焦点を当てたモニタリングを実施しま

した。 

ｄ）ネット系証券会社 

・近年、ネット系証券会社の顧客口座は急増しており、顧客による取引の

増加が見込まれる中、各社のシステムが安定的に稼働することの重要性

は一層増しているところであり、システムリスク管理態勢の整備・運用

状況についてモニタリングを実施しました。 

・新規事業の立上げや新サービス・商品の導入に際し、必要な法令等遵守

態勢が整備されているか、顧客本位の業務運営の観点から適切な業務運

営態勢が整備されているかについてモニタリングを実施しました。 

ｅ）外資系証券会社等 

・モニタリングを通じて、日本拠点のビジネスモデルについて分析を行

い、ビジネスモデルに見合ったガバナンスや法令等遵守態勢、リスク管

理態勢の整備・運用状況を確認しました。また、監督カレッジへの参加

や海外当局との意見交換により、グループレベルでのビジネスの状況や

ガバナンス等についても理解を深め、日本拠点に対する深度あるモニタ

リングにつなげました。モニタリングの結果、業態に共通する課題や先

進的な取組事例等を把握した場合には、レポート等の形で取りまとめ、

情報発信を行いました。 

・法令等遵守態勢や投資家対応の適切性に関して、過去に問題が認められ

た先の改善状況について、必要に応じて海外母国当局とも連携しつつ、

継続的にモニタリングを行いました。 

・顧客本位の業務運営の推進の観点から、仕組債等のリスク性金融商品の

組成会社としての取組の進捗を確認しました。 

・国際的金融グループの経営統合の動きに関して、グループ全体の動向を

把握しつつ、日本拠点の統合に係る対応及び将来的な方向性の検討が適

切なガバナンス態勢の下で進められているかについてモニタリングを

行いました。 

【資産運用会社等】 

・投資運用会社については、専門性の高い運用人材の育成・確保等の運用

力の向上に必要な取組の強化を促すとともに、改訂される「顧客本位の

業務運営に関する原則」を踏まえ、プロダクトガバナンス（顧客の最善

の利益に適った商品提供等を確保するためのガバナンス）に関する取組

状況をフォローアップしました。また、本年開始したファンドモニタリ
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ング調査の結果を踏まえて、投資信託や集団投資スキーム等に関する潜

在的なリスクについて分析を行いました。くわえて、運用面の外部委託

管理態勢を含む運営体制についてモニタリングを行いました。 

・投資法人については、特に親会社等の利益を優先する誘因が強い経営体

制や業務状況にある投資法人資産運用会社における利益相反管理体制

等についてモニタリングを行いました。 

・投資助言・代理業者については、インターネット、ＳＮＳ等を利用した

広告表示や勧誘行為に関する情報分析を進め、必要に応じて監督上の対

応を行うなど、適切に対応しました。 

【保険会社】 

・持続可能なビジネスモデル構築に向け、各社の内部管理態勢の高度化も

含め、保険会社との対話を実施しました。その際、生命保険会社とは、

非保険領域のビジネスモデルを含めた経営戦略やデジタル戦略をテー

マとし、損害保険会社とは、自動車保険の損害サービス等の事業環境の

変化を踏まえた中長期的な課題へのリスク管理の取組み等をテーマと

し、対話を行いました。 

・大手保険会社とのビジネスモデルヒアリング等を通じて、各社の海外戦

略やグループガバナンスの高度化に向けた取組状況を確認しました。更

に、大手保険会社５社との監督カレッジを通じて海外当局との意見交換

を行い、大手保険会社のモニタリング項目について認識を共有しまし

た 。 

・自然災害が頻発・激甚化する中で、再保険料率の高止まり、異常危険準

備金の取崩が続いており、統合的リスク管理（ＥＲＭ）の高度化の重要

性が一層増しています。自然災害リスクへの対応は、各損害保険会社に

おける継続的な取組が必要であるところ、再保険や異常危険準備金に関

するモニタリングを継続して行いました。 

・経済・金融市場の動向も踏まえつつ、保険会社の財務・業務の健全性や

資産運用の状況について、モニタリングを行いました。 

【少額短期保険業者】 

・財務局と連携して、迅速かつ適切な登録審査を着実に行うとともに、問

題のある少短業者の早期把握・早期対応に務めました。 

・登録審査・モニタリング方法について、財務局とともに実施状況の振り

返りを行い、必要に応じ実務や運用の改善を図りました。 

・少短協会との間で、少短業者をめぐる課題認識等の共有を図り、傘下少

短業者の経営管理態勢等の一層の整備に向けた自主的な対応の促進を

図りました。 

【その他の業態】 

ａ）外国為替証拠金取引業者（ＦＸ業者）・暗号資産等関連デリバティブ
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取引業者 

・日々の為替相場やそれに伴うＦＸ取引量の変動を踏まえ、店頭ＦＸ業者

の決済リスク管理態勢強化への取組状況についてモニタリングを継続

して実施しました。 

・暗号資産等関連デリバティブ取引業者については、ビジネスモデルを適

切に把握し、投資者保護の観点から業務の適切性について引き続きモニ

タリングを行い、必要に応じてリスク管理態勢や説明態勢等の強化を促

しました。 

ｂ）第二種金融商品取引業者 

・取得勧誘やファンド運営等について、関係機関からの情報や当局に寄せ

られる相談等を参考として、リスクベースのモニタリングを行い、投資

者保護等の観点から問題が認められる業者に対しては厳正な対応を行

いました。 

・貸付事業等権利の取得勧誘に関しては、改正金融商品取引法（令和 5 年

11月成立）の施行を踏まえ、ファンド審査や投資家への適切な情報提供

等に係る業務管理体制の整備状況も含め、二種業者に対する実態把握を

継続して実施しました。 

ｃ）適格機関投資家等特例業務届出者 

・適格機関投資家等特例業務届出者における法令等遵守態勢の状況につ

いて引き続きモニタリングを行い、業務運営上の問題が認められる業者

に対しては厳正な対応を行いました。 

ｄ）信用格付業者 

・信用格付業者における業務の適切性等のモニタリングを継続するとと

もに、監督カレッジへの参加等を通じて海外当局との連携を深めまし

た。 

ｅ）金融商品仲介業者 

・アンケート調査等により収集した好事例も踏まえつつ、投資者保護及び

顧客本位の業務運営のための態勢整備の状況等についてモニタリング

を実施しました。 

ｆ）電子決済等代行業者 

・登録審査を適切に行うとともに、システム障害発生時の対応状況の検証

等を通じ利用者保護やシステムの安定性を図りました。また、ＡＰＩ接

続をめぐる課題の特定とその解決に努めていくとともに、自主規制機関

とも連携し、業界内における課題を把握しました。 

ｇ）金融サービス仲介業者 

・登録審査において、ビジネスモデルに応じた法令等遵守や適切な業務運

営を確保するための管理態勢について適切に審査を実施しました。 

・自主規制機関とも連携の上、金融サービス仲介業者に対する登録審査及
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びモニタリングを適切に実施しました。 
                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4年度 5年度 6年度 7年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 236 190 154 162 

補正予算 70 78 88 - 

繰 越 等 ▲14 46   

合 計 292 314   

執行額（百万円） 217 247   

                 

学識経験を有する

者の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月●日～●月●

日） 

                  

政策評価を行う過

程において使用し

た資料その他の情

報 

【測定指標②】 

・業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 

https://www.fsa.go.jp/common/ronten/index.html 

【測定指標③】 

・気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題（令和 7 年 6

月 20日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250620/20250620.html 

・気候関連リスクに係る第２回シナリオ分析【銀行セクター】（令和

７年 6月 20日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250620/20250620.html 

・気候関連リスクに係る第２回シナリオ分析【保険セクター】（令和

7年 6月 20日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250620/20250620.html 

・金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)

（令和 6年 9月 10日公表、令和 6年 12月 18日更新） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ia/20240910.html 

・金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書（2025）（令和 7

年 6月 20日） 

https://www.fsa.go.jp/singi/naibukansa/siryou/20250620.html 

・大手銀行・地域銀行 国内ＬＢＯローンに関するアンケート調査結

果（令和 6年 7月 25日公表） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20240725/240725.html 

・国内ＬＢＯローンに係るモニタリングレポート（2025）（令和 7 年

6月 30日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250630-2/250630-2.html 

・金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリン

グレポート（2025）（令和 7年 6月 30日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250630-3/250630-3.html 

・（日銀レビュー）大手行の外貨流動性リスク管理の高度化に向けた

取組み（令和 6年 5月 22日） 

https://www.fsa.go.jp/common/ronten/index.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ia/20240910.html
https://www.fsa.go.jp/singi/naibukansa/siryou/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20240725/240725.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250630-2/250630-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250630-3/250630-3.html
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https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2024/rev24j07.htm 

・地域銀行のストレス時対応力の強化に向けたモニタリングレポート

（令和 7年 6月 27日）  

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250627-3/20250627-

3.html 

・金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプログレスレポー

ト(2024) （令和 6年 12月 12日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241212/20241212.html 

・証券モニタリング概要・事例集 

https://www.fsa.go.jp/sesc/kensa/shitekijirei.html 

・2024 年 保険モニタリングレポート（令和 6年 7月 3日公表） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20240703/20240703.html 

                  

担当部局名 

総合政策局 

総合政策課、総務課国際室、リスク分析総括課、健全性基準室、検

査監理官室、マクロ・データ分析参事官室、フィンテック参事官室 

監督局 

総務課、郵便貯金・保険監督参事官室、銀行第一課、大手証券等モ

ニタリング室、銀行第二課、地域金融企画室、地域銀行モニタリン

グ室、協同組織金融室、保険課、証券課 

証券取引等監視委員会事務局 

証券検査課 

     

政策評価実施時期 令和 7年 8月 

 
  

https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2024/rev24j07.htm
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250627-3/20250627-3.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250627-3/20250627-3.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241212/20241212.html
https://www.fsa.go.jp/sesc/kensa/shitekijirei.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20240703/20240703.html
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（別紙） 

 

指標④[主要] 各業態の健全性指標 <自己資本比率、不良債権比率等> 

【資料１－１】総自己資本比率等※1（国際統一基準行） 

  R６/３期 R７/３期 

 

主要行等 

総自己資本比率 16.5% 17.1% 

Tier1比率 14.8% 15.4% 

普通株式等 Tier1 比率 13.0% 13.2% 

 

地域銀行 

総自己資本比率 15.4% 13.5% 

Tier1比率 15.1% 13.2% 

普通株式等 Tier1 比率 15.0% 13.2% 

（出所）金融庁総合政策局マクロ・データ分析参事官室、監督局銀行第二課地域金融企画室調 

 

【資料１－２】自己資本比率※1（国内基準行） 

 R６/３期 R７/３期 

主要行等 11.4% 11.5% 

地域銀行 10.1% 10.2% 

信用金庫 12.7% 13.2% 

信用組合 11.4% 11.6% 

（出所）金融庁総合政策局マクロ・データ分析参事官室、監督局銀行第二課地域金融企画室、協同組織金融室調 

 

【資料１－３】自己資本規制比率（証券会社※2） 

 R６/３期 R７/３期 

証券会社 329.2% 339.8% 

（出所）金融庁監督局証券課調 

 

【資料１－４】単体ソルベンシー・マージン比率（生命保険会社、損害保険会社） 

 R６/３期 R７/３期 

生命保険会社 932.6% 872.9% 

損害保険会社 750.4% 750.5% 

（出所）金融庁監督局保険課調 

 

 

――――――――――― 

※1 国際統一基準行は 25年３月期よりバーゼル３の適用を開始（段階実施ベース） 

  国際統一基準行：主要行等は４グループ、地域銀行は 10 行 

  国内基準行：主要行等は３グループ、地域銀行は R6/3期：90行、R7/3 期：88 行 

※2 有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者 
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【資料２】不良債権比率（＝金融再生法開示債権÷総与信額） 

 R６/３期 R７/３期 

主要行等 0.9% 0.7% 

地域銀行 1.7% 1.6% 

信用金庫 3.7% 3.6% 

信用組合 2.9% 2.9% 

（出所）金融庁総合政策局マクロ・データ分析参事官室、監督局銀行第二課地域金融企画室、協同組織金融室調 
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令和 6 年度 実績評価書 

金融庁令 6（施策Ⅰ－2） 

施策名 健全な金融システムの確保のための制度・環境整備 

 
施策の概

要 

金融システムの安定性を確保するため、国際合意を踏まえた金融シ

ステムの安定確保のためのルール整備等や、預金等定額保護下におけ

る破綻処理のための態勢整備の充実を図る。 

達成すべき目標 
金融システムの安定性確保のためのルール整備等及び預金等定額

保護下における破綻処理のための態勢整備の充実 

 

目標設定

の 

考え方・

根拠 

金融システムは、資金仲介・リスク仲介機能や決済機能を担い、経

済活動の基盤をなすことから、国民生活と経済活動の健全かつ円滑な

発展のためには、金融システムの安定性が確保されることが必要であ

り、そのためのルール整備等を行う。 

【根拠】 

・預金保険法第 1 条、ペイオフ解禁の実施にあたっての所感（平成 17

年 4 月 1 日大臣発言）、自己資本比率告示、主要行等向けの総合的な

監督指針 等 
                 

測定指標 

指標① [主要]国際合意を踏まえた国内制度の検討及び整備等 【達成】 

 
6 年度目

標 

バーゼルⅢ関連告示等の整備及び告示に則った承認事項の審査等、Ｉ

ＡＩＳ（保険監督者国際機構）から公表された令和 6 年中に最終化予

定のＩＣＳ（国際的に活動する保険グループの「国際資本基準」）を踏

まえた国内規制の検討 

 

6 年度実

績 

 

・平成 29 年 12 月に最終合意がなされたバーゼルⅢの実施について、

引き続き関係者と十分な対話を行いながら、関連告示の改正、26 先

に対する承認等を行い、令和 7 年 3 月期までにすべての対象金融機

関がバーゼルⅢの適用を開始しました。また、令和 6 年 7 月に国際

合意がなされた銀行勘定の金利リスクの見直しを踏まえ、関連告示

の改正を行いました。 

・経済価値ベースのソルベンシー規制等について、「経済価値ベースの

ソルベンシー規制等に関する残論点の方向性等について」の内容及

びＩＡＩＳ（保険監督者国際機構）におけるＩＣＳ（国際的に活動

する保険グループの「国際資本基準」）の採択等を踏まえた法令等の

改正案のパブリックコメントを実施しました。 

・監督会計について、経済価値ベースのリスク管理との整合性や財務

会計に関する見直しの動向等も踏まえつつ、そのあり方の検討を行

い、具体的な論点が明らかな課題について対応を進めました。 

・信託勘定における外国為替取引への同時決済の導入について、引き

続き、関係者の対応状況をモニタリングするとともに、関係者間の
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連携の強化や取組への理解の促進に努めました。 

指標② 
[主要]必要な措置等の適切な実施による金融システムの混乱の回

避 
【達成】 

 
6 年度目

標 
金融システムの混乱の回避 

 
6 年度実

績 

・期中において預金保険法に基づく金融危機対応等を実施すべき事態

は生じておらず、金融システムの安定性が確保されました。 

参考指標 

指標① 各業態の健全性指標＜自己資本比率、不良債権比率等＞ 

 
6 年度実

績 【参照（施策Ⅰ－1）】 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合いの

測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 バーゼルⅢの国内実施に向け、関係者と十分な対話

を行った上で関連告示の改正や承認等を行い、令和 7

年 3月期までにすべての対象金融機関にバーゼルⅢを

適用したほか、新たな国際合意を踏まえて関連告示を

改正しました。また、経済価値ベースのソルベンシー

規制に関しても、保険会社における態勢整備状況の確

認や法令等の改正のパブリックコメントを行い、国際

的な議論を踏まえた国内制度の検討及び整備を進め

る（測定指標①）など、全ての測定指標で目標を達成

することができました。 

ただし、施策の目標と照らし合わせてみると、経済

価値ベースのソルベンシー規制に関しては、令和 7 年

度に導入することを念頭に置いた着実な検討など引

き続き取り組むべき課題があることから「Ｂ」としま

した。 

施策の分析 

【 必要性】 市場等を通じて伝播するような危機に対応するた

め、国際的な基準に合わせて規制の見直しを行うこと

（測定指標①）等は、金融システムの安定に資するも

のと考えています。 

【 効率性】 関係機関と連携した取組により、金融システムの安

定を確保するための制度環境の整備を効率的に進め

ることができたものと考えています。 
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【 有効性】 国際的な基準に合わせた規制の見直し（測定指標

①）等の取組により、金融システムの安定の確保のた

めの制度・態勢整備は進展しているものと考えていま

す。 

今後の課題・ 

次期目標等への反

映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

 

 

【測定指標】 

金融システムの安定性を確保するため、引き続き、

国際的な議論も踏まえた関連告示等の整備や承認事

項の審査等、経済価値ベースのソルベンシー規制を令

和 7年度に導入することを念頭に置いた着実な検討等

に取り組んでいく必要があります。 

金融システムの安定性は維持されているものと考

えられますが、国民生活と経済活動の健全かつ円滑な

発展のため、今後とも金融システムの安定性を確保す

るための制度・環境整備を進めていく必要がありま

す。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応

じて指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

①  国際合意を踏まえた金融機関の健全性確保のためのルール整備等 

 

・平成 29 年 12 月に最終合意がなされたバーゼルⅢの実施について、

関係者と十分な対話を行いながら、関連告示の改正、26 先に対する

承認等を行い、令和 7 年 3 月期までにすべての対象金融機関がバー

ゼルⅢの適用を開始しました。また、令和 6 年 7 月に国際合意がな

された銀行勘定の金利リスクの見直しを踏まえ、関連告示の改正を

行いました。 

・経済価値ベースのソルベンシー規制等について、「経済価値ベースの

ソルベンシー規制等に関する有識者会議」報告書、「経済価値ベース

のソルベンシー規制等に関する残論点の方向性等について」の内容

及びＩＡＩＳ（保険監督者国際機構）におけるＩＣＳ（国際的に活

動する保険グループの「国際資本基準」）の採択等を踏まえた法令等

の改正案のパブリックコメントを令和 6年 10月 31日及び令和 7年

1 月 31 日に実施した。引き続き関係者との対話等を行いながら、令

和 7 年度の新規制の円滑な導入に向けた準備を進めました。 

・監督会計について、経済価値ベースのリスク管理との整合性や財務

会計に関する見直しの動向等も踏まえつつ、そのあり方の検討を行

い、具体的な論点が明らかな課題について対応を進めました。 

・信託勘定における外国為替取引への同時決済の導入について、引き

続き、関係者の対応状況をモニタリングするとともに、関係者間の

連携の強化や取組への理解の促進に努めました。なお、本件につい

ては、信託銀行等を主体としたプロジェクトチームによる取組の報

告書が、令和 7 年 4 月に公表されました。 

② 円滑な破綻処理のための態勢整備 
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・システム上重要な金融機関における秩序ある処理等の円滑な実施の

確保に向けた取組について、金融機関の破綻処理準備態勢の更なる

高度化を促すとともに、実効性を確保するためのモニタリングや対

話を継続しました。ＦＳＢの報告書やＩＭＦのＦＳＡＰ対日審査報

告書等において、破綻処理枠組みの実効性強化、特に当局間連携の

強化の重要性が指摘されていることも踏まえ、危機時の当局間連携

強化に向けた取組を実施しました。 

・名寄せデータの精度の維持・向上等の観点から、預金保険機構と連

携し、名寄せデータの整備状況の確認・フォローアップを行いまし

た。 

（預金保険法第 137 条第 6 項に基づく検査実施件数） 

年
度 

預金保険機構実施 合計 

銀
行 

信
用
金
庫 

信
用
組
合 

労
働
金
庫 

 

元 7 13 10 1 31 

2 1 0 0 0 1 

3 2 29 23 0 54 

4 7 22 16 0 45 

5 6 15 15 0 36 

6 3 21 5 1 30 

（出所）総合政策局調 

（注 1）信用金庫には信金中央金庫、信用組合には全国信用協同組合連合会、

労働金庫には労働金庫連合会を含む。 

（注 2）実施件数は検査着手ベース。 

 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 8 8 8 8 

補正予算 10 - - - 

繰 越 等 ▲10 10   

合 計 8 17   

執行額（百万円） - 10   

                 

学識経験を有する

者の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23

日） 
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政策評価を行う過

程 

において使用した 

資料その他の情報 

【測定指標①】 

・「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示の一部改正

（案）」に対するパブリックコメントの結果等の公表について（令

和 7 年 3 月 31 日） 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250331.html 

・「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する基準の最終化に向

けた検討状況」（令和 5 年 6 月 30 日公表） 

https://www.fsa.go.jp/policy/economic_value-

based_solvency/05_1.pdf 

・経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する残論点の方向性（令

和 6 年 5 月 29 日公表） 

https://www.fsa.go.jp/policy/economic_value-

based_solvency/07_1.pdf 

・「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則

の一部改正（案）」等の公表について 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20241031/20241031.html 

・ＩＡＩＳにおけるＩＣＳの採択等に伴う「経済価値ベースのソルベ

ンシー規制（第１の柱）に関する告示案」等の公表について 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250131-2/20250131-

2.html 

                  

担当部局名 

総合政策局 

リスク分析総括課、健全性基準室、検査監理官室 

監督局 

監督調査室、信用機構対応室、郵便貯金・保険監督参事官室、銀行

第一課、銀行第二課、協同組織金融室、保険課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 

 
 
  



29 
 

令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（施策Ⅰ－3） 

施策名 
金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と金融モニタリングの

実施（特にコロナ後を見据えた取組の実施） 

 
施策の概

要 

コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中、金融機関が金融仲介機能

を発揮し、経済・顧客企業等の成長・発展に貢献できるよう、事業者のニーズ

を深く理解して付加価値の高い支援・サービスを提供するために必要な制度・

環境の整備を図るとともに、効率的・効果的な金融モニタリングを実施し、金

融機関による持続可能なビジネスモデルの構築を促すなど、行政としても万

全を期す。 
達成すべき

目標 
金融機関が金融仲介機能を十分に発揮すること 

 

目標設定

の 

考え方・

根拠 

・国内における人口減少・少子高齢化や事業者数のすう勢的な減少に加えて、

これまでの低金利環境の継続により、金融機関にとって厳しい経営環境が

続いている。同時に、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中、物価

上昇や人手不足・後継者不足への対応等、事業者の経営課題が多様化してい

る。金融機関においては、こうした事業者が抱える課題を的確にとらえ、付

加価値の高い支援・サービスを提供するとともに、自身の収益基盤の強化を

通じて持続可能なビジネスモデルを確立することが重要である。 

【根拠】 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日）等 
                 

測定指標 

指標① [主要] 金融機関による実情に応じた適切な事業者支援の促進 【達成】 

 6 年度目標 
資金繰りや経営改善・事業転換・事業再生等について、事業者の実情に応じ

た適切な支援を促進 

 6 年度実績 

・人口減少に伴う需要減少や物価高騰、人手不足等への対応など、事業者が

抱える課題は多様化していることを踏まえ、金融機関に対し、事業者への

資金繰り支援にとどまらない、経営改善・事業再生支援等について、累次

にわたる要請を行い、事業者の実情に応じた支援の徹底を促しました。 

指標② 事業者の持続的な成長を促す融資慣行の確立 【達成】 

 6 年度目標 
金融機関による経営者保証へ安易に依存しない融資及び事業性に着目した

融資を促進 

 6 年度実績 

・経営者保証改革プログラムの進捗状況として、民間金融機関の令和 6 年度

における「新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資件数の割合」

及び「新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資件数と有保証融資

のうち適切な説明を行い記録した融資の件数との合計の割合」を公表し、「新

規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資の割合」は令和 5 年度の

47.6％から 52.9％へ着実に伸びて、半数を超える結果となりました。また、

「新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資件数と有保証融資の
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うち適切な説明を行い記録した融資の件数との合計の割合」についても令和

5 年度の 95.0%から 99.4%へ上昇しました。 

・金融機関の「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の

公表状況を確認し、とりまとめの上、公表しました。 

・ 「経営者保証ホットライン」に寄せられた事業者からの声等を踏まえ、金

融機関に対するヒアリングを実施しました。 

・令和 6 年 7 月に発足した「事業性融資推進プロジェクト・チーム」を中心

に、事業性融資の推進等に関する法律の令和 8 年春頃の施行に向けて、以

下の取組みを行いました。 

① 「「事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について

（事業性融資の推進等に関する法律等ガイドライン）」等（案）の公表につ

いて」のパブリックコメントを実施し、その結果を公表しました（令和 7

年 5 月）。 

② 「「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な

考え方について（案）」の公表について」のパブリックコメントを実施し、

その結果を公表しました（令和 7 年 7 月）。 

③ 「「事業性融資の推進等に関する法律施行令（案）」及び「企業価値

担保権に関する信託業務に関する内閣府令（案）」等の公表について」のパ

ブリックコメントを実施し、その結果を公表するとともに、政府令等を公

布しました（令和 7 年 7 月）。 

④ 企業価値担保権を活用した融資における実務上の課題等について、

関係する業界団体を交えて議論を実施し、企業価値担保権の制度趣旨等に

関する周知・広報等を実施しました。 

指標③ 
[主要] ビジネスモデルの持続可能性の確保に向けた取組の促

進 
【達成】 

 6 年度目標 
金融仲介機能を発揮しつつ、同時にビジネスモデルの持続可能性を確保する

方策について、金融機関と対話を実施 

 6 年度実績 

・地域金融機関に対して、厳しい経営環境の中でも、地域から求められる金

融仲介機能を継続的に発揮するとともに、収益基盤の強化を通じて持続可

能なビジネスモデルを構築することを促しました。 

・事業性融資や顧客の経営課題解決の支援等により金融仲介機能を発揮しつ

つ、同時にビジネスモデルの持続可能性を確保する方策について、金融機

関と対話を行い、「事業性融資推進プロジェクト・チーム」を中心に部局横

断的な課題として対応しました。 

指標④ 

金融機能強化法に基づき「新型コロナウイルス感染症等に関す

る特例」、「資金交付制度」の活用等の申請を受けた場合の「経

営強化計画」、「実施計画」の適切な審査、及び同法等に基づき

資本参加の決定・「実施計画」の認定をした金融機関に対する適

切なフォローアップの実施 

【達成】 

 6 年度目標 

金融機能強化法に基づき「新型コロナウイルス感染症等に関する特例」、「資

金交付制度」の活用等の申請を受けた場合に、「経営強化計画」・「実施計画」

を適切に審査し、同法等に基づき資本参加の決定・「実施計画」を認定した金

融機関について、適切なフォローアップを実施し、計画の履行状況を半期ご
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とに公表 

 6 年度実績 

・金融機能強化法に基づき資本参加を行った金融機関における経営強化計画

等の履行状況について、適切にフォローアップを実施し、半期毎にその内

容を公表しました（令和 6 年 9 月、令和 7 年 3 月）。 

・金融機能強化法に基づき資本参加を行った金融機関のうち、計画の実施期

間が終了した 4金融機関が策定した新たな経営強化計画等を公表しました

（令和 6 年 9 月）。 

・金融機能強化法に基づく新型コロナウイルス感染症等に関する特例の活用

に向けて提出された協同組織金融機能強化方針等を適切に審査し、1 件の

資本参加を決定・公表しました（令和 7 年 2 月）。 

・金融機能強化法に基づく資金交付制度の活用に向けて提出された実施計画

を 2 件（4 金融機関）認定・公表しました（令和 6 年 9 月）。 

指標⑤ 貸出態度判断Ｄ．Ｉ 【達成】 

 

基準

値 
実績 目標値 

6 年

3 月 
7 年 3 月    7 年 3 月 

 15 14    
前年同期（6 年 3

月）の水準を維持 

参考指標 

指標① 
金融サービス利用者相談室における貸し渋り・貸し剥がしに関する情報＜内容・

件数＞ 

 6 年度実績 

・令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までの金融庁の金融サービス利用者相談室

における貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の受付件数は、29 件となって

います（令和 5 年度:15 件） 

。情報提供者等が金融機関側への申出内容等の提示に同意している情報を

基に、事実確認等のヒアリングを実施しております。また、中小企業の実

態を踏まえた円滑かつ積極的な金融仲介機能が発揮できる態勢の構築状

況のほか、貸出先に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等の検証を

行っています。 

指標② 法人向け規模別貸出残高（日本銀行「預金・現金・貸出金」） 

 6 年度実績 

・令和 7 年 6 月の国内銀行の法人向け融資残高は対令和 6 年 3 月比 5.2％の

増加となっており、うち中小企業向けが対令和 6 年 3 月比 3.6％の増加と

なっています。 

指標③ 
企業アンケート調査等による取引先金融機関に対する企業の評価に関する情報<

内容> 

 6 年度実績 

・金融機関による、金融仲介機能の発揮に係る取組に対する顧客企業の評価

を把握するため、地域金融機関等をメインバンクとする中堅・中小規模企

業約 3 万社に対してアンケート調査を実施し、回答のあった 10,474 社に

ついて、その分析結果を公表しました（令和 7 年 6 月）。調査結果を見る
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と、「メインバンクとなる金融機関が、経営課題等を聞いた上で、納得感の

ある分析結果等をフィードバックしてくれる」と考える企業が 5 割超とな

り、前回調査と比較し約 10％pt 増加しました。また、今後、事業性を評価

した担保・保証によらない融資を受けたいと考える企業の割合は 5 割を超

え、その約 4 割は、メインバンクとの事業性等に関する対話の継続により

金利等が増加してもよいと考えており、事業の実態や将来性に着目し企業

と深度ある対話を行うことが、金融機関の安定的な収益基盤の確保にも寄

与することが窺われる結果となりました。 

（対象期間：令和 6 年 4 月～令和 7 年 6 月） 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合

いの測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 人口減少に伴う需要減少や物価高騰、人手不足等への対

応など、事業者が抱える課題は多様化していることを踏ま

え、金融機関に対し、事業者への資金繰り支援にとどまら

ない、経営改善・事業再生支援等について、累次にわたる

要請を行い、事業者の実情に応じた支援の徹底を促しまし

た（測定指標①）。 

経営者保証改革プログラムの進捗状況として、民間金融

機関の令和 6 年度における「新規融資件数に占める経営者

保証に依存しない融資件数の割合」及び「新規融資件数に

占める経営者保証に依存しない融資件数と有保証融資のう

ち適切な説明を行い記録した融資の件数との合計の割合」

を公表し、「新規融資件数に占める経営者保証に依存しない

融資の割合」は令和 5 年度の 47.6％から 52.9％へ着実に伸

びて、半数を超える結果となりました。また、「新規融資件

数に占める経営者保証に依存しない融資件数と有保証融資

のうち適切な説明を行い記録した融資の件数との合計の割

合」についても令和 5 年度の 95.0%から 99.4%へ上昇しまし

た。また、令和 6 年 7 月に発足した「事業性融資推進プロ

ジェクト・チーム」を中心に、事業性融資の推進等に関す

る法律の令和 8 年春頃の施行に向けて、同法に関する政府

令等の整備や企業価値担保権の制度趣旨等に関する周知・

広報等の環境整備を進めました（測定指標②）。 

地域金融機関に対して、厳しい経営環境の中でも、地域

から求められる金融仲介機能を継続的に発揮するととも

に、収益基盤の強化を通じて持続可能なビジネスモデルを

構築することを促しました。また、事業性融資や顧客の経

営課題解決の支援等により金融仲介機能を発揮しつつ、同

時にビジネスモデルの持続可能性を確保する方策につい

て、金融機関と対話を行い、「事業性融資推進プロジェクト・

チーム」を中心に部局横断的な課題として対応しました（測
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定指標③）。 

金融機能強化法に基づき資本参加を行った金融機関にお

ける経営強化計画等の履行状況について、適切にフォロー

アップを実施し、半期毎にその内容を公表しました（令和

6 年 9 月、令和 7 年 3 月）。また、計画の実施期間が終了し

た 4 金融機関が策定した新たな経営強化計画等を公表しま

した（令和 6 年 9 月）。さらに、金融機能強化法に基づく新

型コロナウイルス感染症等に関する特例に係る協同組織金

融機能強化方針等を適切に審査し、1 件の資本参加を決定・

公表、金融機能強化法に基づく資金交付制度に係る実施計

画を 2 件認定・公表しました（測定指標④）。 

全ての測定指標で目標を達成することができましたが、

引き続き金融機関との間で深度ある対話を行い、金融機関

による金融仲介機能の更なる発揮に向けた取組を促してい

く必要があることから、測定結果を「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 人口減少や高齢化の進展、情報技術の革新等により、金

融業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中

においても、地域金融機関は、持続可能なビジネスモデル

を構築し、地域において、適切なアドバイスやファイナン

スの提供といった、金融仲介機能を十分に発揮し、地域企

業の生産性の向上を図り、地域経済の発展に貢献していく

ことが求められています。地域金融機関が、地域において、

こうした金融仲介機能を発揮していくために、規制緩和等

により、環境整備を図っていくとともに、適切なモニタリ

ング・対話を通じて、自主的な取組を促していくことが必

要であると考えています。 

【 効率性】 業界団体との意見交換を行いつつ関係省庁や民間団体と

連携して金融庁・財務局のリソースを有効に活用し、効率

的な施策展開を図っているものと考えています。 

【 有効性】 金融仲介機能の十分な発揮に向けた環境整備・金融モニ

タリング等の実施により、円滑かつ柔軟な信用供与を図っ

た結果、中小企業向け貸出残高は増加傾向にあります。 

また、金融機関と事業者の間の共通理解の醸成等につい

ては、相応の成果が上がっているもの（参考指標③）と考

えています。 

加えて、地域金融機関による経営基盤強化に向けた取組

には一定の進展があったと考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等へ

の反映の方向

性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

事業者の経営課題が多様化する中、金融機関に対し、事

業者への資金繰り支援にとどまらない、付加価値の高い支

援・サービスの提供を促すべく、引き続き必要な措置を実

施していく必要があります。 

また、不動産等の有形資産担保や経営者保証等に安易に

依存せず、事業者の実態や将来性に着目した融資を推進す



34 
 

 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

【測定指標】 

るため、必要な制度整備を含め、引き続き取組を進めてい

く必要があります。 

さらに、引き続き金融機関との間で深度ある対話を行い、

持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組を促す必要

があります。 

上記課題を踏まえ、金融機関による金融仲介機能の十分

な発揮に向けて、引き続き制度・環境整備や金融モニタリ

ングなどの必要な取組を進めていきます。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

①  金融機関による実情に応じた適切な事業者支援を促進 

 

・令和 5 事務年度に実施した重点的なヒアリングや同ヒアリングを受けて令

和 6 年 4 月より適用された改正監督指針等も踏まえつつ、金融機関におけ

る事業者支援の取組状況をフォローアップしました。 

・これまで各財務局が経済産業局と連携して構築してきた都道府県ごとに事

業者支援の課題と対応策を関係者間で共有する取組について、事業者の実

情に応じた経営改善支援や事業再生支援等をより円滑に進められるよう、

引き続き経済産業局や地域の関係者との連携・協働を深化させ、その取組

を発展させました。 

・令和 6 年 8 月に監督指針を改正（同年 10 月より適用）し、金融機関が、

顧客企業に対するコンサルティング機能の強化の一環として、Ｍ＆Ａ支援

に積極的に取り組むことや、そのための体制整備を図ることを促しまし

た。 

・金融サービス利用者相談室で受け付けた相談のうち、相談者の同意を得ら

れたものについては、引き続き金融機関に対して、速やかに事実関係を確

認し、適切な対応を求めました。 

・金融機関に対して、貸付条件の変更等の状況の報告を求め、その状況を公

表しました。 

・令和 6 年 4 月以降、地方における事業再生の担い手の育成・拡充策の一つ

として、金融機関と事業再生の専門家間のマッチングイベントを 7 地域で

開催するとともに、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」や「廃

業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」等に

ついて周知を行いました。 

・令和 6 年 11 月、官民金融機関に対して、事業者の経営課題が多様化して

いることを踏まえつつ、資金繰り支援に留まらない、事業者の実情に応じ

た経営改善・事業再生支援、再チャレンジ支援等に早め早めに取り組むこ

と、また、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の更なる活用を

図ること等について要請を発出しました。 

・令和 6 年 6 月に創設した「事業再生情報ネットワーク」について、窓口に

寄せられた再生可能性の高い中小企業の情報を金融庁等から関係省庁を

通じて公租公課の徴収現場等に共有することで、事業者の公租公課の確実
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な納付と事業再生の両立を促進しています。令和 7 年 6 月末までに 51 件

の申請を受け付けました。 

・令和 7 年 3 月、多様化する経営課題への対応に向けた支援を先延ばしする

ことなく、事業者に寄り添いながら一歩先を見据えて取り組むことの必要

性が高まっていることを踏まえ、「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケ

ージ」を公表し、同パッケージを踏まえた事業者支援の徹底等について、

官民金融機関等に対し要請しました。 

・「企業アンケート調査」について、地域金融機関の金融仲介の取組等に対す

る顧客評価を確認するため、必要に応じて、アンケート項目の検討・見直

しを行った上で、調査を実施しました。 

・令和 6 年 6 月に公表した「地域銀行の顧客の課題解決支援の現状と課題」

における分析結果等を踏まえ、海外金融機関における経営改善・事業再生

実務等の調査を実施しました。また、金融機関の本業支援の取組のうち、

注力する金融機関の多いＭ＆Ａ・事業承継の分野について、金融機関のＭ

＆Ａ・事業承継の取組を促すため、地域銀行の積極的な取組事例等を把握

し、参考として情報提供を行う予定です。 

・地域金融機関の現場職員が事業者の経営改善支援に着手する際に着目すべ

きポイントを業種ごとに整理した「業種別支援の着眼点」については、有

識者や実務家の意見等も踏まえ、更なる業種拡充や勉強会等を通じた普及

促進に取り組みました。 

・「地域企業経営人材マッチング促進事業」について、地域経済活性化支援機

構（ＲＥＶＩＣ）が整備した大企業人材と地域企業を地域金融機関の仲介

でつなぐプラットフォーム「ＲＥＶＩＣａｒｅｅｒ（レビキャリ）」に登録

される大企業人材の拡充をさらに進めるために、これらの人材が在籍する

大企業への普及啓発や、地方の中堅・中小企業で働く意欲を持つ大企業人

材が集まるネットワークとの連携を進めました。また、経営人材の不足等

の課題を抱える地域の中堅・中小企業がレビキャリの有用性を感じてもら

えるように、中堅・中小企業政策を担う行政機関や各種経済団体等のネッ

トワークとも連携し、レビキャリの認知度の向上を図り、地域への新たな

人の流れの創出と地域経済の活性化の後押しに取り組みました。 

・地域の課題解決に向け、引き続き、他の取組事例や国の施策等の情報提供

などを通じて、地域の課題解決支援に取り組みました。 

・「金融機関向け事業再生支援の手引き」の周知・広報等を実施しました。 

・銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲拡充について、銀行法施

行規則の一部を改正する内閣府令を公布・施行しました。 

・金融機関による投資促進については、金融機関による投資専門子会社等を

活用したファンドの組成、スタートアップへの投資等について、足元の取

組状況を確認しました。 

② 事業者の持続的な成長を促す融資慣行の確立 

 

・金融機関が保証契約締結時に事業者・保証人に対して保証契約の必要性等

を個別具体的に説明した件数を把握し、とりまとめの上、公表しました。 

・有保証融資のうち、監督指針に基づく説明・記録の未了件数が多い金融機

関に対してヒアリングを行い、積極的な取組を要請しました。 
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・金融機関の「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の

公表状況を確認し、とりまとめの上、公表しました。 

・「経営者保証ホットライン」に寄せられた事業者からの声等を踏まえ、金融

機関に対するヒアリングを実施しました。 

・令和 6 年 8 月の監督指針改正にあわせて発出した要請文、令和 6 年 11 月

の事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会の開催に際し

て発出した要請文、令和 7 年 3 月の「再生・再チャレンジ支援円滑化パッ

ケージ」を踏まえて発出した要請文にて、以下を金融機関に要請しました。 

①金融機関が顧客企業の主たる株主等が変更になることを把握した場合、ど

うすれば経営者保証の解除の可能性が高まるか等を顧客企業に対し説明

すること 

②令和 5 年 3 月以前に締結した根保証契約の説明・記録の対応を徹底するこ

と 

③「経営者保証改革プログラム」や監督指針に基づく説明・記録が適切に実

施されているかどうかを本部部署等において監査やモニタリングにより

確認すること 

④「経営者保証改革プログラム」に掲げる、「新規融資件数に占める経営者保

証に依存しない融資の件数と有保証融資のうち適切な説明を行い記録し

た融資の件数との合計の割合」を 100％とする目標の達成に向けて、引き

続き、着実に取組を進めることや令和 5 年 3 月以前に締結したものも含む

既往の経営者保証契約について、対応可能な範囲で、監督指針に沿った説

明や記録を行うこと 

⑤信用保証付融資に関する適切な説明の対応を徹底すること 

・ヒアリング等を通じて、本部部署等の監査やモニタリング等に関する金融

機関の取組状況を収集し、令和 6 年 12 月に「経営者保証徴求時における

金融機関の説明プロセスやモニタリング等に係る事例集」を公表しまし

た。 

・ヒアリングを通じて、金融機関から、経営者保証に依存しない融資を促進

するための組織的な取組内容を収集し、令和 6 年 6 月に「『経営者保証改

革プログラム』を受けた経営者保証に依存しない融資を促進するための取

組事例集」を公表しました。 

・「「事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について（事業性

融資の推進等に関する法律等ガイドライン）」等（案）の公表について」の

パブリックコメントを実施し、その結果を公表しました（令和 7 年 5 月）。 

・「「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方に

ついて（案）」の公表について」のパブリックコメントを実施し、その結果

を公表しました（令和 7 年 7 月）。 

・「「事業性融資の推進等に関する法律施行令（案）」及び「企業価値担保権に

関する信託業務に関する内閣府令（案）」等の公表について」のパブリック

コメントを実施し、その結果を公表するとともに、政府令等を公布しまし

た（令和 7 年 7 月）。 

・ 

・企業価値担保権を活用した融資における実務上の課題等について、関係す
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る業界団体を交えて議論を実施しました。 

・企業価値担保権の制度趣旨等に関する周知・広報等を実施しました。 

・ベンチャーデットの拡大に向け、海外調査を踏まえ、金融機関による新た

な審査目線の構築や専門人材の育成・確保に係る検討を進めました。 

・融資を通じたスタートアップへの資金供給について、銀行等へのモニタリ

ングの中で、ヒアリング等を通じ、スタートアップ向けの支援の状況につ

いても、機動的に確認、フォローしました。 

③ ビジネスモデルの持続可能性の確保に向けた取組の促進 

 

・事業性融資や顧客の経営課題解決の支援等により金融仲介機能を発揮しつ

つ、同時にビジネスモデルの持続可能性を確保する方策について、金融機

関と対話を行いました。 

・地域銀行におけるガバナンス・人的資本に係る取組について、これまでの

対話で得られた知見・ノウハウを活用しながら、通常の監督業務の中で引

き続き確認しました。 

・地域銀行グループが行うリスク性金融商品の組成・販売・管理等に関し、

顧客本位の業務運営に関する論点に加え、リテールビジネスの経営戦略へ

の位置付けや持続可能なビジネスモデルの構築に向けて、引き続き、持株

会社や地域銀行等との対話を実施しました。 

・協同組織金融機関が会員・組合員間の相互扶助の理念の下、顧客のニーズ

に応じた支援を通じて地域課題の解決に貢献することで、自らも経営基盤

を強化し、持続可能な経営の確立を図ることができているか、それぞれの

規模や特性、地域の人口動向等といった経営環境を踏まえつつ、財務局と

ともに対話を進めました。 

・新規業務の許認可等に関して、相談の初期段階から金融庁及び財務局・財

務事務所が一体となったヒアリングを実施するなど、効率的な監督業務に

努め、地域金融機関による自主的な取組を後押ししました。 

・協同組織金融機関における中央機関については、対話を通じて、リスク管

理の高度化や人材育成等の観点も含む、経営や業務のサポートといった役

割の発揮にくわえ、協同組織金融機関間や他の支援機関等との結節点とし

て、様々な事業者支援施策の推進など、協同組織金融機関による地域課題

の解決・経営基盤の強化に資する取組への支援を進めることを促しまし

た。 

・協同組織金融機関に対して、財務局とともに、地域や事業者、協同組織金

融機関自らの課題とその解決に向けた取組の参考となるよう、モニタリン

グ等を通じて得られた具体的な事例の展開を図りました。 

・金融機能強化法（「新型コロナウイルス感染症等に関する特例」含む）に基

づき、資本参加の申請を受けたため、「協同組織金融機能強化方針」につい

て、金融仲介の取組方針・各種施策の実効性及び収益化の実現性の観点等

から検証・評価しました。また、同法に基づき、「資金交付制度」の活用申

請を受けたため、「実施計画」について、同計画の実施による基盤的金融サ

ービスの提供の維持に関する実現性の観点等から検証・評価しました。 

・金融機能強化法に基づき国が資本参加及び資金交付を行う金融機関につい

ては、金融仲介機能の十分な発揮を促進する観点から、将来を見据えた経
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営改革や経営基盤の強化、持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組

を促すなど、当局として適切なフォローアップを行うとともに、計画の履

行状況を半期ごとに公表しました。 

・早期健全化法に基づく資本増強行については、経営健全化計画の着実な履

行を確保する観点から、当局として適切なフォローアップを行うととも

に、計画の履行状況を半期ごとに公表しました。 

                

施策の 

予算額・執

行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状況 

（百万円） 

当初予算 60 54 50 49 

補正予算 1,062 813 516 - 

繰 越 等 908 250   

合 計 2,030 1,118   

執行額（百万円） 520 786   

                 

学識経験を有

する者 

の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9日～6 月 23日） 

                  

政策評価を行

う過程 

において使用

した 

資料その他の

情報 

【測定指標①】 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

・金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等について（令和 6 年 8 月 30日） 

・「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた事業

者支援の徹底等について（令和 6 年 11 月 28日） 

・「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ」を踏まえた事業者支援の徹底

等について（令和 7 年 3 月 18 日） 

【測定指標②】 

・「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績（令和 6 年 6 月 27日、令

和 6 年 12月 26 日、令和 7 年 6 月 26 日公表） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

【測定指標③】 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

【測定指標④】 

・経営強化計画等の履行状況報告書（令和 6 年 9 月 20 日、令和 7 年 3 月 28

日公表） 

・経営健全化計画の履行状況報告書（令和 6 年 7 月 10 日、令和 6 年 12 月 20

日公表） 

・経営強化計画等（令和 6 年 9 月 20 日、令和 7 年 2 月 21日公表） 

・実施計画（令和 6 年 9 月 20 日公表） 

・東和銀行から 150 億円の公的資金返済（令和 6 年 5 月 14 日） 

・ＳＢＩ新生銀行から 1,000 億円の公的資金返済（令和 7 年 3 月 28日） 

・全国信用協同組合連合会に対する優先出資の引受け等の決定（令和 7 年 2

月 21 日公表） 

【測定指標⑤】 
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・「全国企業短期経済観測調査」（第 204 回：令和 7 年 4 月１日公表） 

                  

担当部局名 

監督局 

 監督調査室、地域金融支援室、人材マッチング推進室、銀行第一課、銀行第

二課、協同組織金融室、地域金融企画室、地域銀行モニタリング室 

企画市場局 

 信用制度参事官室 

     

政策評価実施

時期 
令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（施策Ⅱ－1） 

施策名 
利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現するため

の制度・環境整備と金融モニタリングの実施 

 施策の概要 

国民の安定的な資産形成を促進するよう、金融機関による顧客本位の

業務運営の確立と定着に向けた取組や、家計における長期・積立・分散

投資の推進に向けた取組などを行うとともに、利用者が真に必要な金融

サービスを受けられるよう取組を行う。 

達成すべき目標 
国民の安定的な資産形成を促進すること、及び、利用者が真に必要な

金融サービスを受けられること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

国民の安定的な資産形成を促進し、また、利用者が真に必要な金融サ

ービスを受けられるようにするためには、家計及び金融機関に対する取

組を推進する必要がある。 

【根拠】 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65

号） 

・金融経済教育研究会報告書（平成 25 年 4月 30 日公表） 

・消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成 25 年 6 月 28 日閣議決

定） 

・金融・資本市場活性化に向けての提言（平成 25 年 12月 13 日公表） 

・金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言） 

（平成 26 年 6 月 12 日公表） 

・消費者基本計画（平成 27 年 3月 24 日閣議決定） 

・未来への投資を実現する経済対策（平成 28 年 8 月 2 日閣議決定） 

・高齢社会対策大綱（平成 30 年 2月 16 日閣議決定） 

・未来投資戦略 2018―「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革―

（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定） 

・「高齢社会における金融サービスのあり方」（中間的なとりまとめ）（平

成 30 年 7月 3 日） 

・認知症施策推進大綱（令和元年 6 月 18 日） 

・金融審議会市場ワーキング・グループ報告書－顧客本位の業務運営の

進展に向けて－（令和 2 年 8 月 5日） 

・資産所得倍増プラン（令和 4 年 11 月 28 日新しい資本主義実現会議） 

・金融審議会 市場制度ワーキング・グループ 「顧客本位タスクフォー

ス」中間報告（令和 4 年 12 月 9 日） 

・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和 5 年度改訂）（令

和 5 年 6 月 9 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定） 

・国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する
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基本的な方針（令和 6 年 3 月 15 日） 

・新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024年改訂版（令和

6 年 6 月 21日） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2024（令和 6 年 6 月 21日） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告書―プロダクトガ

バナンスの確立等に向けて―（令和 6 年 7 月 2 日） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 
                 

測定指標 

指標① ＮＩＳＡ口座の開設数 【未達成】 

 
基準値 実績（※12 月末時点） 目標値 

5 年度 6 年度    9 年度 

 
2,124 万口

座 
2,558万口座    3,400 万口座 

指標② [主要] 新しいＮＩＳＡの適切な活用促進 【達成】 

 6 年度目標 

①新しいＮＩＳＡの普及・活用促進に向けた官民連携による積極的な広報展

開、②「ＮＩＳＡの利便性向上等」に係る税制改正要望提出、③利用者保護

の観点から金融機関に対するモニタリング 

 6 年度実績 

・政府広報への出稿、大規模イベント・セミナーの開催、業界団体主催イベ

ントでの金融庁政務・幹部の登壇等、ＮＩＳＡの積極的な周知・広報を引

き続き実施しました。 

・金融機関変更時の即日買付を可能とすることといった、ＮＩＳＡに係る手

続の簡素化・合理化等の措置が講じられました。 

・顧客の安定的な資産形成支援というＮＩＳＡの趣旨等を踏まえ、改正後の

監督指針に基づき、金融機関による「成長投資枠」を使用した回転売買の

勧誘行為の防止等の観点から、モニタリングを実施しました。 

指標③ 
[主要] 官民一体となった効率的・効果的な金融経済教育を戦略的に

実施する体制の整備 
【達成】 

 6 年度目標 金融経済教育推進機構の設立 

 6 年度実績 

・第 212 回国会において成立した「金融サービスの提供及び利用環境の整備

等に関する法律」（平成 12 年法律第 101 号）に基づき、令和 6 年 4 月に

「金融経済教育推進機構」が設立され、令和 6 年 8 月に本格稼働させまし

た。 

指標④ [主要] 金融経済教育の充実 【未達成】 

 6 年度目標 
金融経済教育推進機構の本格稼働及び、広く国民が金融経済教育を受けるこ

とができる機会の提供 

 6 年度実績 

・令和 6 年 4 月に設立された金融経済教育推進機構における認定アドバイ

ザー制度の創設、講師派遣、個別相談等の円滑な開始、このために必要な

関係省庁、関係民間金融機関、企業団体との連携体制の構築（金融経済教

育に関する関係機関会合の開催等を含む）等をサポートしました。 
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・金融経済教育推進機構を含め関係省庁、関係団体と連携しつつ、企業の雇

用者向けセミナー等への講師派遣事業を全国において拡大する等、雇用者

に対する資産形成の強化を推進していくための環境整備を行いました。 

・令和 7 年 3 月のグローバル・マネー・ウィークの期間中に、官民連携の上

で、金融経済教育に関するイベントを開催しつつ、我が国の取組について

国際発信を行いました。 

指標⑤ 
[主要] 金融事業者による顧客本位の業務運営の確立と定着に向け

た取組状況 
【達成】 

 6 年度目標 金融事業者による取組の「見える化」の促進に向けた各種施策の実践 

 6 年度実績 

・金融事業者による顧客本位の業務運営の取組を「見える化」し、より良い

取組を行う金融事業者が顧客から選択されるメカニズムを実現するため、

「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、原則の項目ごとに自らの

取組方針等の記載内容との対応関係を明らかにしている金融事業者の一

覧である「金融事業者リスト」と、「投資信託及び外貨建保険の共通ＫＰＩ

に関する分析結果」を金融庁ウェブサイトで公表しました（令和 6 年 9 月、

令和 7 年 3 月） 

・主要行及び地域銀行を中心に、各金融機関が公表している取組方針等と取

組状況に乖離がないかどうかの実態把握を行うとともに、業務改善に資す

る対話を実施するなど、「見える化」の充実やリスク性金融商品の販売・

管理態勢等強化を促すことを通じて、金融事業者による顧客本位の業務運

営の確立と定着を図りました。 

・資産運用に関する顧客意識調査を実施し、結果を取りまとめて公表しまし

た（令和６年７月）。 

指標⑥ 利用者の利便を向上させるための取組状況 【達成】 

 6 年度目標 

①障がい者等の利便性向上に向けた取組の実施（各金融機関に対するアンケ

ート調査の公表等）、②後見制度支援預貯金等の導入状況調査の公表、③外

国人の銀行口座の利用に関して、利便性を損なっている点についてその妥当

性や対応策を調査・検討する 

 6 年度実績 

・障がい者等の利便性の向上に向けた取組として、各金融機関に対して、ア

ンケート調査を実施し、その結果を公表しました（令和 6 年 11 月）。ま

た、業界団体との意見交換会を通じて、各金融機関に対し、現場レベルへ

の取組の浸透・徹底を促しました。 

・成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度とするため、各金融機

関の後見制度支援預貯金及び後見制度支援信託の導入を引き続き促すと

ともに、後見制度支援預貯金等の導入状況に係る調査の結果を公表しまし

た。 

・金融機関の外国人顧客対応にかかる留意事項・取組事例等を活用しなが

ら、外国人の金融サービス利用の利便性向上に向けた金融機関の取組を促

しました。加えて、金融機関へのモニタリングを通じて、在留期間の把握、

帰国時の口座売買等の防止など、特殊詐欺やマネー・ローンダリング等へ

の対策に資する適切な顧客管理を促しました。 
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参考指標 

指標① 
「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択した上で、取組方針や取組状況等を策

定・公表し、「金融事業者リスト」に掲載された金融事業者数 

 6 年度実績 
・令和 7 年 3 月に公表した「金融事業者リスト（報告期限：令和 7 年 1 月 10

日）」に掲載されている金融事業者数は、1,256 者 

指標② つみたてＮＩＳＡ、一般ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡの口座数 

 6 年度実績 

・令和 6 年 12 月における、 

つみたてＮＩＳＡの口座数は、952 万 5,792口座 

一般ＮＩＳＡの口座数は、1,082万 2,409 口座 

ジュニアＮＩＳＡの口座数は、103 万 8,515口座 

                 

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 ＮＩＳＡの利便性向上等のための措置が講じられたほか、

新しいＮＩＳＡの制度の趣旨や内容の周知に努め、個々のラ

イフプラン・ライフステージに基づいた適切な制度の活用を

促しました（測定指標②）。 

第 212 回国会において成立した「金融サービスの提供及び

利用環境の整備等に関する法律」（平成 12 年法律第 101 号）

に基づき、令和 6 年 4 月に「金融経済教育推進機構」が設立

され、同年 8 月に本格稼働させました。（測定指標③） 

「金融事業者リスト」と、「投資信託及び外貨建保険の共通

ＫＰＩに関する分析結果」を金融庁ウェブサイトで公表しま

した。また、「見える化」の取組の充実やリスク性金融商品の

販売・管理態勢等強化を促すことを通じて、金融事業者によ

る顧客本位の業務運営の確立と定着を図りました（測定指標

⑤）。 

さらに、障がい者や高齢者、外国人等の利便性の向上に向

けて、上記実績に記載のとおり、それぞれ着実に取組を進め

ました（測定指標⑥）。 

上記の結果のとおり、測定指標①及び④を除くすべての測

定指標において目標を達成することができましたが、国民の

安定的な資産形成の促進に向けて、引き続き取り組むべき課

題があることから評価結果を「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 国民の安定的な資産形成を促進することや、利用者が真に

必要な金融サービスを受けられるようにするためには、金融

サービスが適切になされるための環境整備が必要であると考

えています。 
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【 効率性】 業界団体との意見交換会やアンケート調査結果等を活用し

た実態把握や新たな施策の検討等を行うことにより、効率的

な取組を進めることが出来たと考えています。 

【 有効性】 個人の金融面での厚生を高めることを目的として、安定的

な資産形成への国民の関心を広く喚起し、資産形成に寄与す

るための環境や、顧客が真に必要な金融サービスを受けられ

るための環境を整備することは、目標の達成に有効な施策で

あると考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

 

 

 

 

【測定指標】 

資産所得倍増プランに基づき、ＮＩＳＡの積極的な周知・

広報活動、金融事業者における「顧客本位の業務運営」の確

立・定着につながる施策について引き続き議論等を行ってい

きます。 

国民の安定的な資産形成を促進するため、引き続き、顧客

本位の業務運営の確立・定着や長期・積立・分散投資の推進

等に取り組んでいく必要があります。また、利用者が顧客本

位の良質な金融商品・サービスの提供を受けられるよう、引

き続き、障がい者や高齢者の利便性の向上に向けた取組が、

現場レベルにまで浸透・徹底していくよう各金融機関に対し

て対応の向上を強く促していく必要があります。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて指

標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

①  新しいＮＩＳＡの適切な活用促進 

 

・政府広報への出稿、大規模イベント・セミナーの開催、業界団体主催イベ

ントへの金融庁政務・幹部の登壇等、積極的な周知・広報を引き続き実施

しました。 

・ＮＩＳＡ推進・連絡協議会等を通じて、市場変動時も含め販売金融機関に

顧客へのフォローアップ等を促し、その状況をモニタリングしました。 

・改正後の監督指針に基づき、金融機関による「成長投資枠」を使用した回

転売買の勧誘行為の防止等の観点から、モニタリングを実施しました。 

・金融機関変更時の即日買付を可能とすることといった、ＮＩＳＡに係る手

続の簡素化・合理化等の措置が講じられました。 

② 金融経済教育の充実 

 

・令和 6 年 8 月以降、金融経済教育推進機構において、講師派遣事業、イベ

ント・セミナー事業、「Ｊ-ＦＬＥＣはじめてのマネープラン」無料体験事

業、「Ｊ-ＦＬＥＣはじめてのマネープラン」割引クーポン配布事業等を開

始しました。同機構に対する監督を適切に実施しました。 

・関係省庁や関係団体と連携しつつ、金融経済教育推進機構の講師派遣を全

国の企業に周知する等、雇用者に対する資産形成支援のための環境整備を

進めました。 
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・令和 7 年 3 月のグローバル・マネー・ウィークの期間中に、官民連携の上

で、金融経済教育に関するイベントを開催しつつ、我が国の取組について

国際発信を行いました。 

③ 顧客本位の業務運営 

 

・「金融事業者リスト」及び「投資信託及び外貨建保険の共通ＫＰＩに関す

る分析結果」を公表しました（令和 6 年 9 月、令和 7 年 3 月）。「金融事

業者リスト」については、「顧客本位の業務運営に関する原則」における

プロダクトガバナンスに関する補充原則の追加（令和 6 年 9 月）を踏ま

えて、同リストの見直しを行いました。 

・各金融機関が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく

取組方針に関して、営業現場への浸透状況や実践状況等の観点から、金

融機関と対話を行いました。 

・外貨建保険の販売等については、直近の苦情発生状況等を注視しつつ、生

命保険会社等を対象に、長期の契約継続を前提としたアフターフォロー

など、顧客本位の取組の進捗状況について確認しました。 

・外貨建一時払保険や仕組債の販売勧誘・顧客管理等に係る業界規則等への

金融機関の対応状況を確認するとともに、外貨建債券や外国株式を含む

幅広いリスク性金融商品について、経営陣の関与も含め、プロダクトガ

バナンス態勢、販売・管理態勢、報酬・業績評価体系について検証しまし

た。 

・投資経験が少ないＮＩＳＡ利用者に対するニーズやリスク許容度の確認、

商品特性や注意点等に関する説明、販売後のフォローアップの状況等を

確認しました。 

・持続可能なリテールビジネスを構築するためには、顧客本位の業務運営と

整合的な経営戦略等を策定することが重要であるとの観点から、管理会

計も踏まえつつ、各金融機関における同ビジネスの経営戦略、位置付け、

考え方等にも着目しながら対話を行いました。 

・法令違反・不適切行為の防止や顧客本位の業務運営の推進といった健全な

企業文化の醸成等に向けた取組事例や課題等の実態把握を行い、対話結

果を取りまとめたレポートを公表しました（令和 7 年 6 月）。 

・最善利益勘案義務に係る関係政府令・監督指針等の整備を行いました（令

和 6 年 10 月公布、令和 6 年 11 月施行）。 

・利益相反が生じうる事項の情報提供のルール化については、金融事業者の

業務の実態を踏まえつつ、必要な内閣府令改正を行いました（令和 7 年

3 月公布、令和 7 年 12月施行）。 

・資産運用に関する顧客意識調査を実施し、結果を取りまとめて公表しまし

た（令和６年７月）。 

・各種雑誌への寄稿や業界団体等での講演等を通じて、顧客本位の業務運営

の見える化の施策の趣旨や、金融機関による顧客本位の業務運営の確保
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に向けた情報を広く発信しました。 

⑤  顧客に寄り添った利用者サービス 

 

・金融機関に対するアンケート調査を実施し取組状況を把握した上で、障が

い者が安全で利便性の高い金融サービスを利用できるよう、障がい者に配

慮した施設等の整備、研修等を通じた現場職員による対応の徹底、電話リ

レーサービスを用いた連絡への対応、窓口やウェブサイトでの障がい者向

けのサービスの提供内容の表示・周知を促しました。 

・障がい者団体、金融機関関係団体との意見交換会の開催を通じ、障がい者

の利便性向上に向けた取組に関する議論を深めました。 

・成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度とするため、各金融機

関の後見制度支援預貯金及び後見制度支援信託の導入を促しました。 

・認知判断能力が低下した顧客の取引を親族等が代理する場合における対

応等について、顧客利便の向上を図りつつ、対応に伴う顧客及び関係者と

の間でのトラブルを未然に防止する観点から、後見制度支援預貯金等の導

入状況調査の結果も踏まえて、金融機関及び業界団体との対話を行い、更

なる取組を支援しました。 

・外国人向けパンフレット（15 言語に翻訳）及びその受入れ先向けパンフレ

ットの改訂を行い、金融機関及び受入れ先企業等に対して、これらも活用

しながら外国人の口座開設等の金融サービスの利便性向上及びマネロン

や口座売買等の犯罪への関与の防止等に係る周知活動を実施しました。 

・銀行口座開設手続の迅速化・円滑化を図る観点から、金融・資産運用特区

において実証的に、海外からのビジネス進出を志向する外国人を支援する

ため、地方公共団体・金融機関による支援ネットワーク（地方公共団体と

銀行の連携強化、地方公共団体による伴走型支援等）の構築に取り組みま

した。 

・「規制改革実施計画」（令和 6 年 6 月 21 日閣議決定）等を踏まえ、いわゆ

るスタートアップビザを取得した外国人起業家による銀行口座開設に関

する金融機関への要請等に関して、関係省庁による実態把握等も活用しつ

つ、フォローを実施しました。 

・金融機関における在留期間管理等の適切な外国人顧客管理について、在留

期間の更新や変更を行っている場合の特例期間等への配慮にも留意しな

がら、警察庁における検討に協力しました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 29 29 161 159 

補正予算 525 1,104 105 － 

繰 越 等 ▲510 414   

合 計 44 1,546   

執行額（百万円） 20 1,422   
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学識経験を有する者 

の知見の活用 
政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9日～6 月 23日） 

                  

政策評価を行う過程 

において使用した 

資料その他の情報 

・資産所得倍増プラン（令和 4 年 11 月 28 日決定） 

・金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「顧客本位タスクフォー

ス」中間報告（令和 4 年 12 月 9 日公表） 

・資産運用立国実現プラン（令和 5 年 12 月 13 日公表） 

・「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」（平成 12

年法律第 101 号） 

・「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関す

る基本的な方針」（令和 6 年 3 月 15 日閣議決定） 

・「顧客本位の業務運営に関する原則」（令和 6 年 9 月 26 日公表） 

・令和 5 年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関する

パブリックコメントの結果等について（令和 6 年 10 月 30 日公表） 

・「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正（案）に対するパブ

リックコメントの結果等について（令和 7 年 3 月 11 日公表） 

                  

担当部局名 

総合政策局 

総合政策課、リスク分析総括課コンダクト監理官室 

企画市場局 

市場課 

監督局 

監督調査室、総務課、銀行第一課、保険課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（施策Ⅱ－2） 

施策名 
利用者の保護を確保するための制度・環境整備と金融モニタリングの

実施 

 施策の概要 

金融サービスの利用者の保護が図られるために、金融実態に則した利

用者保護ルール等を整備し、利用者が金融商品・サービスを安定して利

用できるような利用者の信頼度の高い金融システムの構築を図る。 

また、制定した利用者保護ルールの運用状況を注視し、そのフォロー

アップを適切に行うとともに、金融関連犯罪の防止等に取り組む。 

達成すべき目標 金融サービスの利用者の保護が図られること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

金融商品・サービスの多様化・高度化が進む中、金融サービスの利用

者が各種リスクを十分に理解し、金融商品・サービスを安心して受けら

れるよう、利用者保護のための相談等の枠組みの充実等、周辺環境の整

備を図る必要がある。 

また、その業務の公共性を十分に認識した上で、金融機関の法令等遵

守態勢が確立されることが重要であることから、法令等遵守に対する適

切な行政対応を行うとともに、必要に応じて金融実態に対応した利用者

保護ルール等を整備する必要がある。 

【根拠】 

・各業法の目的規定、各監督指針等 

・多重債務問題改善プログラム（平成 19 年 4 月 20 日多重債務者対策本

部決定） 

・預貯金者保護法、振り込め詐欺救済法、消費者基本計画（平成 27 年 3

月 24 日） 

・顧客本位の業務運営に関する原則（平成 29 年 3 月 30 日） 

・ギャンブル等依存症対策推進基本計画（令和 4 年 3 月 25 日閣議決定） 

・2024 事務年度金融行政方針(令和 6 年 8 月 30 日) 

・国民を詐欺から守るための総合対策（令和 6 年 6 月 18日犯罪対策閣僚

会議決定） 
                 

測定指標 

指標① [主要]利用者保護のための制度整備の進捗状況 【達成】 

 6 年度目標 所要の政令・内閣府令等の整備等 

 6 年度実績 

・銀行法における免許又は資金決済に関する法律における資金移動業の

登録を受けずに業として為替取引を営んでいる者（無登録業者）への対

応として、「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）14.資金移動

業者関係」の一部改正を行いました（令和 6 年 5 月）。 

指標② [主要]保険会社等における更なる態勢整備 【達成】 
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 6 年度目標 

保険市場の信頼の回復と健全な発展に向けて、監督指針等の改正を進め、

さらに金融審議会において制度改正の必要性を含め、具体的な対応の検討

に取り組むとともに、顧客ニーズに即したサービス提供、顧客の信頼・安

心感の確保等の観点からより優れた業務運営に向けモニタリングを行う 

 6 年度実績 

・金融審議会の下に「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」

を設置し、保険業の信頼の確保とその健全な発展を図るために必要な方

策について検討を行い、報告書を取りまとめました（令和 6 年 12 月）。 

・当該報告書の提言を踏まえ、大規模乗合の損害保険代理店及び保険会社

等に対する体制整備を強化するとともに、保険契約の締結等に関する禁

止行為の対処範囲を拡大する措置を講ずる「保険業法の一部を改正する

法律」が成立しました（令和 7 年 6 月公布）。 

・保険会社の経営を取り巻く中長期的な環境やリスクの変化に直面する

中、健全かつ持続可能なビジネスモデルを構築するために取り組むべき

課題等について、各社と対話を行いました。 

・「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」の報告

書や「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」の報告書等

を踏まえ、業界ガイドラインの策定・改定等を進めました。また、保険

料不正請求事案や保険料調整行為事案等の対応として、監督指針の改正

について 5 月にパブリックコメントを開始しました。 

・保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案について、業務改善命令に

基づき各社が提出した業務改善計画に基づき抜本的な改善対応が適切

に実施されるよう、フォローアップを実施しました。 

・保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動を防止する観点

から、国税庁と意見交換会等を通して連携を図りました。 

・保険代理店ヒアリングの実施や個別の監督事例の共有等を通じて、財務

局との連携を一層強化しつつ、保険代理店に対する監督を行いました。 

・代理店業務品質評価検討ワーキング・グループへのオブザーバー参加等

を通じて、生命保険協会の代理店業務品質評価に関する運営の動向を注

視しつつ、同ワーキング・グループでの議論を踏まえ、各生命保険会社

に対して代理店管理の高度化に向けた取組を促しました。 

・営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢に関し、発見さ

れた課題について、生命保険協会における継続的なフォローアップや各

社の取組状況を通じて、確認を行いました。 

指標③ [主要]日本郵政グループにおける更なる態勢整備 【達成】 

 6 年度目標 
顧客ニーズに即したサービス提供、顧客の信頼・安心感の確保等の観点か

らより優れた業務運営に向けモニタリングを行う 

 6 年度実績 
・新規業務・新商品のサービス提供を踏まえ、顧客本位の業務運営に向け

た施策の取組状況について対話を行いました。 

指標④ [主要]金融商品取引業者等における更なる態勢整備 【達成】 

 6 年度目標 

必要に応じて監督指針等の改正を行い、監督上の着眼点を明確化するとと

もに自主規制機関等と連携しつつ、顧客の信頼・安心感の確保等の観点か

らより優れた業務運営に向けモニタリングを行う 
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 6 年度実績 

・「金融行政方針」を踏まえ、顧客ニーズに即したサービス提供、顧客の

信頼・安心感の確保等の観点から、より優れた業務運営に向けモニタリ

ングを行いました。 

指標⑤ 
[主要]前払式支払手段発行者及び資金移動業者における更なる態

勢整備 
【達成】 

 6 年度目標 

必要に応じて事務ガイドラインの改正を行うとともに、利用者保護の観点

から、前払式支払手段発行者及び資金移動業者における更なる態勢整備が

図られるよう指導・監督を行う 

 6 年度実績 

・前払式支払手段発行者及び資金移動業者については、法令・事務ガイド

ラインに基づく態勢整備の状況についてモニタリングを行いました。ま

た、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者の業務実施計画の届出の

審査に取り組みました。 

指標⑥ [主要]無登録業者等に対する適切な対応 【達成】 

 6 年度目標 
無登録業者による詐欺的な投資勧誘等についての注意喚起や、個別の無登

録業者等への適切な対応を行う 

 6 年度実績 

・金融庁において、無登録で金融商品取引業を行う者による悪質な投資勧

誘等について、警告書の発出・公表を 57 件実施しました。 

・証券取引等監視委員会において、無登録でファンドを販売・勧誘する行

為等が認められた 1 件の事案について、裁判所への禁止命令等の申立て

を行いました。 

・金融庁による公表内容や詐欺的な投資勧誘等に関する注意喚起につい

て、関係機関とも連携してＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）において情報発信を

行うことにより投資者への注意喚起を行いました。 

・金融商品取引業の登録を受けていない者が無料で投資情報の提供を行

う旨等の広告等を行った場合でも、一定の場合には、無登録で金融商品

取引業を行う者として違法となり得ることについて、ガイドラインや監

督指針で明確化しました。 

指標⑦ 相談室相談員の研修受講状況 【達成】 

 
基準値 実績 目標値 

5 年度 6 年度    6 年度 

 5 回 5 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 回 

指標⑧ 金融トラブル連絡調整協議会の開催状況 【達成】 

 
基準値 実績 目標値 

5 年度 6 年度    6 年度 

 2 回 3 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 回 
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・金融トラブル連絡調整協議会においては、各指定紛争解決機関の業務実施状況及び、 

「指定紛争解決機関における苦情処理手続の対応について」等をテーマとして、更なる

改善点等について議論を行いました。 

指標⑨ 多重債務相談窓口の周知・広報に係る活動状況 【達成】 

 6 年度目標 多様な手段により効果的に周知・広報活動を行う 

 6 年度実績 

・相談窓口の周知・広報として、消費者向け及び事業者向けの相談窓口を

記載したリーフレット等の作成・配布、ＳＮＳ等による広告、自治体広

報誌への掲載等を実施しました。その結果、財務局及び地方自治体にお

ける令和 6 年の多重債務相談件数の合計は 35,801 件（アンケート調査

による集計）となりました。 

指標⑩ 財務局における管内自治体の相談員等向け研修の実施 【達成】 

 6 年度目標 各財務局において実施 

 6 年度実績 

・多重債務相談に有用な知識の習得のため、財務局において、ギャンブル

等依存症の専門家等を講師とする研修を実施し、管内地方自治体の多重

債務相談員等の相談体制強化をバックアップしました。 

指標⑪ 
ギャンブル等依存症対策の観点からの多重債務相談窓口と精神保

健福祉センター等の専門機関との連携強化に向けた取組の状況 
【達成】 

 6 年度目標 連携強化に向けた取組を行う 

 6 年度実績 

・多重債務相談窓口が精神保健福祉センター等の専門機関と連携する際

の留意点等を整理した対応マニュアルを、多重債務者相談強化キャンペ

ーン実施時に多重債務相談員に対し周知し、その活用を促しました。 

指標⑫ 
インターネットバンキング等金融犯罪被害の防止のためのセキュ

リティ対策の実施状況 
【達成】 

 6 年度目標 
インターネットバンキング等金融犯罪被害の防止のため、金融機関におけ

るセキュリティ対策の向上に向けた取組を促すよう指導・監督を行う 

 6 年度実績 

・偽造キャッシュカードやインターネットバンキングによる不正送金被

害等に対する注意喚起の観点から、引き続き、被害発生状況及び金融機

関による補償状況を金融庁ウェブサイトにおいて公表しました（令和 7

年 3 月）。 

・金融犯罪被害を減らすため、金融機関に対して各種セキュリティ対策等

の向上を促す観点から、偽造キャッシュカードやインターネットバンキ

ング等に係るセキュリティ対策の導入状況についてアンケート調査を

実施し、その結果について金融庁ウェブサイトにおいて公表しました

（令和 6 年 12 月）。 

・フィッシング詐欺による預金の不正引出しが急増していることを踏ま

え、業界団体との意見交換会において、預金取扱金融機関に対し被害防

止対策の検討・実施を要請するとともに、警察庁と連携し、不正送金の

主な手口や注意点に関する注意喚起を行いました（令和 6 年 12 月）。 

指標⑬ 不正利用口座等への対応状況 【達成】 
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 6 年度目標 金融機関において利用停止等の措置を実施 

 6 年度実績 

・ 金融庁及び全国の財務局等から金融機関に対して情報提供を行い、金

融機関において、令和 6 年度に 222 件の利用停止、48 件の強制解約等

の措置が行われたことを確認しました（令和 5 年度：利用停止 316 件、

強制解約 128 件）。 

指標⑭ 暗号資産交換業者における態勢整備 【達成】 

 6 年度目標 

暗号資産交換業者のビジネスモデルを適切に把握し、利用者保護の観点か

ら、ガバナンス・内部管理態勢等について、モニタリングを継続的に実施

するとともに、検査・監督やサイバー演習等を通じて、サイバーセキュリ

ティ水準の向上を促す 

 6 年度実績 

・暗号資産交換業者については、暗号資産交換業者のビジネスモデルを適

切に把握し、利用者保護の観点から、ガバナンス・内部管理態勢等につ

いて、モニタリングを継続的に実施しました。また、検査・監督やサイ

バー演習等を通じて、サイバーセキュリティ水準の向上を促しました。 

指標⑮ 金融犯罪対策の推進 【達成】 

 6 年度目標 
金融庁内の金融犯罪対策に関する情報連携を強化し、同対策を強く推進す

る 

 6 年度実績 

・「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和 6 年 6 月）に基づき、国民

を金融犯罪から守るための各種取組みを推進しました。 

・金融庁内に金融犯罪対策に関する連絡会を設置し、同連絡会の定期的な

開催を通じて、情報連携を行いました。 

・金融機関向けに金融犯罪対策に係る取組をまとめた資料を金融庁ウェ

ブサイトにおいて公表しました。（令和 7 年 6 月） 

参考指標 

指標① 各指定紛争解決機関における苦情処理・紛争解決手続の実施状況＜受付件数等＞ 

 6 年度実績 

・苦情処理手続受付件数 7,731 件、紛争解決手続受付件数 1,305 件（令和

5 年度：苦情処理手続受付件数 7,846 件、紛争解決手続受付件数 1,281

件） 

指標② 無届募集等の件数 

 6 年度実績 ・９件（令和 5 年度：10 件） 

指標③ 金融サービス利用者相談室における相談等の受付件数 

 6 年度実績 
・令和 6年度に金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数

は、48,257件です（令和 5 年度の受付件数は、51,409 件）。 

指標④ 財務局及び地方自治体における多重債務相談件数 

 6 年度実績 
・財務局及び地方自治体の令和 6年の相談件数の合計は 35,801件です（ア

ンケート調査による集計）。 

指標⑤ 金融機関への口座不正利用にかかる情報提供件数 
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 6 年度実績 
・金融庁及び全国の財務局等から金融機関に対して、令和 6 年度に 287 件

件の情報提供を行いました（令和 5 年度：490件）。 

指標⑥ インターネットバンキングによる不正送金被害発生等の状況＜件数・金額＞ 

 6 年度実績 

・各類型による被害発生状況は以下のとおりです（令和 7 年 3 月末時点）。 

①偽造キャッシュカード：14 件、27 百万円 

（令和 5 年度：13 件、53 百万円） 

②盗難キャッシュカード：6,936件、5,448百万円 

（令和 5 年度：8,504件、6,853百万円） 

③盗難通帳：19 件、14百万円 

（令和 5 年度：13 件、11 百万円） 

④インターネットバンキング：10,337 件、16,131 百万円 

（令和 5 年度：6,635件、11,529百万円） 

⑤連携サービス：296 件、80 百万円 

（令和 5 年度：426 件、112 百万円） 

指標⑦ 
振り込め詐欺救済法に基づく被害者への被害回復分配金の支払状況＜金額＞ 

※預金保険機構公表資料 

 6 年度実績 
・約 280 億円（被害者への返金額（令和 6 年度末までの累計））（令和 5 年

度末：約 230 億円） 

指標⑧ 
特殊詐欺被害発生状況・被害額＜件数・金額＞ 

※警察庁公表資料 

 6 年度実績 
・令和 6 年の特殊詐欺の被害は、20,987 件、約 721.5 億円（令和 5 年：

19,033 件、約 441.2 億円）。 

指標⑨ 無登録業者等に係る裁判所への申立て件数 

 6 年度実績 ・1 件（令和 5 年度：1 件） 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 金融サービスの利用者の保護の観点から、顧客ニーズに

即したサービス提供、顧客の信頼・安心感の確保等の観点

から、より優れた業務運営に向けたモニタリング（測定指

標④）や新規業務・新商品のサービス提供の開始等を踏ま

え、顧客本位の業務運営に向けた施策の取組状況について

対話を行う（測定指標③）など、利用者が安心して金融サ

ービスを受けられるための環境整備等を進めました。 

そのほか、損害保険会社等にて発生した不適切事案につ

いて、保険業法に基づく業務改善命令等の発出の実施（測

定指標②）、無登録で金融商品取引業を行う者による悪質

な投資勧誘等について、警告書の発出・公表の実施（測定

指標⑥）を行うなど、多くの測定指標で目標を達成しまし
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た。 

上記以外の測定指標についても、目標を達成したもの

の、今後も金融犯罪被害の防止に向けた金融機関の適切な

態勢整備を引き続き促していく必要があること、また、無

登録業者による詐欺的な投資勧誘等についての注意喚起

や、個別の無登録業者等への適切な対応を引き続き行って

いく必要があることから、評価結果を「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 金融商品・サービスの多様化・高度化が進む中、金融実

態に則した利用者保護ルール等を整備することや制定し

た利用者保護ルールの運用状況について適切にフォロー

アップしていくことが必要であると考えています。 

【 効率性】 利用者が安心して金融サービスを受けられる環境の整

備に向けて、金融審議会での議論、業界団体との意見交換

や金融サービス利用者相談室で受け付けた相談等を踏ま

えつつ検討を行うことにより、効率的かつ有効な取組を進

めることができています。 

【 有効性】 利用者が安心して金融サービスを受けられる環境の整

備に向けて、金融審議会での議論、業界団体との意見交換

や金融サービス利用者相談室で受け付けた相談等を踏ま

えつつ検討を行うことにより、効率的かつ有効な取組を進

めることができています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

金融取引が高度化・複雑化し、市場の変動も激しい中、

引き続き利用者が安心して金融サービスを受けられるよ

う、利用者保護のために必要な制度整備を進めるととも

に、金融犯罪被害の防止に向けた金融機関の適切な態勢整

備を促していく必要があります。 

加えて、無登録業者による詐欺的な投資勧誘等について

の注意喚起や、個別の無登録業者等への適切な対応を引き

続き行っていく必要があります。 

また、保険業法に基づく業務改善命令に基づき各社が提

出した業務改善計画について、着実かつ実効的に改善が進

むよう、フォローアップを行う必要があります。また、昨

今の不適切事案の実態把握を進めていく中で認められた

課題について、有識者会議や金融審議会報告書等を踏ま

え、検討を行う必要があります。 

また、金融機関による法令等遵守態勢の確立も重要であ

り、引き続き、各種紛争解決機関や相談窓口との連携及び

当局での相談体制の強化を図るとともに、金融機関が法令

を遵守しているか適時・適切に各業者に確認するなど、問

題事案の早期発見のため適切な監督に努める必要があり

ます。 

利用者が安心して金融サービスを受けられるための制

度・環境整備に向けて、利用者保護のために必要な制度整



55 
 

 

 

【測定指標】 

備や金融機関の適切な態勢整備を促すための指導・監督な

どについて、引き続き取組を進めていきます。 

 全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて 

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 金融サービスを安心して享受できるための金融機関における態勢整備等 

 

・利用者保護等の観点に留意しつつ、所要の政令・内閣府令等の整備を行

いました。その他、必要に応じ、制度の見直しの検討を行いました。 

・保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案について、業務改善命令に

基づき各社が提出した業務改善計画に基づき抜本的な改善対応が適切

に実施されるよう、フォローアップを実施しました。引き続き、業務改

善計画の進捗状況について、フォローアップを継続します。 

・「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」の報告

書等を踏まえ、保険会社に対し、顧客本位の業務運営を徹底し、保険業

における健全な競争環境の構築を実現するために、以下の点について、

必要な調査・分析を行った上で、業界ガイドラインの策定・改正等を進

めました。引き続き、「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関す

る有識者会議」、「金融審議会 損害保険業等に関する制度等ワーキン

グ・グループ」報告書等を踏まえ、監督指針及び業界ガイドラインの改

正等を進めます。 

① 第三者による代理店の業務品質の評価の枠組みの検討 

 ② 保険会社による代理店に対する指導等の実効性の確保 

 ③ 代理店手数料ポイント制度の適切性確保 

 ④ 保険会社による自社商品の優先的な取り扱いを誘引する便宜供与の

解消 

 ⑤ 乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保 

 ⑥ 共同保険のビジネス慣行の適正化 

 ⑦ 企業内代理店の実務能力の向上や自立の支援等 

・金融審議会の下に「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」

を設置し、保険業の信頼の確保とその健全な発展を図るために必要な方

策について検討を行い、その結果を取りまとめた報告書を令和6年12月

に公表しました。報告書では、以下の施策が提言されました。 

＜顧客本位の業務運営の徹底＞ 

 大規模乗合代理店に対する体制整備の強化等 

 保険会社による指導等の実効性の確保等 

 乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保 

 損害保険分野における自主規制のあり方の整理 

＜健全な競争環境の実現＞ 
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 保険仲立人の活用促進 

 保険会社による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止 

 企業内代理店に関する規制の再構築 

 火災保険の赤字構造の改善等 

・上記報告書を踏まえ、損害保険料率算出団体が参考純率を算出すること

ができる保険種目の拡大に関する内閣府令改正等について、パブリック

コメントを開始しました（令和7年6月）。 

・保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発防止を図るため、顧客

本位の業務運営を徹底し健全な競争環境を実現する観点から、大規模乗

合の損害保険代理店及び保険会社等に対する体制整備を強化するとと

もに、保険契約の締結等に関する禁止行為の対象範囲を拡大する措置を

講ずる「保険業法の一部を改正する法律」が成立しました（令和7年6月

公布）。 

・保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動を防止する観点

から、国税庁と意見交換会等を通して連携を図りました。 

・保険代理店ヒアリングの実施や個別の監督事例の共有等を通じて、財務

局との連携を一層強化しつつ、保険代理店に対する監督を行いました。 

・代理店業務品質評価検討ワーキング・グループへのオブザーバー参加等

を通じて、生命保険協会の代理店業務品質評価に関する運営の動向を注

視しつつ、同ワーキング・グループでの議論を踏まえ、各生命保険会社

に対して代理店管理の高度化に向けた取組を促しました。 

・営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢に関し、発見さ

れた課題について、生命保険協会における継続的なフォローアップや各

社の取組状況を通じて、確認を行いました。 

・ゆうちょ銀行について、顧客本位の業務運営の定着やシステムリスク管

理の高度化に向けた取組みのほか、不祥事件の再発防止に向けた取組み

について対話を実施しました。 

・かんぽ生命について、経営陣が適切に関与した形での顧客本位の業務運

営に向けた施策の定着やコンプライアンス・顧客保護を重視する健全な

組織風土の醸成に向けたガバナンス強化を含む態勢の実効性について

確認しました。 

・金融商品取引業者等については、金融商品の組成・販売勧誘態勢等につ

いて、法令や自主規制規則等に則っているかモニタリングを行うととも

に、顧客本位の業務運営の取組を深化させるための不断の取組が行われ

るよう促しました。くわえて、不公正取引等の検知・防止のための態勢

や情報管理態勢の整備も含め、実効性のあるコンプライアンス態勢や、

内部管理態勢が構築されているかモニタリングを行いました。 

・貸金業者については、財務局及び都道府県と連携しつつ、貸金業法等関
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連法令に基づき適切に登録制度を運用するとともに、業務規制等を踏ま

えたモニタリング（若年者貸付けに係るモニタリングを含む。）を適切

に実施しました。 

・資金移動業者については、登録審査及び業務実施計画の認可審査におけ

る手続きの迅速化に取り組むとともに、法令・事務ガイドラインに基づ

く態勢整備の状況についてモニタリングを行いました。また、前払式支

払手段発行者については、電子移転可能型前払式支払手段の発行者に求

める不正利用防止措置等や高額電子移転可能型前払式支払手段の発行

者に求める取引時確認・マネロンリスク管理態勢等を踏まえ、法令・事

務ガイドラインに基づく態勢整備の状況についてモニタリングを行い

ました。一部の決済サービスは、国民生活のインフラへと成長しつつあ

ることから、ビジネスモデルや国民の期待に応じたリスク管理態勢の整

備を求めました。 

・暗号資産交換業者については、ビジネスモデルを適切に把握し、利用者

保護の観点から、ガバナンス・内部管理態勢等について、継続的にモニ

タリングを実施するとともに、サイバーセキュリティ水準の向上を促し

ました。また、無登録事業者に関する利用者相談が引き続き寄せられて

いることを踏まえ、無登録事業者に対し厳正に対応しました。加えて、

令和 6 年 5 月に発生した暗号資産交換業者による利用者財産の不正流

出事案を踏まえ、利用者保護の観点から、自主規制機関との連携も含め、

各事業者の暗号資産の管理に係るセキュリティの高度化を促しました。 
② 利用者保護のための制度・環境整備 

 

・無登録で金融商品取引業を行う者に対する照会書及び警告書の発出や

裁判所への禁止又は停止命令の申立てを行うとともに、無登録で金融商

品取引業を行っている疑いがある者に対する問い合わせ等も通じて、積

極的に実態把握を行いました（2024年度の警告書発出件数は57件、申立

て実施件数は１件）。無届で有価証券の募集等を行う者についても、上

記に準じた対応を行いました。 

・無登録で金融商品取引業を行う者の情報や詐欺的な投資勧誘を含む無

登録業者で金融商品取引業を行う者との取引の危険性について、ＳＮＳ

等も活用しつつ、投資者等に広く周知及び注意喚起を行いました。 

・投資詐欺等に関する金融庁の相談体制を強化・整備したほか、関連省庁

と連携した政府広報やＪ-ＦＬＥＣなどを通じた啓発を実施しました。 

・無登録で金融商品取引業を行う者等によるＳＮＳ型投資詐欺等が多数

発生している状況を踏まえ、関係機関との連携を強化して対応しつつ、

ＳＮＳ上の、金融商品取引法に違反する可能性がある偽広告等に関し、

情報収集等を行うための体制として情報受付窓口を開設（令和6年10月）

した上で、ＳＮＳ事業者等と連携し、投資者等への注意喚起等を実施し

ました。また、関係協会等においても、横断的に、自らになりすました
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偽広告等に関する情報収集や注意喚起を行うとともに、当該偽広告等を

発見した場合などにはＳＮＳ事業者等に対し積極的な削除要請を行う

よう要請を行いました（令和6年9月）。 

・金融サービス利用者の利便性向上のため、金融サービス利用者相談室に

おいて、利用者の目線に立った行政という観点から、利用者からの質問・

相談・意見等の一元的な受付及び適切な対応を行った。また、令和4年9

月に導入した電話受付時間外での質問等への対応ができるサービス（Ａ

Ｉチャットボット）の利便性の向上を図りました。さらに、研修を充実

させることなどで、相談員の相談対応水準の向上を図り、相談態勢の充

実を推進しました。 

・「金融トラブル連絡調整協議会」（指定紛争解決機関（以下「指定機関」

という。）、学識経験者・消費者団体及び弁護士等によって構成）等の枠

組みも利用しつつ、関係諸機関及び金融機関の監督部局とも連携の上、

トラブルを抱えた利用者が指定機関等にアクセスしやすい環境を整備

するため「金融機関とのトラブルに関する相談・苦情窓口（金融ＡＤＲ

機関）一覧」を金融庁ウェブサイトにおいて公表するなど、利用者利便

に一層資する取組を促しました。  

・指定機関向け監督指針に沿った監督を通じて、利用者の信頼性向上や各

指定機関の特性を踏まえた運用の整合性の確保を図りました。また、金

融ＡＤＲ連絡協議会（すべての指定機関によって構成）を活用し、指定

機関間の連携強化に取り組みました。 

・多重債務相談の主要な担い手である地方自治体の主体的な取組を促す

とともに、相談者が各自治体などの多重債務相談窓口を訪れる契機とす

るため、これら相談窓口の認知度向上を図るための周知・広報を実施し

ました。 

・財務局の多重債務相談窓口における直接相談の受付、各局における管内

自治体の相談員等向けの研修の実施等、各局管内の都道府県、市区町村

における相談体制の強化をバックアップしました。 

・ギャンブル等依存症対策の観点から、多重債務相談窓口と精神保健福祉

センター等の専門機関との連携強化に向けた取組を進めました。 

・ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、オンラインカジノへの

送金を抑止するため、業界団体等に対し利用者への注意喚起等の取組を

要請しました。また、オンラインカジノへの送金を仲介し、無免許・無

登録で為替取引を業として営む者の把握及び防止に努めました。 

・貸金業の利用者についての実態把握を行いました。 

・若年者が返済能力を超えた過大な債務を負うことがないよう、コロナ禍

からの社会経済活動の正常化の進展に伴う資金需要者の借入行動の変

化等について注視しつつ、業界団体の自主ガイドライン等の遵守状況や
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若年者への貸付状況について重点的にモニタリングを行うとともに、Ｓ

ＮＳ等を通じ、特に若年者を中心とした全世代を対象に過剰借入・ヤミ

金融に関する広報・啓発活動を積極的に行いました。 

・ＳＮＳ等を利用した個人間融資などのヤミ金融の手口について、政府広

報の活用や関係機関との連携を通じ、広く一般への注意喚起等を行うと

ともに、ヤミ金融業者に対し警察当局との連携により厳正に対処しまし

た。 

・前払式支払手段等の電子マネーを利用した特殊詐欺被害の増加がみら

れるところ、被害防止に向けて、自主規制団体である一般社団法人日本

資金決済業協会と協力をしながら広報・啓発活動を強化しました。 

・前払式支払手段等の電子マネーについて前払式支払手段発行者と連携

し、詐取された電子マネーの利用を速やかに発見するためのモニタリン

グを強化し、発見した場合に当該電子マネーの利用を停止するための措

置を講ずる等の対策について発行者に検討を促しました。 

・警察庁と連名で、預金取扱金融機関の業界団体等向けに、法人口座を含

む預貯金口座の不正利用等防止に向けたモニタリング等対策や警察と

の連携の強化等を要請しました。その後、各金融機関に対し、要請への

対応状況に関するアンケートを発出し、当該アンケート結果の還元を通

じて、金融機関における対策の強化・底上げを促しました。また、金融

機関に対し、こうした不正送金・利用被害の実態を踏まえた対策に加え、

顧客へのセキュリティ対策に係る情報提供や広報・啓発といった取組を

促すとともに、モニタリングの強化を図りました。 

・金融機関に対し、振り込め詐欺等の特殊詐欺等による被害の未然防止策

の更なる実施や実効性の検証に努めるよう促しました。また、被害の迅

速な回復のため、「振り込め詐欺救済法」に沿った被害者救済対応を的

確に行っているか確認しました。 

・金融商品取引業の登録を受けていない者が無料で投資情報の提供を行

う旨等の広告等を行った場合でも、一定の場合には、無登録で金融商品

取引業を行う者として違法となり得ることについて、ガイドラインや監

督指針で明確化しました（令和 6 年 11 月）。 

・実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト（フィッシ

ングサイト）等で窃取した顧客情報（ログイン ID やパスワード等）に

よるインターネット取引サービスでの証券口座への不正アクセス・不正

取引（第三者による取引）の被害が発生していることを受け、金融庁ウ

ェブサイトにおいて、不正アクセス・不正取引の発生件数及び金額を公

表し、投資家への注意喚起を行ったほか、業界団体と連携し、ログイン

時の認証強化などインターネット取引におけるセキュリティ水準の向

上を求めるなど、被害拡大防止及び再発防止に向けた取組を行いまし

た。 

・金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、窃取等の不正事案防止
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のための管理態勢の強化及びマネー・ローンダリング等防止の実効性確

保等の観点から、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域

金融機関向けの総合的な監督指針」について、所要の改正を行いました

（令和 7 年 5 月）。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 23 22 28 51 

補正予算 - - - - 

繰 越 等 - -   

合 計 23 22   

執行額（百万円） 19 21   

                 

学識経験を有す

る者の知見の活

用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9日～6 月 23日） 

                  

政策評価を行う

過程において使

用した資料その

他の情報 

【測定指標①】 

・「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正（案）の公

表に対するパブリックコメントの結果等について（令和 6 年 5 月 17日

公表） 

【測定指標②】 

・「2023 事務年度金融行政方針」（令和 5 年 8 月 29 日公表） 

・「2023 年 保険モニタリングレポート」（令和 5 年 6 月 30 日公表） 

（https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20230630-2/20230630.html） 

・「2024 事務年度金融行政方針」（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

・「2024 年 保険モニタリングレポート」（令和 6 年 7 月 3 日公表） 

（https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20240703/20240703.html） 

・「「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告

書の公表について」（令和 6 年 6 月 25 日公表） 

（https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20240625.html） 

・金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報

告書の公表について 

（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20241225.html） 

・「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について 

（https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250512/20250512.html） 

【測定指標④】 

・「2024 事務年度金融行政方針」（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

【測定指標⑥】 

・無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について 

（https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html） 

・裁判所への申立ての実施状況 

（https://www.fsa.go.jp/sesc/actions/moushitate.html） 

【測定指標⑧】 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20230630-2/20230630.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20240703/20240703.html
https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20240625.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20241225.html
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
https://www.fsa.go.jp/sesc/actions/moushitate.html
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・第 66 回金融トラブル連絡調整協議会資料（令和 6 年 6 月 27 日公表） 

・第 67 回金融トラブル連絡調整協議会資料（令和 7 年 2 月 12 日公表） 

・第 68 回金融トラブル連絡調整協議会資料（令和 7 年 6 月 23 日公表） 

【測定指標⑪】 

・「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」（令和 7 年 3 月 21 日閣議決

定） 

・「ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題

に係る相談への対応に際してのマニュアルについて」（令和 2年 3月 31

日公表） 

【測定指標⑫】 

・「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」（令和 7

年 3 月 28日公表） 

(https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250328-2.html) 
・「偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況（6 年 3 月末）につい

て」（令和 6 年 12 月 25日公表） 

(https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241225.html) 

【測定指標⑬】 

・「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」（令和 7 年 5 月

30 日公表） 

(https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250530.html) 
                  

担当部局名 

監督局 

監督調査室、郵便貯金・保険監督参事官室、銀行第一課、銀行第二課、

協同組織金融室、保険課、証券課 

企画市場局 

調査室、信用制度参事官室、保険企画室、企業開示課、市場課 

総合政策局 

総合政策課、リスク分析総括課、フィンテック参事官室、貸金業室、

ADR 室、金融サービス利用者相談室、金融犯罪対策室 

証券取引等監視委員会事務局 

証券検査課、開示検査課 

     

政策評価実施時

期 
令和 7 年 8 月 

 
 
  

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250328-2.html
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令和 6 年度 実績評価書 

金融庁令 6（施策Ⅲ－1） 

施策名 
世界に開かれた市場としての機能発揮・強化、公正性・透明性の確保

のための制度・環境整備 

 施策の概要 

市場機能の強化、信頼性の高い魅力ある市場インフラの構築、市場の

公正性・透明性の確保のための制度・環境整備として、資金調達にかか

る利便性の向上等の環境を整備するための取組を行う。 

達成すべき目標 
市場の公正性・透明性、信頼性の高い魅力ある市場インフラの構築

を確保しつつ、多様な資金調達手段等が提供されること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

我が国経済の持続的な成長に向けて、金融・資本市場のメカニズムを

活用し、家計の資産が成長投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に

還元されることで更なる投資や消費に繋がる好循環の実現を目指す。 

そのために、「資産運用立国実現プラン」等に基づき、資産運用業や

アセットオーナーシップの改革など、インベストメント・チェーンを構

成する各主体に向けた取組をパッケージとして実施する。 

また、スタートアップへの成長資金への供給のための非上場株式のプ

ライマリー市場、セカンダリー市場双方の取引活性化に向けた環境整備

等に取り組む。 

【根拠】 

・金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告（平成 28 年 12 月 22

日） 

・「市場構造専門グループ報告書－令和時代における企業と投資家のた

めの新たな市場に向けて－」（令和元年 12 月 27 日） 

・「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コー

ド≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～」（令和

2 年 3 月 24日再改訂） 

・「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（令和 2

年 12 月 8 日閣議決定） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第一次報告（令和 2 年

12 月 23 日） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」最良執行のあり方等に

関するタスクフォース報告書（令和 3 年 6 月 2 日） 

・「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上のために～」（令和 3 年 6 月 11 日再改訂） 

・「投資家と企業の対話ガイドライン」（令和 3 年 6 月 11 日改訂） 
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・コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラ

ム(令和 5 年 4 月 26 日) 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告（令和 3 年

6 月 18 日） 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2022 について」（令和 4 年 6 月 7 日

閣議決定） 

・「規制改革実施計画」（令和 4 年 6 月 7 日閣議決定） 

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和 4 年 6 月 7

日閣議決定） 

・「フォローアップ」（令和 4 年 6 月 7 日閣議決定） 

・金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（令和

4 年 6 月 13日、令和 4 年 12 月 27日） 

・清算・振替機関等向けの総合的な監督指針（令和 4 年 6 月 17 日改訂） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理（令和 4 年 6

月 22 日） 

・「スタートアップ育成 5 か年計画」（令和 4 年 11 月 28 日） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次中間整理（令和

4 年 12 月 21 日） 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2023 加速する新しい資本主義～未

来への投資の拡大と構造的賃上げの実現」（令和 5 年 6 月 16 日閣議決

定） 

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」（令

和 5 年 6 月 16 日閣議決定） 

・「成長戦略等のフォローアップ」（令和 5 年 6 月 16 日閣議決定） 

・「資産運用立国実現プラン」（令和 5 年 12月 13 日） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタス

クフォース」報告書（令和 5 年 12月 12 日） 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2024～賃上げと投資がけん引する成

長型経済の実現～」（令和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 改訂版」（令

和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告書―プロダクトガ

バナンスの確立等に向けて―（令和 6 年 7 月 2 日） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 

                 

測定指標 

指標① 
[主要] コーポレートガバナンス改革の実質化に向けた取組の状

況 
【達成】 
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 6 年度目標 

企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、「コーポレートガ

バナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム 2024」を踏まえた取

組を進めました。 

 6 年度実績 

・「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム

2024」（令和 6 年 6 月公表）を踏まえ、スチュワードシップ活動の実質

化、取締役会等の実効性向上、収益性と成長性を意識した経営の促進、

情報開示の充実及びグローバル投資家との対話促進等の取組を進めまし

た。 

・上記の取組の一環として、企業と投資家の建設的な対話を促進する観点

から、令和 6 年 5 月の通常国会において成立した金融商品取引法の改正

の施行（公布後 2 年以内）に伴う、公開買付・大量保有報告制度の政府

令改正の対応を進めました。 

・有価証券報告書における開示の適切性について検証を実施しました。 

・令和 5 年度の有価証券報告書レビューにおける政策保有株式に関する検

証により識別された課題に対応するため、令和 7 年 1 月に、最近 5 事業

年度以内に保有目的を政策保有から純投資に変更した銘柄の変更年度、

変更理由等の記載を追加する内閣府令の改正を行うとともに、「純投資目

的」の考え方を明確にするため、開示ガイドラインの改正を行いました。 

・有価証券報告書における政策保有株式等を含めたコーポレートガバナン

ス開示の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集 2024」を公

表しました（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3 月最終更新）。また、有価

証券報告書レビューの審査結果等を取りまとめて公表しました（令和 7

年 4 月）。あわせて、企業等に対する開示充実のためのセミナー等に参加

し取組の発信を行いました。 

指標② 
[主要]「拠点開設サポートオフィス」で受け付けた相談への対応

状況 
【達成】 

 6 年度目標 
「拠点開設サポートオフィス」で受け付けた相談について、内容・ニーズ

に応じて的確に対応 

 6 年度実績 

・「拠点開設サポートオフィス」について、事業者とのより密接なコミュニ

ケーションや関係機関との連携等を行い、令和 6 年度は 131 件の相談を

受け付け、10 件の登録が完了しました（令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月）。 

指標③ 
[主要] 資産運用業・アセットオーナーシップの改革に向けた施策

の取組状況 
【達成】 

 6 年度目標 

大手金融機関グループのプランのフォローアップ、資産運用会社等におけ

る適切なプロダクトガバナンスの確立、金融・資産運用特区の推進、新興

運用業者促進プログラム（日本版 EMP）の実施、資産運用業の参入要件の緩

和など 

 6 年度実績 

・大手金融機関グループにおいて、資産運用ビジネスの経営戦略上の位置

付けを明確にし、運用力向上やガバナンス改善・体制強化を図るための

プランを策定・公表しており、各社の取組をフォローアップするととも

に、各社に継続的な取組の深化を求めました。 

・金融審議会市場制度ワーキング・グループにおける議論等を踏まえた「顧

客本位の業務運営に関する原則」の改訂案を公表（令和 6 年 7 月 2 日）
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し、パブリックコメントの結果を踏まえ最終化を行いました（令和 6 年

9 月 26 日）。 

・「金融・資産運用特区実現パッケージ」に沿って、国や対象地域（北海道・

札幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市の 4 地域）の地方公

共団体と連携しながら規制改革等の取組を進めました。くわえて、「金融・

資産運用特区」において、地方公共団体と地域金融機関等の連携を通じ

たＧＸ推進の取組等、各地方公共団体の取組を支援しました。 

・新興運用業者促進プログラム（日本版ＥＭＰ）について、金融機関グル

ープ等における取組事例や、投資信託協会・日本投資顧問業協会が一覧

化したエントリーリスト等の関連情報を金融庁の特設ページにおいて公

表・更新しました。 

・投資運用業者からミドル・バックオフィス業務を受託する事業者の任意

の登録制度の創設、当該創設に伴う投資運用業の登録要件の緩和、運用

権限の全部委託を可能とする、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法

人に関する法律の一部を改正する法律」（令和 6 年 5 月成立・公布）の施

行に向けて、関係政府令等の改正を行いました（令和 7 年 5 月施行）。 

・アセットオーナー・プリンシプルについて、パブリックコメントを踏ま

え、内閣官房において策定されました（令和 6 年 8 月 28 日）。各アセッ

トオーナーはそれぞれの所管省庁に対して受入表明を行い、内閣官房に

おいて受入状況を整理・公表することとされており、金融庁においても

所管するアセットオーナーに対して受入れの呼びかけ・フォローアップ

を行いました。 

指標④ 海外プロモーション活動等の取組状況 【達成】 

 6 年度目標 国際金融センターの実現に向けた施策の情報発信を行う 

 6 年度実績 

・国際金融センターの特設ウェブサイトのコンテンツ拡充や海外主要メデ

ィアを活用した広報を実施しました。また、海外出張先における現地金

融事業者との面会やイベントでの登壇、「Japan Weeks 2024」の実施等、

積極的にプロモーション活動を実施しました。 

・国内外の資産運用会社を中心とした関係者の参画を得る形で、日本の家

計における貯蓄から投資への促進や資産運用業の改革に関する対話の場

として、「資産運用フォーラム」を、令和 6 年 10 月に立ち上げました。 

指標⑤ 市場機能強化に向けての施策の取組状況 【達成】 

 6 年度目標 
スタートアップへの成長資金の供給等と運用対象の多様化に向けた施策の

実施など 

 6 年度実績 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタス

クフォース報告書」（令和 5 年 12 月 12 日公表）の提言を踏まえ、「ベン

チャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」の策定（令和 6 年 10

月 17 日）、投資型クラウドファンディングにおける発行総額上限及び投

資家による投資上限の引上げ等に係る政府令等の改正（令和 7 年 2 月施

行）、株式報酬に係る開示規制に関して、有価証券届出書の提出に代えて

臨時報告書の提出をもって募集又は売出しを行うことができる特例制度
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について、譲渡制限付株式（ＲＳ）に係る譲渡制限期間の見直し及び事

後交付型株式報酬（ＲＳＵ等）に係る募集又は売出しについても当該特

例制度が適用されることを明確化する政府令等の改正（令和 7 年 2 月施

行）を行いました。 

・上記報告書の提言を踏まえ、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人

に関する法律の一部を改正する法律」が成立、公布され（令和 6 年 5 月）、

非上場有価証券の流通活性化に向け、私設取引システム（ＰＴＳ）運営

業務について、流動性の低い非上場有価証券のみを扱い、かつ、取引規

模が限定的である場合には、認可を要さず第一種金融商品取引業の登録

のみで運営可能とする政府令等の改正（令和 6 年 11 月施行）、プロ投資

家を対象として、非上場有価証券の仲介業務に特化し、原則として有価

証券や金銭の預託を受けない場合には、第一種金融商品取引業の登録要

件等を緩和する政府令等の改正（令和 7 年 5 月施行）を行いました。 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ報告書」（令和 6 年 7 月 2 日

公表）の提言を踏まえ、株式決済期間のＴ+1 化について、海外市場の動

向を注視しながら、市場関係者と連携し、実務的な検討を進めた他、株

式投資型クラウドファンディングにおける株主一元化スキームの活用に

向けて、「投資運用業等 登録手続ガイドブック」の改訂（令和 7 年 3 月

6 日）を行いました。 

指標⑥ 
清算・振替機関等における財務基盤・システムの安定性の確保に

向けた態勢整備、及び市場の利便性を向上するための取組の状況 
【達成】 

 6 年度目標 

清算・振替機関等に対して、財務基盤・システムの安定性が確保されてい

るか等の観点から監督を実施するとともに、市場の利便性を向上するため

の取組を促す 

 6 年度実績 

・危機管理グループ会合や監督カレッジ会合に参加し、外国清算機関の母

国当局との連携を強化しました。 

・「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替

に関する法律等の一部を改正する法律」の円滑な施行に向けて、関連す

る政府令等の改正を行いました（令和 6 年 11月施行）。 

・外貨建国内債（オリガミ債）の発行円滑化については、外国口座管理機

関の下位に国内口座管理機関を設置できるよう、内閣府令の改正を行い

ました（令和 6 年 11 月施行）。 

・取引情報報告制度の報告項目の拡充について、円滑に報告が開始される

よう、各金融機関の対応をサポートするとともに、当庁の取引情報報告・

蓄積システムの整備を実施しました。 

指標⑦ 
金融指標の頑健性・信頼性・透明性の維持・向上に向けた取組の

状況 
【達成】 

 6 年度目標 

特定金融指標であるＴＩＢＯＲ及びＴＯＲＦの頑健性・信頼性・透明性向

上に向けた全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関及びＱＵＩＣＫベンチマークスによ

る取組のフォローアップなど 

 6 年度実績 

・ＴＯＲＦについて、頑健性・信頼性・透明性向上に向けたＱＵＩＣＫベ

ンチマークスによる取組をフォローアップしました。ＴＩＢＯＲについ

ても、頑健性・信頼性・透明性向上に向けた全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関
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による取組をフォローアップしました。特に、令和 6 年 12 月末で恒久的

に公表停止となったユーロ円ＴＩＢＯＲについて、同指標の秩序ある公

表停止に向けて時間軸を意識した適切な移行対応が進められるよう、各

金融機関における同指標参照契約からの移行状況や顧客対応状況を踏ま

えつつ、必要に応じて適切な対応を促しました。特定金融指標であるＴ

ＩＢＯＲ及びＴＯＲＦの欧州域内利用に関しては、将来の安定的な利用

を確保するための方策について欧州委員会と協議を継続しました。 

参考指標 

指標① 
指名・報酬委員会（任意の委員会を含む）の設置状況（東京証券取引所プライム市

場） 

 6 年度実績 

・指名委員会 90.6％（令和 6 年 7 月時点）（令和 5 年度 87.5％（令和 5 年

7 月時点）） 

・報酬委員会 92.2％（令和 6 年 7 月時点）（令和 5 年度 89.4％（令和 5 年

7 月時点）） 

指標② 独立社外取締役を 3 分の 1 以上選任している企業数（東京証券取引所プライム市場） 

 6 年度実績 ・98.1％（令和 6 年 7 月時点）（令和 5 年度 95.0％（令和 5 年 7 月時点）） 

指標③ 
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示状況（東京 
証券取引所プライム市場） 

 6 年度実績 
・91％※（令和 7 年 3 月末時点） 

※具体的な取組等を検討中である旨を開示する企業を含む 

指標④ 
スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関数及び個別の議決権行使結果

の公表を行う機関数（年金基金等を除く） 

 6 年度実績 

・スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関数 340 機関（令和

7 年 3 月時点）（令和 5 年度 334 機関（令和 6 年 3 月時点）） 

・個別の議決権行使結果の公表を行う機関数（年金基金等を除く）136 機関

（令和 7 年 3 月時点）（令和 5 年度 132 機関（令和 6 年 3 月時点）） 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ａ（目標達成） 

【判断根拠】 コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・

プログラム 2024」（令和 6 年 6 月公表）を踏まえ、スチュワ

ードシップ活動の実質化、取締役会等の実効性向上、収益性

と成長性を意識した経営の促進、情報開示の充実及びグロー

バル投資家との対話促進等の取組を進めました。その一環と

して、企業と投資家の建設的な対話の促進の観点から、令和

6年 5月の通常国会において成立した金融商品取引法の改正

の施行（公布後 2 年以内）に伴う、公開買付・大量保有報告

制度の政府令改正の対応を進めました。また、改正「企業内

容等の開示に関する内閣府令」（令和 5 年 1 月施行）におい

て、有価証券報告書等にサステナビリティに関する考え方及
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び取組の記載欄が新設されたこと並びにコーポレートガバ

ナンスに関する開示の拡充が行われたこと等を踏まえ、開示

の充実を図る観点から、有価証券報告書におけるサステナビ

リティ及び政策保有株式等を含めたコーポレートガバナン

ス開示等の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例

集 2024」を公表しました（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3

月最終更新）。また、有価証券報告書レビューの審査結果等

を取りまとめて公表しました（令和 7 年 4 月）。あわせて、

企業等に対する開示充実のためのセミナー等に参加し取組

の発信を行いました。（測定指標①）。 

家計金融資産等の運用を担う資産運用業の高度化に向け、

大手金融機関グループにおいて運用力向上やガバナンス改

善・体制強化を図るためのプランを策定・公表しており、各

社の取組のフォローアップを行ったほか、金融審議会市場制

度ワーキング・グループにおける議論等を踏まえ「顧客本位

の業務運営に関する原則」を改訂しました（令和 6 年 9 月 26

日）。また、「金融・資産運用特区実現パッケージ」に沿って、

国や対象地域（北海道・札幌市、東京都、大阪府・大阪市、

福岡県・福岡市の 4 地域）の地方公共団体と連携しながら規

制改革等の取組を進め、「金融・資産運用特区」において、

地方公共団体と地域金融機関等の連携を通じたＧＸ推進の

取組等、各地方公共団体の取組を支援しました。加えて、新

興運用業者に対する資金供給の円滑化を図るため、新興運用

業者促進プログラム（日本版ＥＭＰ）として、金融機関グル

ープ等における取組事例の把握の継続・更新を行ったほか、

投資運用業者からミドル・バックオフィス業務を受託する事

業者の任意の登録制度の創設、当該創設に伴う投資運用業の

登録要件の緩和、運用権限の全部委託を可能とする、「金融

商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部

を改正する法律」（令和 6 年 5 月成立・公布）の施行に向け

て、関係政府令等の改正を行いました（令和 7 年 5 月施行）。

（測定指標③） 

国内外でのイベントの開催・登壇等を通じて、国際金融セ

ンター機能の確立に向けた施策の情報発信を行いました（測

定指標 ④）。 

市場機能強化に向けて、令和 6 年 5 月に成立した「金融商

品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を

改正する法律」の施行に向けて、流動性の低い非上場有価証

券のみを扱い、かつ、取引規模が限定的であるＰＴＳ運営業

務について、認可を要さず第一種金融商品取引業の登録のみ

で運営可能とする政府令等の改正を行い、また、プロ投資家

を対象として、非上場有価証券の仲介業務に特化し、原則と

して有価証券や金銭の預託を受けない場合には、第一種金融
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商品取引業の登録要件等を緩和する政府令等の改正を行い

ました。また、令和 6 年 7 月 2 日に公表された金融審議会

「市場制度ワーキング・グループ報告書」の提言を踏まえ、

株式投資型クラウドファンディングにおける株主一元化ス

キームの活用に向けた「投資運用業等 登録手続ガイドブッ

ク」の改訂等を行いました（測定指標⑤）。 

市場インフラの安定性を確保するため、「情報通信技術の

進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関

する法律等の一部を改正する法律」の施行に向けて、関連す

る政府令等の改正を行いました。また、外貨建国内債の発行

円滑化に向け、外国口座管理機関の下位に国内口座管理機関

を設置できるよう制度整備を行った他、取引情報報告制度の

報告項目の拡充について、円滑に報告が開始されるよう、各

金融機関の対応をサポートするとともに、当庁の取引情報報

告・蓄積システムの整備を実施しました。（測定指標⑥）。 

特定金融指標であるＴＩＢＯＲ及びＴＯＲＦの頑健性・信

頼性・透明性向上に向けた全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関及びＱ

ＵＩＣＫベンチマークスによる取組をフォローアップしま

した。特定金融指標であるＴＩＢＯＲ及びＴＯＲＦの欧州域

内利用に関しては、将来の安定的な利用を確保するための方

策について欧州委員会と協議を継続しました。（測定指標

⑦）。 

以上のとおり、測定指標の目標が全て達成されていること

から、「Ａ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 市場の公正性・透明性、信頼性の高い魅力ある市場インフ

ラの構築を確保しつつ、多様な資金調達手段等が提供される

ためには、資産運用業・アセットオーナーシップの改革、成

長資金供給の円滑化・市場機能強化に向けた所要の制度整備

を進めること、また、清算機関・振替機関等に対して、財務

基盤・システムの安定性確保、市場利便性の向上を促進して

いくことが必要です。 

【 有効性】 資産運用業・アセットオーナーシップの改革に向けた法

令・制度の整備や新興運用業者の新規参入促進等の取組は、

資産運用会社の競争力強化、アセットオーナーの機能向上に

つながり、国民の安定的な資産形成等に資するため、施策と

しての有効性が認められます。 

成長資金の円滑化に向けた法令・制度の整備や非上場株式

のセカンダリー取引の円滑化に関する制度の見直し等は、多

様な資金調達手段等の提供等を通じた我が国資本市場の一

層の機能発揮に資するため、施策としての有効性が認められ

ます。 

清算・振替機関等における財務基盤・システムの安定性の

確保に向けた態勢整備、及び市場の利便性を向上するための



70 
 

取組は、市場の機能強化、インフラの構築、公正性・透明性

の確保に資するため、施策としての有効性が認められます。 

特定金融指標に係る施策のうち、頑健性の観点から令和 6

年 12 月末で恒久的に公表停止されたユーロ円ＴＩＢＯＲに

ついて、移行対応状況に関する金融機関へのヒアリング（令

和 6 年 9 月）及び公表停止後の状況に関してフォローアップ

（令和 7 年 2 月）を行い、適切な移行対応の実施を確認する

とともに、全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関とも連携し、ＴＩＢＯ

Ｒの頑健性等向上に向けた着実な取組を効果的に促すこと

ができました。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

 

【測定指標】 

これまでのコーポレートガバナンス改革に向けた取組の

フォローアップを行い、引き続き、企業と投資家における改

革に向けた取組の着実な実践を促すための施策を進める必

要があります。 

また、利用者目線に立った市場機能及び金融仲介機能の向

上に向けて、投資家保護にも留意しつつ、スタートアップや

事業の再構築等に資する成長資金供給のあり方について検

討を進めてまいります。加えて、市場の国際競争力を高める

ため、非上場有価証券を含む多様な金融商品が円滑・安定的

に取引されていくよう、市場インフラ機能の向上について検

討してまいります。 

そのほか、資産運用業・アセットオーナーシップの改革に

向けた取組を継続し、家計金融資産等の運用を担う資産運用

業の高度化及びアセットオーナーの機能強化を引き続き推

進する必要があります。 

上記の課題等を踏まえ、市場の機能強化、インフラの構築、

公正性・透明性の確保のための制度・環境整備に向けて、引

き続き、測定指標①～⑦までに係る取組を進めていきます。 

全ての施策について、次期も維持します。必要に応じて指

標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

①  コーポレートガバナンス改革の深化に向けた取組 

 

・第29回スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの

フォローアップ会議（令和6年4月開催）での議論を経て、「コーポレートガ

バナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」を取りまとめ、

公表しました（令和6年6月）。 
・「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム 
2024」（令和6年6月公表）を踏まえ、①スチュワードシップ活動の実質化、②

取締役会等の実効性向上、③収益性と成長性を意識した経営の促進、④情報

開示の充実及びグローバル投資家との対話促進等の取組を進めました。 
①に関連し、企業と投資家とのさらなる対話促進に向けて、協働エンゲー
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ジメントの促進や、実質株主の透明性向上に向けたスチュワードシップ・コ

ードの見直しを行いました。併せて、本コード本来の姿である「プリンシプ

ルベース・アプローチ」の原点に立ち返り、策定・改訂時から一定期間が経

過し実務への浸透が進んだ箇所等を削除・統合するなど、コードのスリム化

を図りました。また、機関投資家へのヒアリングを通じて機関投資家・議決

権行使助言会社等による同コードの遵守状況の確認も行いました。 
②に関連し、企業の取締役会の実効性向上に向けた取組として、投資家か

ら企業へのエンゲージメントに係る好事例を収集しました。 
③に関連し、東京証券取引所による資本コストや株価を意識した経営の実

現に向けた取組を更に進める観点から、東証は「投資家の目線とギャップの

ある事例」（令和6年11月）を公表しました。 
 ④に関連し、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前

になるよう、開示に係る手続きや運用上の実務負担等の実態調査を行い、関

係省庁や関係機関との連絡協議会を設け、必要な環境整備について検討を行

いました。また、金融担当大臣より全上場企業に対する要請文（令和7年3月）

を発出し、有価証券報告書の提出は株主総会の3週間以上前に行うことが最

も望ましいと考えられることを示しつつ、その第一歩として、まずは有価証

券報告書を株主総会の前日ないし数日前に提出することの検討を要請しま

した。 
・資産運用会社やアセットオーナーに対して、スチュワードシップ活動の実質

化に向けた取組を促すとともに、令和6年通常国会において成立した金融商

品取引法の改正の施行（公布後2年以内）に向けて、公開買付・大量保有報告

制度の政府令改正の検討を進めました。 
・有価証券報告書における開示の適切性について検証を実施しました。※政策

保有株式については、スタートアップ企業に対する積極的な出資を促す観点

から、シナジー効果を見込んで、スタートアップ企業の株式を保有する企業

があることも踏まえ、企業の有価証券報告書における好事例、株式保有に対

する考え方等を紹介する取組を行いました。 
・令和5年度の有価証券報告書レビューにおける政策保有株式に関する検証に

より識別された課題に対応するため、令和7年1月に、最近5事業年度以内に

保有目的を政策保有から純投資に変更した銘柄の変更年度、変更理由等の記

載を追加する内閣府令の改正を行うとともに、「純投資目的」の考え方を明

確にするため、開示ガイドラインの改正を行いました。 
・有価証券報告書における政策保有株式等を含めたコーポレートガバナンス

開示の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集 2024」を公表しま

した（令和 6 年 11 月公表、令和 7年 3 月最終更新）。また、有価証券報告書

レビューの審査結果等を取りまとめて公表しました（令和 7 年 4 月）。あわ

せて、企業等に対する開示充実のためのセミナー等に参加し取組の発信を行

いました。 
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②  国際金融センターの実現に向けた、新規参入支援の拡充等 

 

・「拠点開設サポートオフィス」について、金融・資産運用特区のうち、札幌

市、大阪市に地方支部を設置しました。 
・金融・資産運用特区における地方自治体との緊密な連携体制を整備し、縦割

りを打破した官民一体の金融創業支援ネットワーク構築を目的とした支援

事業を継続し、外国人のニーズや行政面の課題についての情報を把握し、今

後の改善策検討や効率化に繋げました。 
・資産運用会社が販売会社と投資信託の情報をやりとりする公販ネットワー

クについて、関係者と連携しつつ、システムベンダーに対し、令和7年度内

を目途に互換性を確保するよう促しました。 
・投資信託委託会社、信託銀行、システムベンダーなどの関係各主体の取組状

況をフォローするなどして、一者計算の普及を促しました。 
・国際金融センターを含む資産運用立国の実現に向けた施策を内外の関係事

業者や投資家のニーズに沿った形で進めるとともに、日本市場の魅力等に関

する情報発信を行いました。 
・上記を達成するために、国際金融センターの特設ウェブサイトのコンテンツ

をさらに拡充しました。また、在外公館等とも連携し、世界の主要な国際金

融都市へ定期的に出張してのイベント参加や、令和6年9月下旬から10月上旬

の「Japan Weeks 2024」開催、その期間中の「資産運用フォーラム」の立ち

上げ等を行いました。 
・「租税条約等の手続きの見直し」について、実務的な論点を検討の上、令和7
年度税制改正プロセスにおいて、手続きの簡素化・デジタル化に向けた対応

などを要望した結果、継続検討とされました。 
・ＡＩ翻訳サービスについて、業務への活用拡大に努め、金融庁からの英語発

信量の拡大を促進しました。 

③  資産運用業・アセットオーナーシップの改革に向けた取組 

 

・大手金融機関グループにおいて、資産運用ビジネスの経営戦略上の位置付け

を明確にし、運用力向上やガバナンス改善・体制強化を図るためのプランを

策定・公表しており、各社の取組をフォローアップするとともに、各社に継

続的な取組の深化を求めました。 

・金融審議会市場制度ワーキング・グループにおける議論等を踏まえた「顧客

本位の業務運営に関する原則」の改訂案については、パブリックコメントの

結果を踏まえ、最終化を行いました（令和6年9月26日）。 

・くわえて、プロダクトガバナンスの実効性を高める観点から、組成会社と販

売会社間の情報連携のあり方等について、各業態の自主規制機関等において

行われる実務的な検討をフォローしました。また、これらの検討を踏まえた

資産運用会社等の取組状況をフォローアップしました。 

・投資家保護に支障がなく重大な変更に該当しない投資信託約款の変更の類
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型について明確化等を検討し、内閣府令の改正を行う（令和7年6月施行）

とともに「投資信託に関するＱ＆Ａ」を改訂（令和7年6月）しました。 

・投資運用業者からミドル・バックオフィス業務を受託する事業者の任意の登

録制度の創設、当該創設に伴う投資運用業の登録要件の緩和、運用権限の全

部委託を可能とする、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する

法律の一部を改正する法律」及び関係政府令等が令和7年5月より施行されま

した（改正法は令和6年5月公布、関係政府令等は令和7年3月公布）。 

・「金融・資産運用特区実現パッケージ」に沿って、国や対象地域（北海道・札

幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市の4地域）の地方公共団体と

連携しながら規制改革等の取組を進めました。 

・くわえて、「金融・資産運用特区」において、地方公共団体と地域金融機関等

の連携を通じたＧＸ推進の取組等、各地方公共団体の取組を支援しました。

なお、各特区の取組の特徴は以下の通り。 

① 北海道・札幌市：ＧＸに関する資金・人材・情報を集積しＧＸ金融・資産運

用特区を実現 

② 東京都：国際金融センターとしての環境を一層整備し、日本・アジアのサ

ステナブルファイナンスやスタートアップの育成を推進 

③ 大阪府・大阪市：海外投資を呼び込みながら、スタートアップ等によるイ

ノベーションの実現を推進 

④ 福岡県・福岡市：アジアのゲートウェイとして金融機能を強化し、福岡・

九州のスタートアップ等を育成 

・新興運用業者促進プログラム（日本版ＥＭＰ）について、金融機関グループ

等における取組事例や、投資信託協会・日本投資顧問業協会が一覧化したエ

ントリーリスト等の関連情報を金融庁の特設ページにおいて公表・更新しま

した。また、Japan Weeks 2024期間中に開催された資産運用フォーラムにお

ける新興運用業者の振興についてのパネルディスカッションの実施（令和6

年10月）や、金融庁・経済産業省・日本ベンチャーキャピタル協会の共催に

よる「アセットオーナー・ベンチャーキャピタル ミートアップ」の開催（令

和7年2月）など、金融機関やアセットオーナーによる新興運用業者の積極的

な活用に向けた情報発信を行いました。 

・アセットオーナー・プリンシプルについて、パブリックコメントを踏まえ、

内閣官房において策定されました（令和6年8月28日）。各アセットオーナー

はそれぞれの所管省庁に対して受入表明を行い、内閣官房において受入状況

を整理・公表することとされており、金融庁においても所管するアセットオ

ーナーに対して受入れの呼びかけ・フォローアップを行いました。 

・アセットオーナーを支える金融機関の資産運用ビジネス（確定拠出年金運営

管理機関等における企業年金向けビジネスを含む）の高度化に向けて、金融

機関等に対するアンケート調査や対話等を通じて、モニタリングを実施しま
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した。 

④  市場の機能強化に向けた環境整備 

 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフ

ォース報告書」（令和 5年 12 月 12日公表）の提言を踏まえ、「金融商品取引

法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」が成立、

公布され（令和 6 年 5 月）、非上場有価証券の流通活性化に向け、私設取引

システム（ＰＴＳ）運営業務について、流動性の低い非上場有価証券のみを

扱い、かつ、取引規模が限定的である場合には、認可を要さず第一種金融商

品取引業の登録のみで運営可能とする政府令等の改正（令和 6 年 11 月施

行）、プロ投資家を対象として、非上場有価証券の仲介業務に特化し、原則

として有価証券や金銭の預託を受けない場合には、第一種金融商品取引業の

登録要件等を緩和する政府令等の改正（令和 7 年 5 月施行）を行いました。 

・新規公開時に提出される有価証券届出書等において記載されるストックオ

プションの保有者の個人情報の記載の見直し等に関する内閣府令の改正を

行いました（令和 6 年 4 月施行）。 

・「金融審議会市場制度ワーキング・グループ報告書」（令和 6 年 7 月 2 日公

表）において、株主を一元化するスキームを活用したクラウドファンディン

グの活用促進の観点から、実態に即した体制整備での投資運用業の登録が可

能であることを明確化すること等が提言されたことを踏まえ、株式投資型ク

ラウドファンディングにおける株主一元化スキームの活用に向けて、「投資

運用業等 登録手続ガイドブック」の改訂（令和 7 年 3 月 6 日）を行いまし

た。 

・「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」について、パブリ

ックコメントの実施結果を踏まえ、令和 6 年 10 月 17 日に最終化しました。 

・投資型クラウドファンディングにおける発行総額上限及び投資家による投

資上限の引上げ等に係る政府令の改正等を行いました（令和 7 年 2 月 25 日

施行）。 

・非上場株式の発行市場・流通市場の活性化に向けて、令和 6 年 5月に成立し

た改正金商法に基づく制度整備を図ると共に、発行企業の資金調達の効率化

と投資家保護に留意しつつ勧誘のあり方を検討する等、日本証券業協会等と

連携しながら必要な検討を行いました。 

・「金融商品取引業等に関するＱ＆Ａ」を改訂し、金融商品取引法上の特定投

資家の要件のさらなる明確化を図りました（令和 7 年 3月 11 日）。 

・少額募集に係る有価証券届出書の開示内容の簡素化については、金融審議会

市場制度ＷＧ・資産運用ＴＦ報告書の提言を踏まえて内閣府令等の改正を行

いました（令和 7 年 2月施行）。 

・特定投資家私募制度については、有価証券の取得者を特定投資家に限定する

ための合理的措置がとられていることを前提に、特定投資家以外の者に対す

るインターネット等による情報提供ができることを明確化するガイドライ

ンの改正を行いました（令和 7 年 2 月適用）。 

・株式報酬に係る開示規制に関しては、有価証券届出書の提出に代えて臨時報

告書の提出をもって募集又は売出しを行うことができる特例制度について、

譲渡制限付株式（ＲＳ）に係る譲渡制限期間の見直し及び事後交付型株式報
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酬（ＲＳＵ等）に係る募集又は売出しについても当該特例制度が適用される

ことを明確化する金融商品取引法施行令等の改正を行いました（令和 7 年 2

月施行）。 

・投資信託協会における自主規制規則の改正により、外国籍投資信託の国内籍

投資信託への組入れに向けた環境整備を行いました（令和 6 年 9 月 19 日実

施）。 

・上場ベンチャーファンドにおける自己投資口の取得について、不正防止等の

措置等を考慮のうえ、内閣府令の改正を行いました（令和 7 年 2 月施行）。 

・プロ向けのベンチャーファンドへ出資可能な投資家に関する規制（適格機関

投資家等特例業務）について、地域限定で緩和する内閣府令を制定しました

（令和 6 年 11 月施行）。 

・『「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」対話から得られた

示唆』を踏まえ、サステナブルファイナンス有識者会議において、サステナ

ビリティ投資の基本的概念・実務等について議論を行い、報告書を公表しま

した（令和 7 年 6 月）。 

・ＰＴＳの売買高上限の緩和等に係る論点の整理を踏まえ、必要な政府令等の

改正を行いました（令和 6 年 12 月施行）。 

・銀証ファイアーウォール規制について、金融審議会「市場制度ワーキング・

グループ報告書」において示された考え方を踏まえ、関係部署との連携を図

りつつ、検討を行いました。 

・投資法人がデータセンター等を保有資産に組み入れるための環境整備とし

て、令和 7年 6 月に「投資法人に関するＱ＆Ａ」を改訂するなど不動産投資

市場の持続的な成長の実現に向けた取組みを実施しました。 

・東京証券取引所（東証）の市場区分見直しの実効性向上に向けた「市場区分

の見直しに関するフォローアップ会議」における、上場会社の企業価値向上

に向けた取組、グロース市場の中長期的な機能強化に向けた検討等につい

て、関係者と連携し適切にフォローしました。 

・バイオベンチャーの上場審査について、東証における「新規上場ガイドブッ

ク（グロース市場編）」等の記載の更なる明確化の検討や、市場関係者の理

解促進等の取組をフォローしました。 

・立会時間の延伸は、投資信託の基準価額算出などの後続業務をはじめ、シス

テム対応や情報開示など多方面に影響があることから、東証等とも緊密に連

携して対応しました。 

・東証及び地方取引所における投資単位が高い水準にある上場会社の投資単

位の引下げに向けた取組を促すとともに、東証の「少額投資の在り方に関す

る勉強会」における、より少額で投資できる方法に関する検討について、適

切にフォローしました。 

・ＪＰＸ総研におけるＴＯＰＩＸの機能性のさらなる向上に関する検討につ

いて、適切にフォローしました。 

・株式決済期間のＴ+１化について、海外市場の動向を注視しながら、市場関

係者と連携し、実務的な検討を進めました。 

⑤  市場の安定性等確保に向けた監督の実施等 

 ・市場インフラは、利害関係者の利益を考慮した運営が求められるところ、特
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に競合他社が事実上存在しない振替機関及び清算機関においては、関係者の

意見を反映するための協議を行う仕組みが機能するよう適切にフォローし

ました。 

・危機管理グループ会合や監督カレッジへの参加等を通じて、外国清算機関の

母国当局と一層の連携強化を図りました。 

・「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に

関する法律等の一部を改正する法律」の円滑な施行に向けて、関連する政府

令等の改正を行いました（令和 6年 11 月施行）。 

・外貨建国内債（オリガミ債）の発行円滑化については、外国口座管理機関の

下位に国内口座管理機関を設置できるよう、内閣府令の改正を行いました

（令和 6 年 11 月施行）。 

・取引情報報告制度の報告項目の拡充について、円滑に報告が開始されるよ

う、各金融機関の対応をサポートするとともに、当庁の取引情報報告・蓄積

システムの整備を実施しました。 

⑥  金融指標の頑健性・透明性の維持・向上 

 

・ＴＯＲＦについて、ＱＵＩＣＫベンチマークス社によるＴＯＲＦの頑健

性・信頼性・透明性向上に向けた施策の検討等の取組を必要に応じてフ

ォローアップしました。 

・ＴＩＢＯＲについても、頑健性・信頼性・透明性向上に向けた全銀協Ｔ

ＩＢＯＲ運営機関による取組を必要に応じてフォローアップしまし

た。特に令和 6 年 12 月末で恒久的に公表停止となったユーロ円ＴＩＢ

ＯＲについて、同指標の秩序ある公表停止に向けて時間軸を意識した

適切な移行対応が進められるよう、各金融機関における同指標参照契

約からの移行状況や顧客対応状況を踏まえつつ、必要に応じて適切な

対応を促しました。 

・ＴＩＢＯＲ及びＴＯＲＦの欧州域内利用に関して、欧州委員会との間

で、将来の安定的な利用を確保するための方策について協議を継続し

ました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 123 94 71 89 

補正予算 107 192 280 - 

繰 越 等 5 ▲94   

合 計 235 192   

執行額（百万円） 166 153   

                 

学識経験を有する者 

の知見の活用 
政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23 日） 

                  

政策評価を行う過程 

において使用した 

資料その他の情報 

【測定指標①】 

・「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会報

酬委員会の設置状況」（東京証券取引所 令和 6 年 7 月 24日） 

・「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開
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示状況（東京証券取引所 令和 7 年 4 月 15 日） 

・「スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリス

ト」（令和 7 年 3 月 31 日時点）・「記述情報の開示の好事例集 2024」

（令和 6 年 11 月 8 日公表、令和 7 年 3 月 24 日最終更新） 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241227.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250203.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250324-2.html 

・有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等（識別され

た課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む）及び有価証

券報告書レビューの実施について（令和 7 年度） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250401-

3/20250401.html 

【測定指標③】 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2023 加速する新しい資本主義～

未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現」（令和 5 年 6 月 16 日閣

議決定） 

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」（令

和 5 年 6 月 16 日閣議決定）・「成長戦略等のフォローアップ」（令和

5 年 6 月 16日閣議決定） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタ

スクフォース」報告書（令和 5 年 12 月 12 日公表） 

・「資産運用立国実現プラン」（令和 5 年 12月 13 日公表） 

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版」 

（令和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2024～賃上げと投資がけん引する

成長型経済の実現～」（令和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・「資産運用立国実現プランの進捗状況のフォローアップと今後の予

定」（令和 6 年 6 月 21 日公表） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ報告書」（令和 6 年 7 月

2 日公表） 

・「アセットオーナー・プリンシプル」（令和 6 年 8 月 28 日公表） 

・「2024 事務年度金融行政方針」（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

・「顧客本位の業務運営に関する原則」（令和 6 年 9 月 26 日公表） 

・第１回資産運用立国推進分科会 会議関係資料（令和 7 年 3 月 26日

公表） 

・令和 6 年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関する

パブリックコメントの結果等について（令和 7 年 3 月 28日公表） 

【測定指標⑤】 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタ

スクフォース」報告書（令和 5 年 12 月 12 日公表） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250324-2.html
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・「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の

振替に関する法律等の一部を改正する法律」（令和 5 年 11月公布） 

・「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改

正する法律案」（令和 6 年 3 月 15 日閣議決定） 

・金融審議会「市場制度ワーキング・グループ報告書」（令和 6 年 7 月

2 日公表） 

【測定指標⑥】 

・「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第 4 条第 1 項で定

める作成・保存・報告事項ガイドライン」（令和 5 年 11 月 21 日改

正） 

【測定指標⑦】 

・ＴＯＲＦの運営態勢の定期的な見直し結果について（株式会社ＱＵ

ＩＣＫベンチマークス 令和 6 年 9 月 25 日公表） 

・全銀協ＴＩＢＯＲの運営態勢の定期的な見直し結果について（一般

社団法人全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関 令和 7 年 3 月 31 日公表） 

・【再掲】ユーロ円ＴＩＢＯＲの恒久的な公表停止（2024 年 12 月末）

の決定について（一般社団法人全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関 令和 6

年 9 月 30 日公表） 

・全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関による「ユーロ円ＴＩＢＯＲの恒久的な

公表停止の決定について（ユーロ円ＴＩＢＯＲの恒久的な公表停止

の実施可否等に関する市中協議の結果公表について）」の公表につい

て（令和 6 年 3 月 6 日公表） 

                  

担当部局名 

企画市場局 

市場課、企業開示課 

総合政策局 

総合政策課 

監督局 

銀行第一課、証券課 

総務課 資産運用参事官室 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（施策Ⅲ－2） 

施策名 
企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモニタリングの

実施 

 施策の概要 

企業による情報開示や会計基準・会計監査の質の向上に向けた制度・

環境整備を図るとともに、適正な情報開示、会計監査の確保のためのモ

ニタリングを実施する。 

達成すべき目標 企業の情報開示、会計基準・会計監査の質が向上すること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

資本市場の機能強化や国民の安定的な資産形成を実現する観点から、

投資家の投資判断に必要な情報を十分かつ適時に分かりやすく提供す

ることや、企業と投資家の建設的な対話に資する情報開示を促進してい

くことが重要である。 

【根拠】 

・企業会計審議会「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する

当面の方針」（平成25年6月19日） 

・「会計監査の在り方に関する懇談会」提言（平成 28 年 3月 8 日、令和

3 年 11 月 12 日） 

・金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（平成

30 年 6 月 28 日、令和 4 年 6 月 13日、令和 4 年 12 月 27日） 

・企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」（平成 30 年 7月 5

日） 

・企業会計審議会「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」

（令和 3 年 11 月 19 日） 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2024 について」（令和 6 年 6 月 21 日

閣議決定） 

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」（令

和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・「成長戦略等のフォローアップ」（令和 5 年 6 月 16 日閣議決定） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 
                 

測定指標 

指標① 

［主要］企業情報の開示の充実に向け、金融審議会「ディスクロー

ジャーワーキング・グループ」報告（平成 30 年 6 月 28 日、令和 4

年 6 月 13 日、令和 4 年 12 月 27 日）を踏まえた取組の促進 

【達成】 

 6 年度目標 企業情報の開示の充実に向けた取組の促進（サステナビリティ情報を含む） 

 6 年度実績 
・令和 5 年度からの議論を継続し、令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月末まで

に金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワ
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ーキング・グループ」を計 4 回開催し、東証プライム市場上場会社の全

部又は一部を対象に、国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）が

定めるサステナビリティ開示基準と機能的な整合性が確保された国内基

準に基づく開示を義務付けること、当該開示に対する第三者保証を義務

付けること等について検討を進めました。 

・第三者保証に関しては、より詳細に議論を行うため、令和 7 年 2 月、同

ワーキング・グループの下に「サステナビリティ情報の保証に関する専

門グループ」を新たに設置し、サステナビリティ保証業務実施者に求め

られる規律の在り方等について議論を行い、検討を進めました。 

・有価証券報告書におけるコーポレートガバナンス及びサステナビリティ

開示等の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集 2024」を公表

しました（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3 月最終更新）。また、記載内

容の適正性の確保に努めるため、有価証券報告書レビューを実施し、識

別された課題及び留意事項等並びにサステナビリティや政策保有株式等

に関する開示の課題対応にあたって参考となる開示例集の公表を行いま

した（令和 7 年 4 月）。あわせて、企業等に対する開示充実のためのセミ

ナー等に参加し、取組の発信を行いました。 

指標② 
金融商品取引法上のディスクロージャーの適正性を確保するため

の施策の実施状況 
【達成】 

 6 年度目標 ディスクロージャーの適正性を確保するための施策を実施 

 6 年度実績 

・法令及び「企業内容等の開示に関する留意事項（開示ガイドライン）」等

に基づき、適正な情報開示を確保するとともに行政対応の透明性・予測

可能性の向上に努めました。 

・有価証券届出書等の発行開示書類については、記載内容の適正性が確保

されるよう、開示ガイドライン等を使用し、各財務局等を通じた記載内

容等に関する事前相談や受理時における審査等を行いました。 

・有価証券報告書レビューを実施し、識別された課題及び留意事項等並び

にサステナビリティや政策保有株式等に関する開示の課題対応にあたっ

て参考となる開示例集の公表を行いました（令和 7 年 4 月）。 

・公開買付制度や大量保有報告制度に係る開示書類については、法令等に

基づく適切な記載内容の審査等、制度の適正な運用を行いました。 

・有価証券報告書等の虚偽記載等の違反行為に対し、10 件の課徴金納付命

令の決定を行いました。 

指標③ ［主要］我が国において使用される会計基準の品質向上 【達成】 

 6 年度目標 ＩＦＲＳの任意適用企業の拡大促進等の取組を推進 

 6 年度実績 

・ＩＦＲＳ任意適用企業数（適用予定企業数を含む）は、令和 6 年度（3 月

末時点） で 300 社（令和 5 年度末 293 社）、全上場企業の時価総額（3

月末時点）の 48.0（令和 5 年度末 47.1％）まで増加しました。 
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・財務会計基準機構、企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）、日本公認会計士協

会等の関係機関と連携しつつ、ＩＦＲＳへの移行を容易にするための取

組を進めると共に、金融庁では、ＩＦＲＳの適用状況に関する実態調査

を行い、令和 6 事務年度金融行政方針（参考資料）において調査結果を

公表しました。 
・金融商品会計基準やリース会計基準の見直し等、日本基準の高品質化に

向けたＡＳＢＪの取組をサポートしました。 

指標④ 
［主要］適正な会計監査の確保のための態勢・環境整備に向けた取

組の実施状況 
【達成】 

 6 年度目標 

会計監査に関する情報提供の充実に向けた取組を実施、監査監督機関国際

フォーラム（ＩＦＩＡＲ）への積極的貢献及び海外監査監督当局との連携

強化 

 6 年度実績 

・上場会社等の監査に係る登録制度の導入等を盛り込んだ改正公認会計士

法の施行（令和 5 年 4 月）を踏まえ、監査の担い手全体の品質向上に取

り組みました。また、上場会社等監査人登録に係る経過措置期間が令和

6 年 9 月末までであることを踏まえ、日本公認会計士協会による、上場会

社等監査人登録審査会の運営、品質管理レビューを通じた登録上場会社

等監査人としての適格性の確認、中小監査事務所への監督・指導及び支

援を通じた監査品質の確保等の取組みを後押ししたほか、上場会社等監

査人登録審査会において、令和 7 年 3 月末時点で 123 の上場会社等監査

人の登録が行われました。 

・ＩＦＩＡＲの組織運営に責任を有する議長国及び代表理事国として、グ

ローバルな監査品質の向上のための議論を主導しました。具体的には、

監査に係る諸課題についてＩＦＩＡＲ内で機動的・的確に対応できる体

制を構築し、監査専門職の魅力向上等のほか、サステナビリティ情報の

開示に対する第三者保証やテクノロジーの活用等の新規課題について

も、ＩＦＩＡＲ内の議論・対応を牽引しました。 

・この他、国際的に重要な監査関係者や他の国際機関等の各種ステークホ

ルダーとの積極的な対話等による、ＩＦＩＡＲの対外的コミュニケーシ

ョン強化の取組も牽引し、特に議長国としては、監査を取り巻く環境変

化や監査の品質管理に関する 6 大監査法人ネットワークＣＥＯ等との対

話にＩＦＩＡＲ代表として参加しました。 

・また、更なる加盟国の拡大に向けて、金融庁における既存のパイプも生

かしながら、アジア諸国をはじめとするＩＦＩＡＲ未加盟の監査監督当

局に対するアウトリーチへの積極的な貢献を行いました。 

・ＩＦＩＡＲの加盟当局として、全てのワーキング・グループの活動や、ワ

ーキング・グループ及びタスクフォース内での個別プロジェクトの作業

チームに積極的に参加するとともに、監査人及び監査に関連するリスク

を議論するための会議をリードするなどＩＦＩＡＲの活動に貢献しまし

た。 

・東京にあるＩＦＩＡＲ事務局のホスト国として、その円滑な運営のため

に必要な支援を引き続き行ったほか、令和 6 年 4 月、大阪で第 24 回ＩＦ
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ＩＡＲ本会合を開催し、各法域の監査監督当局と日本の監査・市場関係

者との一層の連携強化も進めました。令和 6 年 5 月には、日本ＩＦＩＡ

Ｒネットワーク総会を主催し、財務報告エコシステムに関わる国内の関

係者との意見交換を行うとともに、講演・寄稿等を通じ、ＩＦＩＡＲに

おける国際的な議論について国内への還元を行いました。 

・国際的な議論も踏まえ、監査業界における生成ＡＩ利活用に関して、研

究プロジェクトを実施し、今後のディスカッションペーパーの公表に向

けて準備しました。 

指標⑤ 
[主要]公認会計士・監査法人等に対する適切な検査・監督の実施状

況 
【達成】 

 6 年度目標 公認会計士・監査法人等に対する適切な検査・監督を実施 

 6 年度実績 

・日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューの内容を審査し、その

審査結果等を踏まえて、監査法人等に対して検査又は報告徴収を行いま

した。 

・大手監査法人及び準大手監査法人に対しては、定期的な報告徴収を実施

したほか、中小規模監査事務所に対しては、品質管理レビューでの指摘

事項に対する改善計画の実施状況等を検証するための報告徴収を実施し

ました（令和 6 年度における中小規模監査事務所に対する報告徴収件数

は 52 件）。また、検査で指摘した不備事項の改善状況を確認するための

報告徴収も実施しました。 

・検査においては、監査品質の向上に向けた監査法人等の経営層のコミッ

トメントや業務管理体制・品質管理態勢の実効性のほか、不正リスク、

収益認識、会計上の見積り等に係る監査手続の実施状況等について重点

的に検証を行ったほか、改訂品質管理基準等に基づく監査法人の品質管

理システムの整備・運用状況を確認しました。また、上場会社監査の担

い手としての役割が増大しているほか、改正公認会計士法において上場

会社等監査人登録制度が導入されたことに鑑み、中小規模監査事務所に

対する検査をより重視した運用を行いました。 

・7 先の監査法人に対して検査を実施し、当該検査の結果把握した品質管理

等の問題点等について改善を促しました。 

・2 先の監査法人に対して勧告を行いました。 

・モニタリングにより把握した監査事務所の状況については、「モニタリン

グレポート」や「監査事務所等検査結果事例集」として取りまとめ、令和

6 年 7 月に公表したほか、関係雑誌等への寄稿など積極的な情報発信に

努めました。また、モニタリングレポート等を活用し、日本監査役協会

や日本公認会計士協会地域会への講演会を実施しました。 

・検査の実施に当たっては、監査法人等における監査調書の電子化等の状

況を勘案の上、検査資料の閲覧等をオンラインで実施するなど、引き続

き効率的・効果的な実施に努めました。 

・審査会検査と協会の品質管理レビューとが全体として最大限の効果を発

揮するよう、協会の品質管理レビューの実効性等について意見交換を行

いました。また、レビューアー向けの研修を実施しました。 
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指標⑥ 優秀な会計人材確保に向けた取組の実施状況 【達成】 

 6 年度目標 優秀な会計人材確保に向けた取組を実施 

 6 年度実績 

・公認会計士試験の運営において、引き続き感染症等や自然災害に留意し、

試験室の換気、感染症等が疑われる受験者の別室での受験等の対策及び

試験前又は試験中に地震等が発生した場合を想定した試験中止の判断基

準や中止した場合の再試験の実施の可否等を検討しました。 

・受験者の利便性向上のため、書面のみとなっていた一部の出願手続につ

いて、オンラインでの出願が可能となるよう、出願システムを更改する

とともに、オンライン出願画面の操作性・視認性向上等のための機能改

修を実施しました。 

・公認会計士試験の受験者数の増加に伴い、短答式試験の合格率が低下し、

一方で、論文式試験の合格率は相対的に高い水準となっているなど、そ

れぞれの試験の位置づけ・役割からしても課題が見られる状況であるこ

とや、監査における英語との関わりや IT の活用が進むなど、公認会計士

試験の合格者に求められる知識や能力も拡大していることから、公認会

計士試験合格者のより一層の資質向上が図られるよう、試験運営の枠組

みや出題内容等についての見直しの検討を進めました。具体的には、よ

り多くの受験者が論文式試験を受験できるようにし、それに伴い論文式

試験において競争が促されることで、より質の高い合格者を選抜できる

よう、短答式試験及び論文式試験の合格基準等の見直しを令和 9 年公認

会計士試験以降に行うことについての検討を進めました。また、現在の

公認会計士試験の短答式試験の計算問題がある科目（2 科目）では配点

（合計点）に対して問題数が少なく、1 問あたりの配点が高くなってお

り、1 問あたりの配点の差が試験の合否に与える影響が大きくなってい

ると考えられることから、計算問題のある科目の問題数を増やし 1 問あ

たりの配点を引き下げ、それに伴い各科目の試験時間の調整を行うなど

の検討を進めました。 

・公認会計士の魅力向上による受験者の裾野拡大のための広報活動とし

て、昨年度より 5 校多い 23 の大学において講演会を実施しました。 

指標⑦ 

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩ

ＮＥＴ）の稼働率（システム保守のための停止期間は稼働率の計

算に含めない。） 

【達成】 

 基準値 実績 目標値 

 5 年度 5 年度 6 年度 

 

6 年度 

 99.9％ 99.9％ 100% 99.9％以上 

参考指標 

指標① 課徴金納付命令の実績＜内容・件数＞ 
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 6 年度実績 
・有価証券報告書等の虚偽記載等の違反行為に対して、10 件の課徴金納付

命令の決定を行いました。 

指標② 開示書類の提出会社数（内国会社） 

 6 年度実績 ・4,651 社（令和 5 年度 4,630 社） 

指標③ 有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書等の提出件数 

 6 年度実績 ・41,297 件（令和 5 年度 39,180 件） 

指標④ ＥＤＩＮＥＴのアクセス件数（ＡＰＩ経由のアクセス件数を含む） 

 6 年度実績 ・32,359 千件/月（令和 5 年度 23,712 千件/月） 

指標⑤ ＩＦＲＳの任意適用企業数及びその時価総額の割合 

 6 年度実績 

・ＩＦＲＳ任意適用企業数 300 社(令和 7 年 3 月末時点)（令和 5 年度末 293

社） 

・全上場企業の時価総額の割合 48.0％（令和 7 年 3 月末時点）（令和 5 年

度末 47.1％） 

指標⑥ 公認会計士等に対する行政処分の実施状況＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 
・監査法人に対する処分 2 件（令和 5 年度 2 件） 

・公認会計士に対する懲戒処分 9 件（令和 5 年度 4 件） 

指標⑦ 監査法人等に対する検査及び勧告の実施状況＜件数＞ 

 6 年度実績 
・検査件数 7 件（令和 5 年度 10 件） 

・勧告件数 2 件（令和 5 年度 0 件） 

指標⑧ 上場会社等監査人登録事務所数 

 6 年度実績 ・（新規）登録件数 104 件（令和 5 年度 19 件） 

指標⑨ 公認会計士試験の出願者数 

 6 年度実績 ・21,573 人（令和 5 年度 20,318 人） 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い Ａ（目標達成） 
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の測定結果 【判断根拠】 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」

報告を踏まえた対応（測定指標①）、ＩＦＲＳの任意適用企

業の拡大（測定指標③）等、企業等による情報開示の質の向

上のための制度・環境整備に取り組みました。 

また、有価証券報告書レビュー（測定指標②）や四半期レ

ビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する

品質管理基準の改訂（測定指標⑤）等、適正な情報開示、会

計監査の確保のための取組を行いました。 

ＥＤＩＮＥＴの稼働率（測定指標⑦）については、目標値

である 99.9％以上を確保しました。 

施策の分析 

【 必要性】 投資家の投資判断に必要な情報を十分かつ適時に分かり

やすく提供することや、企業と投資家の建設的な対話に資

する情報開示を促進する観点から、企業による情報開示や

会計基準・会計監査の質の向上に向けた取組を行うことは、

我が国の資本市場の機能強化や国民の安定的な資産形成の

実現に貢献すると考えられます。 

【 効率性】 企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモ

ニタリングの実施を効率的に行うべく、関係機関と連携し

て取組を行いました。 

【 有効性】 ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向

けた企業の取組を促すため、「記述情報の開示の好事例集

2024」を公表しました（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3 月

最終更新）。加えて、企業や公認会計士等に対するセミナー

への参加実施や、主に決算業務等に携わる方々向けの「記述

情報の開示の充実に向けた解説動画」を配信しました（令和

6 年 6 月）。これらにより、投資家の適切な投資判断、及び

投資家と企業との建設的な対話に資する企業情報の開示の

充実のための、有効な取組を進めることができました。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

【 施 策 】 

 

 

 

 

 

 

【測定指標】 

 引き続き、企業の情報開示、会計基準・会計監査の質の

向上に向けた取組を行う必要があります。 

 企業全体の開示レベルの向上のため、上場企業等に対し

て記述情報の開示の充実に向けた取組について周知活動を

行う必要があります。 

 また、会計監査に関する制度・環境整備は一定程度進捗

しているものと考えられますが、会計監査の品質の持続的

な向上・信頼性確保により、市場機能の発揮の基盤強化を

目指します。 

 全ての施策について、次期も維持します。必要に応じて指

標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

①  企業による情報開示の質の向上に向けた取組の実施 
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・令和5年度から議論を継続し、令和6年4月から令和7年3月末までに金融審議

会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グル

ープ」を計4回開催し、東証プライム市場上場会社の全部又は一部を対象に、

国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）のサステナビリティ開示基準

と機能的な整合性が確保された国内基準に基づく開示と第三者保証の導入

に係るロードマップのほか、これらに関連する論点について検討を進めまし

た。 
・第三者保証に関しては、より詳細に議論を行うため、令和7年2月、同ワーキ

ング・グループの下に「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」

を新たに設置し、サステナビリティ保証業務実施者に求められる規律の在り

方等について議論を行い、検討を進めました。 
・ＩＳＳＢのサステナビリティ開示基準設定に対し、国内関係者と連携しなが

ら、国際的な議論への参画や意見発信などの取組を進めました。具体的には、

ＩＳＳＢでのリサーチプロジェクトについて、ＩＦＲＳ財団における国際会

議等の場で我が国の人的資本開示の取組について説明するなど、投資家のニ

ーズを充足した基準開発に貢献しました。 
・また、ＩＦＲＳ財団アジア・オセアニアオフィスの活動についても、国内関

係者と連携して引き続きサポートを行いました。 
・グローバルに比較可能で相互運用性のあるサステナビリティ開示枠組を促進

するという立場から、Ｇ7やＧ20において行われているサステナビリティ開

示に係る議論に積極的に貢献しました。 
・令和6年度当初予算において、企業の人的資本開示に対する海外投資家の着

眼点に関する質の高い情報の収集、サステナビリティ基準設定に関して我が

国として効果的な意見発信等に係る事務を、高度な専門知識を有する者にそ

れぞれ委託し、実施しました。 
・令和7年度当初予算において、国際監査・保証基準審議会（ＩＡＡＳＢ）及び

国際会計士倫理基準審議会（ＩＥＳＢＡ）を監視する公益監視委員会（ＰＩ

ＯＢ）に対する拠出を通じ、サステナビリティ情報の信頼性を確保するため

の第三者による保証に関する国際的な基準設定に貢献しました。 
・有価証券報告書におけるコーポレートガバナンス及びサステナビリティ開示

等の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集 2024」を公表しまし

た（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3 月最終更新）。また、記載内容の適正性

の確保に努めるため、有価証券報告書レビューを実施し、識別された課題及

び留意事項等並びにサステナビリティや政策保有株式等に関する開示の課

題対応にあたって参考となる開示例集の公表を行いました（令和 7 年 4 月）。

あわせて、企業等に対する開示充実のためのセミナー等に参加し、取組の発

信を行いました。 

②  金融商品取引法上のディスクロージャーの適正性の確保 

 ・法令及び「企業内容等の開示に関する留意事項（開示ガイドライン）」等に基



87 
 

づき、適正な情報開示を確保するとともに行政対応の透明性・予測可能性の

向上に努めました。 
・有価証券届出書等の発行開示書類については、記載内容の適正性が確保され

るよう、開示ガイドライン等を使用し、各財務局等を通じた記載内容等に関

する事前相談や受理時における審査等を行いました。 
・有価証券報告書等の継続開示書類については、有価証券報告書レビューを通

じ、記載内容の適正性の確保に努めました。 
・公開買付制度や大量保有報告制度に係る開示書類については、法令等に基づ

く適切な記載内容の審査等、制度の適正な運用を行いました。 
・有価証券報告書等の虚偽記載等の違反行為に対して、課徴金制度を適切に運

用しました。 

③  ＥＤＩＮＥＴの整備 

 

・ＥＤＩＮＥＴについては、システムの安定運用に努めるとともに、令和6年3
月の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正による四半期報告書に関

する様式の変更・廃止に伴い、「2025年版ＥＤＩＮＥＴタクソノミ」を開発

し、同年11月に公表しました。公開買付届出書及び大量保有報告書の見直し

に関する制度改正に対応するため、令和7年1月にＥＤＩＮＥＴのシステム改

修に向けた入札公告を行い、同年5月に事業者が決定しましたので改修を進

めています。 
・このような中、ＥＤＩＮＥＴの稼働率は、目標値である99.9%以上を達成し

ました。 
・こうした取組により、ＥＤＩＮＥＴによる投資者に対する投資判断に必要な

情報提供に資することができました。 

④  我が国において使用される会計基準の品質向上 

 

・我が国において使用される会計基準の品質向上を図るため、引き続き日本基

準の高品質化に取り組みました。 
・国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）における国際会計基準（ＩＦＲＳ）の基準

開発プロジェクトに関して、我が国の考え方をＩＦＲＳに反映する等の取組

を強化しました。また、国内においては、ＩＦＲＳへの移行を容易にするた

めの取組を進めることにより、ＩＦＲＳの任意適用企業の拡大を促進しまし

た。 
・国際会計人材を育成し、国際的な基準策定等に参画しました。 
・スタートアップのＭ＆Ａを促進する観点からも、のれん非償却を内容とする

ＩＦＲＳの任意適用の拡大に向けたさらなる対応を検討しました。さらに、

我が国の会計基準が多くのスタートアップ等に利用されていることも踏ま

え、のれん非償却を含めた財務報告のあり方を検討しました。これに関し、

東証等とも連携し、決算短信において、経営管理上重要視している指標を業

績報告として用いる実務の浸透を図りました。 
⑤  適正な会計監査の確保のための態勢・環境整備に向けた取組の実施 
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・企業会計審議会総会の議論を踏まえ、監査部会において、国際監査基準の改

訂を踏まえた対応について審議していくため、我が国の監査基準等への影響

についてさらなる分析を進めました。 
・上場会社等監査については、日本公認会計士協会と連携し、監査の担い手全

体の品質向上に取り組み、改正公認会計士法（令和5年4月施行）により導入

された上場会社等の監査に係る登録制度の実効性を確保しました。また、上

場会社等監査人登録に係る経過措置期間が令和6年9月末で終了しましたが、

引き続き日本公認会計士協会の取組を後押ししました。 
・監査監督機関国際フォーラム（ＩＦＩＡＲ）の議長国（令和7年4月まで）及

び代表理事国というＩＦＩＡＲの組織運営を主導する立場から、ＩＦＩＡＲ

がより機動的・的確に諸課題に対応できるような体制の整備や様々なステー

クホルダーとの積極的な対話等によるＩＦＩＡＲの対外的コミュニケーシ

ョンの強化を牽引しました。また、こうした取組を推進することで、グロー

バルな監査品質の向上に一段と貢献するほか、アジア諸国をはじめとするＩ

ＦＩＡＲ未加盟の監査監督当局に対するアウトリーチを一層強化しました。 
・事務局のホスト国としては、ＩＦＩＡＲへの一貫した支援を継続するほか、

「日本ＩＦＩＡＲネットワーク」等を通じ、ＩＦＩＡＲにおける議論につい

て国内の関係者へ広く発信するとともに、課題意識を聴取しました。 
・日本の監査監督当局としては、ＩＦＩＡＲ加盟国を含む各国の監査監督当局

との連携を一層強化しました。また、監査業界における生成ＡＩ利活用に関

する研究プロジェクトを実施し、ディスカッションペーパーの公表に向けて

準備するなど、監査品質に影響を与え得る新たな課題に対しての知見の蓄積

を行いました。 

⑥  公認会計士・監査法人等に対する適切な検査・監督 

 

・公認会計士・監査審査会は、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューに

係る審査を適切に実施し、当該審査の結果等に基づき、監査法人等に対する

検査等を実施しました。検査の結果、必要があると認めるときは、金融庁に

行政処分等の勧告を行いました。 
・検査を実施する際には、上場会社監査の担い手としての役割が増大している

中小規模監査事務所に対する検査をより重視した運用を行いました。 
・モニタリングの実施方法については、対面とリモートとの併用により、引き

続き効率的・効果的な実施に努めました。 
・検査においては、監査の品質の向上に向けた監査法人等の経営層のコミット

メント、業務管理態勢・品質管理態勢の実効性、改訂品質管理基準への対応

等について重点的に検証しました。また、個別監査業務についても、不正リ

スク、収益認識、会計上の見積りに係る監査手続の実施状況を確認・検証し

ました。 
・モニタリングにより把握した情報等については、分かりやすい情報提供を行
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うなど、発信の充実に努めました。 
・監査品質の向上のため、日本公認会計士協会の品質管理レビューと公認会計

士・監査審査会のモニタリングが全体として最大限の効果を発揮するよう、

深度ある連携に努めました。 

⑦  優秀な会計人材確保に向けた取組の推進 

 

・公認会計士試験の実施においては、試験問題の作成・採点や全国各地の試験

会場の適切な運営など一連の試験業務について、必要な見直しを行いなが

ら、引き続き適切に取り組みました。 
・また、令和6年度（令和7年試験）の公認会計士試験インターネット受付シス

テムの更改に伴い出願の全面オンライン化を達成し、オンライン出願におけ

る更なるサービスの向上を図りました。 
・さらに、引き続き、公認会計士試験受験者の増加・裾野拡大のために、大学

生等向けの講演を実施しました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 113 110 119 139 

補正予算 ▲5 - 18 － 

繰 越 等 - 1   

合 計 108 111   

執行額（百万円） 91 107   

                 

学識経験を有する者 

の知見の活用 
政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9日～6 月 23日） 

                  

政策評価を行う過程 

において使用した 

資料その他の情報 

【測定指標①】 

・令和 5 年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリ

ックコメントの結果等について（令和 6 年 3 月 27 日公表） 
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html 

・「記述情報の開示の好事例集 2024」（令和 6 年 11 月 8 日公表、令和 7 年

3 月 24 日最終更新） 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241227.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250203.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250324-2.html 

・有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等（識別された

課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む）及び有価証券報告

書レビューの実施について（令和 7 年度） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250401-3/20250401.html 

【測定指標②】 

・有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等（識別された

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250324-2.html
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課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む）及び有価証券報告

書レビューの実施について（令和 7 年度） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250401-3/20250401.html 

【測定指標⑤】 

・「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る

内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」

の公表について（令和 5 年 4 月 7日公表） 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230407/20230407.html 

・「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に

関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリッ

クコメントの結果等について（令和 5 年 6 月 30 日公表） 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630-5/20230630-5.html 

・「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」及び

「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」の公表について（令

和 6 年 3 月 27 日公表） 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327-2/20240327.html 

 

                  

担当部局名 

企画市場局 

企業開示課 

総合政策局 

ＩＦＩＡＲ戦略企画室、審判手続室 

公認会計士・監査審査会 

総務試験課、審査検査課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 

 
  

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230407/20230407.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630-5/20230630-5.html
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327-2/20240327.html
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令和 6 年度 実績評価書 
庁令 6（施策Ⅲ－3） 

施策名 
金融取引のグローバル化、複雑化、高度化に対応した市場監視機能

の強化 

 施策の概要 

金融取引のグローバル化、複雑化、高度化等の環境の変化に対応す

るため、フォワード・ルッキングかつ機動的な市場監視を行い、その

結果、法令違反等が認められた場合には、課徴金納付命令勧告、行政

処分勧告、犯則事件としての告発等を行い、厳正に対応する。これら

市場監視機能の更なる強化を通じて、我が国市場の公正性・透明性の

確保及び投資者保護を図る。 

達成すべき目標 
市場監視機能の強化を通じて、我が国市場の公正性・透明性の確保

及び投資者保護に資すること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

市場取引の公正性・透明性を確保し、投資者の保護を図ることは、

資本市場の健全な発展及び国民経済の持続的な成長に必要不可欠であ

る。 

【根拠】 

・金融商品取引法第 26 条、第 56 条の 2、第 177 条、第 187 条、第 210

条 等 

・証券取引等監視委員会 中期活動方針（第 11 期：2023 年～2025 年）

～時代の変化に対応し、信頼される公正・透明な市場のために～（令

和 5 年 1 月 27 日） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 
                 

測定指標 

指標① [主要]有用情報の収集 【達成】 

 6 年度目標 
市場全体について幅広い有用な情報の収集や市場監視の過程で得られた

有用な情報や知見の集約・分析・蓄積 

 6 年度実績 

・証券監視委の市場監視業務にとって情報は要であり、市場全体について

幅広く有用な情報を収集しました。 

・市場監視の過程で得られた有用な情報や知見を集約・分析・蓄積し、市

場監視全般に多面的・複線的に活用しました。 

指標② [主要]市場の変化等の適切な把握・分析 【達成】 

 6 年度目標 
高速取引行為者による取引の実態把握、上場会社による開示の充実に向け

た取組への対応 

 6 年度実績 

・取引所等から提供される膨大なデータを活用し、高速取引行為者等によ

る取引の実態把握や相場急変時の原因分析等を行いました。 

・非財務情報開示等の充実に向けた動向を注視したほか、上場会社や監査

法人における対応状況等の把握に努めました。 

指標③ [主要]証券モニタリングの適切な実施 【達成】 



92 
 

 6 年度目標 
金融商品取引業者等における適合性原則やデジタル化の進展等を踏まえ

た適切な内部管理態勢の構築状況及び業務運営状況の検証 

 6 年度実績 

・証券モニタリングにおいて、適合性原則を踏まえた適正な投資勧誘等に 

重点を置いた内部管理態勢の構築や顧客本位の業務運営を踏まえた販 

売状況、デジタル化の進展等を踏まえたビジネスモデルの変化とそれに 

対応した内部管理態勢の構築、サイバーセキュリティ対策の十分性やシ 

ステムリスク管理の対応状況等の検証を実施しました。 

指標④ [主要]不公正取引や開示規制違反への迅速な対応 【達成】 

 6 年度目標 
課徴金納付命令勧告を視野に入れた調査・検査の迅速な実施による不公正

取引や開示規制違反の実態解明及び海外当局等との連携 

 6 年度実績 

・不公正取引に対しては、早期に本格調査に着手するとともに、機動的・ 

弾力的な調査チームの編成に努めたほか、高度な技術を要するデータ保 

全は情報技術専門官を活用する等して、調査を実施し、課徴金納付命令 

勧告を行いました。 

・クロスボーダー取引による違反行為に対しては、ＭＭоＵ等も活用しつ 

つ、取引の実態解明を行いました。 

・開示規制違反に対しては、市場環境の変化等を踏まえた深度ある情報収

集・分析を行い、違反行為の早期発見に努めました。また、検査への迅

速な着手や検査体制の臨機応変な運用など、事案に応じた効果的・効率

的な検査を実施し、課徴金納付命令勧告を行いました。 

指標⑤ [主要]重大・悪質事案への告発等による厳正な対応 【達成】 

 6 年度目標 違反行為のうち重大で悪質なものについて犯則調査の権限の行使 

 6 年度実績 
・重大で悪質な事案については、捜査当局等関係機関とも連携の上、的確 

に刑事告発を行うなど、厳正に対応しました。 

指標⑥ [主要]投資者被害事案に対する積極的な取組 【達成】 

 6 年度目標 

「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和 6 年 6 月公表）も踏まえた

無登録で金融商品取引業を行う者及び無届で有価証券の募集等を行う者

の排除のための、裁判所への禁止命令等の申立て等。また、投資者被害の

未然防止等に資する注意喚起等の情報発信の一層強化 

 6 年度実績 

・無登録業者による投資者被害の拡大を防止するため、無登録で金融商品 

取引業を行っている者について、金融商品取引法違反行為に関する裁 

判所への禁止命令等の申立て等を行い、関係機関との相互連携の強化に

努めました。 

指標⑦ [主要]非定型・新類型の事案等に対する対応力の強化 【達成】 

 6 年度目標 
市場を取り巻く環境変化等も踏まえ、市場の公正性を脅かしかねない非定

型・新類型の事案等への対応 

 6 年度実績 
・これまで多数課徴金納付命令勧告等を行ってきた類型以外の非定型・新

類型の事案等について的確に対応しました。 

指標⑧ [主要]情報発信の強化 【達成】 

 6 年度目標 

法令違反・不適切行為の未然防止や、情報提供窓口・自主規制機関等を通

じた一層の情報収集の観点から、個別事案や事例集の公表等における分か

りやすい情報発信 
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 6 年度実績 

・法令違反・不適切行為の未然防止や、情報提供窓口・自主規制機関等を

通じた一層の情報収集の観点から、個別の勧告事案等の公表のほか、各

種事例集やウェブサイト（市場へのメッセージ）等を通じた情報発信、

寄稿及び講演等を実施しました。また、投資者や市場参加者等に対する

個別事案の意義・内容・問題点の解説、証券取引等監視委員会の活動状

況の周知等を行い、情報発信の充実に努めました。 

指標⑨ [主要]デジタル技術を活用した市場監視業務の高度化・効率化 【達成】 

 6 年度目標 

取引監視システム等における一層のデジタル化やデータ処理力の更なる

向上、デジタルフォレンジック技術の一層の向上及び情報システムの高度

化の推進 

 6 年度実績 

・市場監視業務の高度化・効率化を図るため、取引監視システム等におけ

る一層のデジタル化やデータ処理力の更なる向上に向けた取組を行い

ました。 

・情報通信技術の多様化・複雑化に対応するための技術向上を目的とし、 

デジタルフォレンジックに関する他の法執行機関等との意見交換等を

実施しました。 

・多様化・大容量化するデータをより迅速かつ効率的に分析するため、デ 

ジタルフォレンジックに使用するシステムの更改に向けた仕様検討を

実施しました。 

指標⑩ [主要]財務局との協働・連携の推進 【達成】 

 6 年度目標 
財務局との様々な分野における更なる情報共有や意思疎通を通じた一体

的な業務運営の実施 

 6 年度実績 

・市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護に向けて、証券検査をはじ

めとする様々な分野において、市場監視機能の一翼を担う財務局との協

働・連携の推進に努めました。 

参考指標 

指標① 取引審査実施状況<内容・件数> 

 6 年度実績 
・取引審査件数：982 件 

（うち、インサイダー取引：957 件、価格形成：17 件、その他：8 件） 

指標② 市場参加者等に対する意見交換会等の実施状況<内容・件数> 

 6 年度実績 

・意見交換会等の実施：14 件 

（うち、金融商品取引所・自主規制法人：6 件、日本証券業協会：2 件、 

証券・金融商品あっせん相談センター：1 件、金融先物取引業協会：1 件、

第二種金融商品取引業協会：1 件、投資信託協会：1 件、日本投資顧問

業協会：1 件、日本ＳＴＯ協会：１件） 

・講演の実施：34 件、寄稿の実施：15 件 

指標③ 海外当局との情報交換件数＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 

・海外当局への情報提供依頼件数：21 件 

（うち、インサイダー取引：16 件、相場操縦：2 件、無登録金融商品取引 

業：2 件、有価証券報告書等の虚偽記載：1 件） 

・海外当局からの情報提供依頼件数：5 件 
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・海外当局への自発的情報提供件数：1 件（インサイダー取引：1 件） 

・海外当局からの自発的情報提供件数：58 件 

（うち、インサイダー取引：56 件、相場操縦：2 件） 

指標④ 取引調査に係る勧告の実施状況＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 

・課徴金納付命令勧告：14 件 

（うち、インサイダー取引：12 件、相場操縦：1 件、風説の流布・偽計：

1 件） 

指標⑤ 開示検査に係る検査終了件数、勧告の実施状況＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 
・検査終了件数：16 件 

（うち、課徴金納付命令勧告：14 件） 

指標⑥ 課徴金納付命令の実績＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 
・課徴金納付命令：27 件 

（うち、不公正取引：17 件、有価証券報告書等の虚偽記載等：10 件） 

指標⑦ 犯則事件の告発の実施状況＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 
・告発件数：7 件 

（インサイダー取引：7 件） 

指標⑧ 証券モニタリングに係る検査終了件数、勧告の実施状況＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 

・検査終了件数：90 件 

（うち、勧告：9 件（第一種金融商品取引業者：4 件、投資助言・代理業

者：2 件、登録金融機関：1 件、適格機関投資家等特例業務届出者：2 件）） 

指標⑨ 無登録業者等に係る裁判所への申立て件数＜内容・件数＞ 

 6 年度実績 
・申立て件数：1 件（無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分

の募集又は私募の取扱い：1 件） 

指標⑩ デジタルフォレンジックの実施状況＜調査・検査件数＞ 

 6 年度実績 ・デジタルフォレンジックを実施した調査・検査件数：37 件 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 幅広く収集した有用な情報を活用し、取引審査を実施し

たほか、高速取引行為者等による取引の実態把握や相場急

変時の原因分析等を行いました（測定指標①②）。 

証券モニタリングの適切な実施に加え、検査終了件数ベ

ースで令和 5年度を上回る検査を実施し 9件の行政処分勧

告を行ったほか、投資者被害事案に対し積極的に取り組み

ました（測定指標③⑥）。 

不公正取引や開示規制違反について迅速に対応し、勧告
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件数ベースで令和 5年度を上回る課徴金納付命令勧告を実

施するとともに、重大・悪質事案について的確に告発を行

うなど厳正に対応しました（測定指標④⑤）。 

また、市場を取り巻く環境変化等を踏まえ、市場の公正

性を脅かしかねない非定型・新類型の事案等に対する対応

力の強化に取り組みました（測定指標⑦）。 

法令違反・不適切行為の未然防止や、情報提供窓口・自

主規制機関等を通じた一層の情報収集の観点から、情報発

信の強化に取り組み、各種事例集を公表するとともに、市

場参加者等との意見交換会等、講演及び寄稿を実施しまし

た（測定指標⑧）。 

デジタル技術を活用した市場監視業務の高度化・効率化 

及び財務局との協働・連携の推進に取り組みました（測定

指標⑨⑩）。 

しかしながら、金融取引のグローバル化、複雑化、高度

化等の環境の変化の中、我が国の市場の公正性・透明性の

確保及び投資者保護に資するため、中期活動方針等に基づ

く更なる市場監視機能の強化に引き続き取り組む必要が

あることから、測定結果は「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 市場取引の公正性・透明性を確保し、投資者の保護を図 

るため、的確・適切な市場監視を実施することは、資本市

場の健全な発展及び国民経済の持続的な成長に必要不可

欠と考えます。 

【 効率性】 国内外の関係機関との連携強化や、機動的・弾力的なチ 

ームの編成、デジタル技術を活用した情報収集・分析や調

査・検査の実施等により、効率的な市場監視を行いました。 

【 有効性】 デジタル技術の活用や財務局との協働・連携を進めると

ともに、自主規制機関や海外の市場監視当局等の関係機関

とも連携しながら、有用情報の収集や市場の変化等の適切

な把握・分析、効果的・効率的な調査・検査を通じて、金

融取引のグローバル化、複雑化、高度化等の環境変化に対

応した市場監視を行いました。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

【 施 策 】 

 

 

 

【測定指標】 

金融取引のグローバル化、複雑化、高度化等に加え、今

後生じうる新たな環境変化に対応するため、市場監視機能

の一層の充実に向けて引き続き取り組んでいきます。 

上記の環境変化の中で、市場に対する幅広い監視、課徴 

金調査・検査や証券検査の迅速な実施、重大・悪質な事案

に対する厳正な対処等の市場監視機能を引き続き適時適

切に活用していきます。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて 

指標の見直しを検討します。 
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主な事務事業の取組内容・評価 

① 市場監視に係る取組 

 

・証券取引等監視委員会の市場監視業務にとって情報は要であり、市場全体

について幅広く有用な情報を収集しました。 
・市場監視の過程で得られた有用な情報や知見を集約・分析・蓄積し、市場

監視全般に多面的・複線的に活用しました。 
・市場全体に日常的に目を向けるとともに、国内外の市場環境の変化を適時

に把握・分析することで、問題の未然防止や早期発見につなげました。取

引所等から提供される膨大なデータも活用しながら、高速取引行為者によ

る取引の実態把握を行いました。 
・市場や上場会社を取り巻く環境変化や制度見直しの進展等を踏まえつつ、

新たな商品・取引や監視の目の行き届きにくい商品・取引、上場会社によ

る開示の充実に向けた取組等へ的確に対応しました。 
・証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）等の国際的な枠組みを通じた情報共有

を進め、情報収集力を強化するとともに、グローバルな市場監視に貢献し

ました。また、海外当局との積極的な連携を通じて、法執行事例等の情報

や市場監視に係る問題意識等を共有し、市場監視に活用しました。その他、

令和7年3月にＩＯＳＣＯの法執行及び情報交換を担当する第4委員会等の

国際会合を東京で主催し、海外当局との連携を深めました。 
・金融商品取引業者等について、監督部局や財務局等と連携しつつ、リスク

ベースで検査先を選定し、以下の点を中心として、実質的に意味のある検

証や問題点の指摘に努めました。また、検査の結果、不適切な投資勧誘や

顧客情報の共有等の問題が認められた事例については、事案の全体像の把

握や根本原因の究明により、勧告の実施や自主的な改善の促進を通じて、

再発防止・未然防止につなげました。 
 適合性原則を踏まえた適正な投資勧誘等に重点を置いた内部管理態勢

の構築や顧客本位の業務運営を踏まえた販売状況 

 デジタル化の進展等を踏まえたビジネスモデルの変化と、それに対応

した内部管理態勢の構築、サイバーセキュリティ対策（インターネッ

ト取引における不正アクセス対策を含む）の十分性やシステムリスク

管理（システム開発・運用管理や外部委託先の管理を含む）の対応状

況等 

・一層複雑化・巧妙化する投資詐欺等について、「国民を詐欺から守るための

総合対策」（令和6年6月公表）も踏まえ、無登録で金融商品取引業を行う者

を排除するため、裁判所への禁止命令等の申立て等に積極的に取り組みま

した。また、投資者被害の未然防止等に資するよう、投資者への注意喚起

等の情報発信をしました。 
・課徴金納付命令勧告を視野に入れた調査・検査の迅速な実施により、上場
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企業役員等によるインサイダー取引や金融商品取引業者による相場操縦な

どの不公正取引や、有価証券報告書の虚偽記載等の開示規制違反の実態を

解明しました。また、事案の全体像を把握し、根本原因を究明した上で、

当事者等との深度ある議論を通じて、再発防止・未然防止につなげました。 
・クロスボーダーの法令違反行為等に対しては、海外当局と連携しつつ、事

案の特質に応じた調査・検査を行いました。 
・市場を監督する立場にある者や市場に関するルールを率先して守るべき立

場の者が行った違反行為を含む重大で悪質な違反行為については、犯則調

査の権限を行使し、厳正に対応しました。その際、捜査・訴追当局等の関

係機関と連携し、実態の解明や責任追及を効果的に行いました。 
・証券監視委として過去に勧告・告発等を行った類型にも引き続き対応しつ

つ、市場を取り巻く環境変化等も踏まえ、市場の公正性を脅かしかねない

非定型・新類型の事案等についても、具体的には、共同保有関係における

大量保有・変更報告書の不提出等や風説の流布に対して初めて課徴金納付

命令勧告を行うなど、積極的に対応しました。 
・意図せざるものを含む法令違反・不適切行為の未然防止や、情報提供窓口・

自主規制機関等を通じた一層の情報収集を図る観点から、個別事案や事例

集の公表等において、事案の意義、内容及び問題点を明確にした、具体的

で分かりやすい情報発信を行いました。 
・市場監視業務の高度化・効率化を図るため、取引監視システム等における

一層のデジタル化やデータ処理力の更なる向上を図るとともに、デジタル

フォレンジック技術の一層の向上及び情報システムの高度化を推進しまし

た。 
・市場の公正性・透明性の確保や投資者保護の実現には、各地において市場

監視機能の一翼を担う財務局との協働・連携が不可欠であり、証券検査を

はじめとする様々な分野において更なる情報共有を進め、意思疎通を十分

に確保し、一体的な業務運営を図りました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 163 154 153 154 

補正予算 ▲13 ▲0 1 － 

繰 越 等 - -   

合 計 151 154   

執行額（百万円） 65 117   

                 

学識経験を有する

者 

の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23

日） 

                  

政策評価を行う過 【測定指標①～⑩】 
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程 

において使用した 

資料その他の情報 

・証券取引等監視委員会中期活動方針（第 11 期）（令和 5 年 1 月

27 日公表） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

・令和 6（2024）年度証券取引等監視委員会の活動状況（令和 7 年

6 月 24 日公表） 

【測定指標③、⑥】 

・令和 6 事務年度証券モニタリング基本方針（令和 6 年 8 月 2 日公

表） 

【測定指標⑧】 

・金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～（令和 7

年 6 月 24 日公表） 

・証券モニタリング概要・事例集（令和 6 年 8 月 2 日公表） 

・令和 6 年度開示検査事例集（令和 7 年 6 月 30 日公表） 

                  

担当部局名 

証券取引等監視委員会事務局 

総務課、情報解析室、IT 戦略室、市場分析審査課、国際取引等分

析室、証券検査課、取引調査課、国際取引等調査室、開示検査課、

特別調査課 

総合政策局 

総務課審判手続室 

監督局 

証券課 

企画市場局 

企業開示課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（横断的施策－1） 

施策名 
デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦

略的な対応 

 施策の概要 

デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化に戦略的に対

応するため、金融機関のＡＩの利活用やＤＸを推進し、また、利用者保

護やシステムの安全性を確保しつつ、各金融機関による特色ある金融

サービスの提供を促すことで個人や企業にとっての利便性を高め、社

会全体の生産性向上につなげられるよう、金融機関やフィンテック事

業者の支援を強化していく。 

達成すべき目標 

デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦

略的な対応を実施することにより、金融行政の目標の実現（企業・経

済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大、以下

同じ）を図ること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

金融行政の目標を実現するため、金融機関のＡＩの利活用やＤＸを

推進、また、フィンテック事業者の支援を強化していくといった、デ

ジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦略

的な対応を実施する必要があるため。 

【根拠】 

・経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）（令和 6 年 6 月 21 日

閣議決定） 

・新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024年改訂版（令

和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日）等 
                 

測定指標 

指標① 
ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスクやＦｉｎＴｅｃｈ実証実験ハブを

通じたフィンテック事業者等に対する支援 
【達成】 

 6 年度目標 

ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスクで受け付けた相談や、ＦｉｎＴｅｃｈ実証

実験ハブで支援を決定した案件について、内容・ニーズに応じて的確に対

応 

 6 年度実績 
・新たな金融サービスの育成普及に向けて、フィンテック事業者や金融機

関に対する支援を継続的に実施しました。 

指標② 
ミートアップの開催や、好事例の発信等を通した金融機関のデジ

タル化・ＤＸ支援 
【達成】 

 6 年度目標 測定指標に関するイベントの開催、金融機関等との対話や好事例の発信 
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 6 年度実績 

・金融機関のＡＩの利活用やＤＸ等を支援すべく、国内外のフィンテック

事業者等と金融機関との連携強化のためのミートアップの開催や、検査

等を通じたＩＴガバナンスの向上に向けた対話等を行いました。 

指標③ 
[主要]国内外のフィンテック事業者や投資家等の連携・協働に向

けたネットワーキングの機会創出 
【達成】 

 6 年度目標 測定指標に関するシンポジウム・イベントの開催 

 6 年度実績 

・国外で開催される主要なフィンテックイベントへの参加、登壇を通じて、

海外金融当局やフィンテック事業者との連携を強化しました。 
・「Ｊａｐａｎ Ｆｉｎｔｅｃｈ Ｗｅｅｋ」やミートアップの開催等を通じ

て、国内外のフィンテック事業者と国内金融機関との連携強化に向けた

支援を行いました。 
指標④ 暗号資産の新規取扱いに係る事前審査の合理化 【達成】 

 6 年度目標 測定指標に関する所要の環境整備の推進 

 6 年度実績 

・暗号資産交換業者が、ＩＥＯ銘柄や本邦初の暗号資産を取り扱う場合、

利用者保護に配慮しつつ、迅速な取扱いが実現できるよう、審査を行う

日本暗号資産等取引業協会と更なる改善策を検討しました。 

指標⑤ セキュリティトークンに関する事業環境整備 【達成】 

 6 年度目標 測定指標に関する所要の制度整備の実施 

 6 年度実績 

・令和 6 年 5 月に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に

関する法律の一部を改正する法律」の施行に向けて、私設取引システム

（ＰＴＳ）運営業務のうち、セキュリティトークンを含む流動性の低い

非上場有価証券のみを扱い、かつ、取引規模が限定的である場合につい

て、認可を要さず第一種金融商品取引業の登録のみで運営可能とする制

度整備を含む政府令等の改正を行いました（令和 6 年 11月施行）。 

指標⑥ ＡＩやフィンテックに関する調査研究 【達成】 

 6 年度目標 測定指標に関する調査研究の実施 

 6 年度実績 

・ブロックチェーン国際共同研究プロジェクトを継続し、研究結果を国内

外の事業者等との意見交換に活用すること等を通じて、ブロックチェー

ン／Ｗｅｂ3.0 領域での健全なビジネスの発展等に貢献しました。 
・金融機関のＡＩ活用に関するユースケースや課題認識、ガバナンス確立

に向けた取組事例等に関するアンケート調査を実施し、ディスカッション

ペーパーを取りまとめたほか、AI 研究者との生成ＡＩの金融領域における

活用可能性とその課題に関する調査を行いました。 
指標⑦ 決済・取引インフラの高度化に向けた検討状況 【達成】 

 6 年度目標 具体的な検討推進 
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 6 年度実績 

・諸外国の決済・取引インフラにおける高度化の取組等を踏まえつつ、関

係者との意見交換やヒアリングを通じて、我が国の決済・取引における

システム・サービスの更なる高度化や利便性の向上に向けた検討を進め

ました。そのうえで、全銀ネットにおいて、資金決済システムの将来像

について多面的・多角的な視点で議論を行う「資金決済システムの将来

像に関するスタディグループ」を設置し、様々な関係者との議論を開始

しました。 

指標⑧ 
金融行政への活用を前提とした、アカデミアとの連携強化による

データ分析等を用いた学術的成果を得るための取組 
【達成】 

 6 年度目標 アカデミアと連携したデータ分析の実施 

 6 年度実績 

・金融行政上の重要な諸課題について、学者等と連携してデータ等を活用

しつつ分析・研究を実施しました。また、金融市場及び金融行政に関す

る学術と実務の先端的知見の蓄積等を目的として、国立大学法人東京大

学と締結した連携協力に関する基本協定に基づき、データ等を分析し、

研究プロジェクトを進めました。 

参考指標 

指標① ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスクの受付状況 

 6 年度実績 

・6 年度においては 232 件の相談を受け付け、平均回答日数 5 営業日以内

を維持するなど、引き続き、新規事業実施の支援に精力的に取り組みま

した。 

指標② ＦｉｎＴｅｃｈ実証実験ハブの支援実施状況 

 6 年度実績 ・6 年度においては、6 件の新たな実証実験に関する相談に対応しました。 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ａ（目標達成） 

【判断根拠】 新たな金融サービスの育成普及に向けて、フィンテック

事業者や金融機関に対する支援を継続的に実施しました

（測定指標①）。 

金融機関のＡＩの利活用やＤＸ等を支援すべく、国内外

のフィンテック事業者等と金融機関との連携強化のための

ミートアップの開催や、検査等を通じたＩＴガバナンスの

向上に向けた対話等を行いました（測定指標②）。 
国外で開催される主要なフィンテックイベントへの参

加、登壇を通じて、海外金融当局やフィンテック事業者と

の連携を強化しました（測定指標③）。 
「Ｊａｐａｎ Ｆｉｎｔｅｃｈ Ｗｅｅｋ」やミートアッ

プの開催等を通じて、国内外のフィンテック事業者と国内

金融機関との連携強化に向けた支援を行いました（測定指

標③）。 
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暗号資産交換業者が、ＩＥＯ銘柄や本邦初の暗号資産を

取り扱う場合、利用者保護に配慮しつつ、迅速な取扱いが

実現できるよう、審査を行う日本暗号資産等取引業協会と、

更なる改善策を検討しました（測定指標④）。 
令和 6 年 5 月に成立した「金融商品取引法及び投資信託

及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」の施行

に向けて、ＰＴＳ運営業務のうち、セキュリティトークン

を含む流動性の低い非上場有価証券のみを扱い、かつ、取

引規模が限定的である場合について、認可を要さず第一種

金融商品取引業の登録のみで運営可能とする制度整備を含

む政府令等の改正を行いました（測定指標⑤）。 
ブロックチェーン国際共同研究プロジェクトを継続し、

研究結果を国内外の事業者等との意見交換に活用すること

等を通じて、ブロックチェーン／Ｗｅｂ3.0 領域での健全

なビジネスの発展等に貢献しました（測定指標⑥）。 
関係者との意見交換やヒアリングを通じて、我が国の決

済・取引におけるシステム・サービスの更なる高度化や利

便性の向上に向けた検討を進めました。（測定指標⑦）。 
アカデミアとの連携強化によるデータ分析等を用いた学

術的成果を得るための取組に関して、金融行政上の重要な

諸課題について、学者等と連携してデータ等を活用しつつ

分析・研究を行うこと等を通じて、学術研究の発展に貢献

し、金融行政の高度化につなげました（測定指標⑧）。 
以上の通り、令和 6 年度に設定した全ての測定指標で目

標を達成したため、「Ａ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 金融行政の目標を実現するため、金融機関のＡＩの利活

用やＤＸへの推進を行いつつ、フィンテック事業者への支

援を強化していくことを通じて、デジタルを前提とした新

たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦略的な対応を

実施する必要があります。 

【 効率性】 庁内だけではなく、海外金融当局やフィンテック事業者、

アカデミアなどの外部との連携を通じて、デジタルを前提

とした新たな社会がもたらす環境変化に伴う戦略的な対応

を効率的に進めることができたと考えています。 

【 有効性】 新たな金融サービスの育成普及に向けて、フィンテック

事業者や金融機関に対する支援を行うことや、国内外のフ

ィンテック事業者等と金融機関との連携強化のためのミー

トアップの開催等を通じた金融機関のＡＩの利活用やＤＸ

等の支援を行うことなどは、デジタルを前提とした新たな

社会がもたらす環境変化に伴う戦略的な対応に有効であっ

たと考えています。 
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今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

【測定指標】 

金融機関のＡＩの利活用やＤＸを推進し、また、利用者保

護やシステムの安全性を確保しつつ、各金融機関による特

色ある金融サービスの提供を促すことで個人や企業にとっ

ての利便性を高め、社会全体の生産性向上につなげるため

には、様々なスタートアップ企業や金融機関、事業会社、

業界団体と密に意見交換を行い、取り組むべき課題の特定

とその解決に努めていくことが必要です。 

上記を踏まえ、デジタルを前提とした新たな社会がもた

らす環境変化を踏まえた戦略的な対応を講じるため、引き

続き取組を進めていきます。 

①次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

②次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

③次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

④次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

⑤令和 6 年 5 月にセキュリティトークンに関する事業環境

整備を図る改正法が成立（令和 6 年 11 月施行）したた

め、令和 7 年度以降は測定指標から削除します。 

⑥次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

⑦次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

⑧次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 生成ＡＩやフィンテック等の新たな展開に向けた対応 

 

・金融機関のＡＩ活用に関するユースケースや課題認識、ガバナンス確立

に向けた取組事例等について整理を行い、事業者との対話に資するディ

スカッションペーパーの策定を行いました。 
・ディスカッションペーパーで言及した AI 活用に関する金融機関の取組

事例の共有や、規制面を含む論点の深堀りを行う官民ステークホルダー

との議論の場として、第一回「金融庁 AI 官民フォーラム」を開催しま

した（令和 7 年 6 月）。 
・監査業界における生成ＡＩ利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題に

ついて調査研究を実施しました。 
・ＡＩを活用した分析を継続し、ＡＩの特性等に係る理解を深め、リスク

分析や金融機関のモニタリングへのＡＩ活用など、金融庁における健全

なＡＩの利活用を検討しました。また、ＡＩを活用した分析事例として、

「ＡＩ技術を用いたテキストデータの解析検証」等の分析事例を「ＦＳ
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Ａ Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ Ｎｏｔｅｓ―金融庁データ分析事例集―」

において公表しました。 
・東京大学大学院工学系研究科と連携して、「金融領域における大規模言語

モデルの評価の進展とＲｅｔｒｉｅｖａｌ-Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｇｅｎ

ｅｒａｔｉｏｎによる精度向上に向けた取り組み」に関する調査研究を

行いました。 
・ＦＳＢにおいて、令和 6 年末から令和 7 年初頭にかけてＡＩ関連の報告

書を策定・公表しており、ＩＦＩＡＲにおいても、令和 7 年 3 月にＡＩ

を含むデジタル技術の活用状況等に関するレポートが公表されたとこ

ろ、国内動向を踏まえ、これらの策定・公表に向けた国際的な議論に貢

献しました。 
・新たな金融サービスの育成・普及に向けて、ＦｉｎＴｅｃｈサポートデ

スクやＦｉｎＴｅｃｈ実証実験ハブ等を通じて、フィンテック事業者や

金融機関に対する支援を行いました。 
・令和 7 年 3 月に「Ｊａｐａｎ Ｆｉｎｔｅｃｈ Ｗｅｅｋ ２０２５」を

開催しました。地方や海外を含め延べ約 20,000 人が、自治体や業界団

体、大使館等との連携のもと開催した 80 を超えるフィンテック関連イ

ベントに参加し、多面的な議論とネットワーキングが行われました。 
・主要海外フィンテックイベントでの出張相談（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｆｉ

ｎｔｅｃｈ Ｆｅｓｔｉｖａｌ等）や海外フィンテック事業者が入居す

るフィンテック集積拠点ＦＩＮＯＬＡＢにおける相談、海外事業者が多

く参加した国内イベントにおける出張相談（「ＧＦＴＮ Ｆｏｒｕｍ Ｊ
ａｐａｎ」や「ＳｕＳｈｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ」等）を通じて、日本

市場進出を企図する海外フィンテック事業者の支援を行い、英語での法

令照会対応を強化しました。 
・令和 6 年 6 月及び 12 月にフィンテック企業等と金融庁職員の双方向の

コミュニケーションを行うミートアップを開催したほか、令和 7 年 3 月

の「Ｊａｐａｎ Ｆｉｎｔｅｃｈ Ｗｅｅｋ 2025」開催期間に合わせ、各

国大使館、業界団体と連携したミートアップを開催し、国内外のフィン

テック事業者等のステークホルダーとの連携強化に向けた支援を行い

ました。 
・海外フィンテックカンファレンス（アメリカ、シンガポール、タイ、ア

ラブ首長国連邦、スイス、韓国、カナダ等）への参加や各国当局者との

意見交換等を通じて、技術やビジネス動向等に関する情報収集に努めま

した。 
・金融サービス仲介業については、利用者の保護等を確保しつつ発展する

よう、事業者からの登録に関する事前相談対応等、事業者支援について

丁寧に対応しました。 
・分散型金融システムの健全な発展に向けて、ＢＧＩＮの第 11 回会合（令

和 6 年 10 月）、第 12 回会合（令和 7 年 3 月）における議論に積極的に

貢献しました。 
・送金・決済・与信サービス等の利用者・利用形態の広がりや、新たな金

融サービスの登場を踏まえ、金融審議会「資金決済制度等に関するワー
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キング・グループ」において、利用者保護等に配慮しつつ、適切な規制

のあり方について制度面も含めた検討を行い、報告書をとりまとめ公表

した（令和 7 年１月）。同報告書の提言を踏まえ、暗号資産交換業者等に

対する資産の国内保有命令の導入、暗号資産等取引に係る仲介業の創

設、国境を跨ぐ収納代行のうち一定のものへの規制の適用等の措置を講

ずる「資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出し

（令和 7 年 3 月）、同国会において成立しました（令和 7 年 6 月）。 
② 暗号資産取引等やＷｅｂ3.0 の健全な発展 

 

・ステーブルコインの円滑な発行・流通に向けた環境整備が進むよう、仲

介業である電子決済手段等取引業及び電子決済等取扱業の登録審査に

関し、希望事業者との対話を円滑に実施するなど、迅速な登録審査を進

め、令和 7 年 3 月に国内初の電子決済手段等取引業者１者を登録しまし

た。 
・暗号資産交換業の売買、交換に係る媒介の業該当性の明確化に関する事

務ガイドラインの改正を実施しました（令和 6 年 9 月）。 
・ＬＰＳ（投資事業有限責任組合）が暗号資産を取得・保有する場合の暗

号資産交換業該当性について検討を行いました。また、ＬＰＳを含むプ

ロ向けのトークン販売に関する枠組みについて、事務ガイドラインの改

正を実施しました（令和 7 年 4 月）。 
・暗号資産交換業者が、ＩＥＯ銘柄や本邦初の暗号資産を取り扱う場合、

利用者保護に配慮しつつ、迅速な取扱いが実現できるよう、審査を行う

日本暗号資産等取引業協会と更なる改善策に関し検討を行いました。 
・暗号資産の発行について、業界における実務的な検討を踏まえつつ、Ａ

ＳＢＪにおいて適切に検討が行われるよう後押ししました。 
・Ｗｅｂ3.0 関連ビジネスの会計・監査について、「第２回 Web3.0関連ビ

ジネスの会計・監査に関する事業者・監査人共同フォーラム」（主催：日

本公認会計士協会・日本暗号資産ビジネス協会等）の開催など、業界団

体等の取組を後押ししました。 
・令和 6 年 5 月に公布された「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人

に関する法律の一部を改正する法律」の施行に向け、セキュリティトー

クンを含む流動性の低い非上場有価証券のみを扱い、かつ、取引規模が

限定的である私設取引システム運営業務について、認可を要さず第一種

金融商品取引業の取得のみで運営が可能となる制度整備を含む政府令

等の改正を行いました（令和 6 年 11 月 21 日施行）。 
・ＦＳＢハイレベル勧告及びＩＯＳＣＯ勧告等を踏まえて、グローバルに

一貫した形で実効的に規制監督枠組みが実施されるように、ＦＳＢのア

ジア地域諮問グループ会合（ＲＣＧＡ）とＩＯＳＣＯのアジア太平洋地

域委員会（ＡＰＲＣ）との間の連携・協力を主導するなど、非ＦＳＢ参

加法域へのアウトリーチを含む国際的な議論に貢献し、海外当局と連携

しました。 
・国内外における暗号資産に関する取引の動向等を踏まえ、暗号資産に関

連する制度の検証を行い、その結果としてディスカッション・ペーパー

を公表しました（令和 7 年 4 月 10 日）。 
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・ブロックチェーン国際共同研究プロジェクト「金融セクターにおけるプ

ログラム化（トークン化）の進展とＲｅｇｔｅｃｈ／Ｓｕｐｔｅｃｈへ

の活用可能性に関する研究（株式会社クニエとの合同研究）」を通じて、

ブロックチェーン／Ｗｅｂ3.0 領域での健全なビジネスの発展等に貢献

しました。 
③ 決済・取引インフラの高度化 

 

・令和 5 年 10 月に発生した全銀システムの障害に関して、全銀ネット等

による改善・再発防止策の取組等の進捗状況の定期的な確認を通じて、

フォローアップを行いました。 

・次期全銀システムに関しては、上記の改善・再発防止策の取組等の進捗

状況も考慮した上で、幅広い関係者による検討に引き続き参画し、基盤

のオープン化を含む更改やＡＰＩゲートウェイの導入を後押ししまし

た。また、全銀ネットが進めるシステム開発作業について、ＦＭＩ原則

や監督指針を踏まえつつ、安全性確保の観点から必要な対応を促しまし

た。 

・全銀システムや「ことら送金サービス」への参加事業者の拡大状況や利

用状況等について、関係者との丁寧な対話を行い、令和 6 年 10 月に初

めて資金移動業者が全銀システムに加盟しました。また、令和 7 年 4 月

に初めて資金移動業者がことら送金サービスで利用可能となりました。 

・金融機関の取引先企業のＤＸの推進や生産性向上の観点から、ＤＩ-ＺＥ

ＤＩや金融ＧＩＦに対応する会計ソフト等の開発・普及といった、請求・

決済分野のデータ連携の取組を官民一体となって推進しました。 

・「手形・小切手機能の「全面的な電子化」に関する検討会」(事務局：全

国銀行協会）において金融機関の手形・小切手の電子化に向けた対応状

況を把握し、他省庁や金融機関関係団体と連携し、金融界の自主行動計

画の着実な進展を後押ししました。 

・諸外国の決済・取引インフラにおける高度化の取組等を踏まえつつ、関

係者との意見交換やヒアリングを通じて、我が国の決済・取引における

システム・サービスの更なる高度化や利便性の向上に向けた検討を進め

ました。そのうえで、全銀ネットにおいて、資金決済システムの将来像

について多面的・多角的な視点で議論を行う「資金決済システムの将来

像に関するスタディグループ」を設置し、様々な関係者との議論を開始

しました。 

・ＣＢＤＣについて、関係府省庁・日本銀行連絡会議における中間整理（令

和 6 年 4 月 17 日公表）や第２次中間整理（令和 7 年 5 月 22 日公表）、

日本銀行のパイロット実験等に関する議論に貢献しました。 

・金融庁電子申請・届出システムについて、利用者のニーズや政府方針を

踏まえつつ、ユーザーインターフェース（ＵＩ）改善、サポートデスク

機能の強化など更なる利便性の向上に向けてシステム整備等を行いま

した。 

・災害時・相続時の口座照会や一つの金融機関を経由した他金融機関の口

座への付番、公金受取口座の金融機関経由での登録受付等について、関

係省庁や預金保険機構、業界団体等と連携し、業務フローやシステム対
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応等に係る準備を行い、円滑な制度開始に取り組みました。 

・業界団体等に対しマイナンバーカードの活用等に向けた周知を依頼する

こと等を通じ、金融機関における従業員のマイナンバーカードの取得に

加え、利活用の促進や金融機関における公的個人認証の活用促進を図り

ました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 78 69 80 81 

補正予算 - 8 9 - 

繰 越 等 - -   

合 計 78 77   

執行額（百万円） 72 60   

                 

学識経験を有する者

の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23

日） 

                  

政策評価を行う過程 

において使用した 

資料その他の情報 

 

【測定指標⑥】 

・「金融セクターにおけるプログラム化（トークン化）の進展とＲｅ 
ｇｔｅｃｈ／Ｓｕｐｔｅｃｈへの活用可能性に関する研究」研究結

果報告書（令和 6 年 12月 19 日公表） 

・「ＡＩディスカッションペーパー」（令和 7 年 3 月 4日公表） 

・「金融領域における大規模言語モデルの評価の進展とＲｅｔｒｉｅ

ｖａｌ-Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎによる精度向上に

向けた取り組み」（令和 7 年 1 月公表） 

 

                  

担当部局名 

総合政策局 

総合政策課、IFIAR 戦略企画室、研究開発室、情報化統括室、国際

室、リスク分析総括課、フィンテック参事官室（イノベーション推

進室、暗号資産モニタリング室、金融サービス仲介業室）、IT サイ

バー・経済安全保障監理官室、マクロ・データ分析参事官室 

企画市場局 

信用制度参事官室、市場課、企業開示課 

監督局 

総務課、銀行第一課、銀行第二課、協同組織金融室、地域金融企画

室 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（横断的施策－2） 

施策名 サステナブルファイナンスの推進 

 施策の概要 
サステナブルファイナンスを推進するため、企業開示の充実、市場機

能の発揮、金融機関の機能発揮等を促す。 

達成すべき目標 

サステナブルファイナンスの推進を通じ、ＧＸを含む経済・社会の

変革・成長を金融面から支援する取組を幅広く支援するとともに、関

係省庁・地方公共団体・民間事業者と連携し、我が国の様々な取組・

貢献について、国際的に積極的な発信を行う 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

気候変動などの社会・環境課題の重要性が増す中、新たな産業・社会

構造への転換を促し、持続可能な社会を実現するための金融（サステ

ナブルファイナンス）の推進が不可欠となっている。 

【根拠】 

・経済財政運営と改革の基本方針 2024（令和 6 年 6 月 21 日閣議決

定） 

・新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版

（令和 6 年 6 月 21 日閣議決定） 

・サステナブルファイナンス有識者会議第四次報告書（令和 6 年 7

月 9 日公表） 
                 

測定指標 

指標① [主要]企業開示の充実 【達成】 

 6 年度目標 企業のサステナビリティ開示の充実と信頼性の確保 

 6 年度実績 

・令和 7 年 3 月のサステナビリティ基準委員会（ＳＳＢＪ）によるサステ

ナビリティ開示基準の最終化にあたり、ＳＳＢＪをはじめとする関係者

と連携し、我が国のサステナビリティ関連情報が国際的な比較可能性を

もち、資本市場からの信頼が得られるものとなるように取り組みました。 

・ＩＳＳＢのサステナビリティ開示基準設定に対し、国内関係者と連携し

ながら、国際的な議論への参画や意見発信などの取組を進めました。具

体的には、ＩＳＳＢでのリサーチプロジェクトについて、ＩＦＲＳ財団

における国際会議等の場で我が国の人的資本開示の取組について説明す

るなど、投資家のニーズを充足した基準開発に貢献しました。【再掲（施

策Ⅲ－2）】 

・令和 5 年度からの議論を継続し、令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月末まで

に金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワ

ーキング・グループ」を計 4 回開催し、東証プライム市場上場会社の全

部又は一部を対象に、国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）が
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定めるサステナビリティ開示基準と機能的な整合性が確保された国内基

準に基づく開示を義務付けること、当該開示に対する第三者保証を義務

付けること等について検討を進めました。【再掲（施策Ⅲ－2）】 

・第三者保証に関しては、より詳細に議論を行うため、令和 7 年 2 月、同

ワーキング・グループの下に「サステナビリティ情報の保証に関する専

門グループ」を新たに設置し、サステナビリティ保証業務実施者に求め

られる規律の在り方等について議論を行い、検討を進めました。【再掲（施

策Ⅲ－2）】 

・有価証券報告書におけるコーポレートガバナンス及びサステナビリティ

開示等の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集 2024」を公

表しました（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3 月最終更新）。また、記載

内容の適正性の確保に努めるため、有価証券報告書レビューを実施し、

識別された課題及び留意事項等並びにサステナビリティや政策保有株式

等に関する開示の課題対応にあたって参考となる開示例集の公表を行い

ました（令和 7 年 4 月）。あわせて、企業等に対する開示充実のためのセ

ミナー等に参加し、取組の発信を行いました。【再掲（施策Ⅲ－2）】 

指標② [主要]市場機能の発揮 【達成】 

 6 年度目標 透明性の高いデータ基盤の整備 

 6 年度実績 

・サステナビリティに係るデータ等の実態把握を行い、データの整備のあ

り方等について、国際的な議論・取組も踏まえつつ、官民が連携して検

討を進めました。 

・Ｎｅｔ-Ｚｅｒｏ Ｄａｔａ Ｐｕｂｌｉｃ Ｕｔｉｌｉｔｙ(ＮＺＤＰＵ)

の充実に向けた議論に参加し、我が国における利活用や課題に関する情

報収集を行い、更なる発展について検討を行いました。 

・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省と共同で開催した「気候

変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会」

における意見交換を踏まえ、気候変動に係るデータとその利活用に向け

た課題と今後の期待に関する主な意見を記載した「気候変動リスク・機

会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会 課題と関係者の今

後の取組への期待」を公表しました（令和 6 年 7 月）。 

・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省と共同で「気候変動関連

データ活用と適応に関する実践パネル」を開催し、データの利活用を含

む関係者の取組事例や課題感等を共有しつつ、協働の可能性等を議論す

べく、検討を進めました。 

・「ＥＳＧ評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価

機関等リストを更新・公表しました（令和 6 年 7 月・令和 7 年 2 月）。ま

た、「ＥＳＧ評価・データ提供機関に係る行動規範」に賛同したＥＳＧ評

価・データ提供機関における態勢整備の状況等について実態把握を行い
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ました。 

 

指標③ [主要] 金融機関の機能発揮 【達成】 

 6 年度目標 金融機関による脱炭素に向けた企業支援等の推進 

 6 年度実績 

・リソースやノウハウ等が不足する中堅・中小企業における脱炭素の取組

を支援するため、関係省庁と連携し、補助事業の展開支援等を進めまし

た。 

・「カーボン・クレジットの取扱いに関するＱ＆Ａ」を改訂し、ＧＸリーグ

における超過削減枠が、各業法の業務範囲規制における算定割当量「そ

の他これに類似するもの」に該当する旨等を明確化しました（令和 6 年

6 月）。 

・「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検

討会」での議論を踏まえ、カーボン・クレジット取引の透明性・健全性

向上に係る論点整理として、報告書を公表しました（令和 7 年 6 月）。 

・経済産業省・環境省と連携し、「クライメート・トランジション・ファイ

ナンスに関する基本指針」を改訂しました（令和 7 年 3 月）。 

・「アジアＧＸコンソーシアム」における議論内容について、令和 6 年 10

月に対外発信を行い、トランジション・ファイナンスの推進に取り組み

ました。 

・国際的な議論、民間の動向把握を通じて、気候関連金融リスクや金融の

役割の考察を行いました。 

・金融機関においてＴＣＦＤ提言に基づき実施しているシナリオ分析に関

する業態間での比較調査等を行い、公表しました。 

指標④ [主要]その他の横断的課題 【達成】 

 6 年度目標 インパクト投資の実践・拡大 

 6 年度実績 

・「インパクトコンソーシアム」の第１回総会及び「インパクトフォーラ

ム」を開催しました（令和 6 年 5 月）。また、以下の 4 つの分科会を開催

し、とりまとめを行いました（令和 7 年 6 月）。 

 データ・指標分科会：関係者のニーズを踏まえ、既存のインフラでは

不足しているデータ・指標や分野等を特定し、望ましいデータベース

のあり方についてとりまとめました。 

 市場調査・形成分科会：上場市場におけるインパクト投資やインパク

ト評価を企業価値向上につなげる企業戦略のあり方についてとりま

とめました。 

 地域・実践分科会：地域におけるインパクトの創出について、地域内

外の幅広い関係者間での共通理解を醸成し協働を得る方法論や、イン
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パクトを考慮した事業評価の視点等についてとりまとめました。 

 官民連携促進分科会：インパクトスタートアップと地方公共団体の連

携による社会課題の解決の促進のあり方についてとりまとめました。 

 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ａ（目標達成） 

【判断根拠】 改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」（5 年 1 月施

行）を踏まえた対応を行う等、企業におけるサステナビリ

ティ情報開示の充実を図りました（測定指標①）。また、「Ｅ

ＳＧ評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表

明した評価機関等リストを更新・公表し、実態把握を行う

等、データ等の品質・透明性の向上等を図りました（測定

指標②）。加えて、カーボン・クレジット取引の透明性・健

全性向上に係る論点整理や「アジアＧＸコンソーシアム」

を通じたトランジション・ファイナンスの推進等、金融機

関による脱炭素に向けた企業支援等を推進しました（測定

指標③）。さらに、「インパクトコンソーシアム」において

地域の取組事例や投資手法をとりまとめる等、インパクト

投資の実践・拡大を図りました（測定指標④）。 

上記の結果のとおり、主要な測定指標において目標を達

成したため、「Ａ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 国際動向も踏まえつつ、気候変動をはじめとした環境・

社会の課題への対応において金融の役割への期待が高まっ

ており、日本のサステナブルファイナンス推進に向けて対

応を更に進める必要があると考えています。 

【 効率性】 サステナブルファイナンスの推進に係る取組について

は、検討会等での議論を整理し、関係省庁と密接に連携を

図ることで効率的な業務実施を行いました。 

【 有効性】 サステナブルファイナンスの推進は、金融を通じて社会

経済の解決を促すことで、わが国経済の持続可能性向上に

有効であると考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

【 施 策 】 

 

 

 

【測定指標】 

経済社会の持続可能性確保に向けた取組の重要性は高ま

っており、サステナブルファイナンスについて一層の推進

が必要です。 

サステナブルファイナンスを推進するため、企業開示の

充実を図り、トランジション・ファイナンスやインパクト

投資等について議論を深めるなど、包括的に施策を進めて

いきます。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じ指

標の見直しを検討します。 
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主な事務事業の取組内容・評価 

① 企業のサステナビリティ開示の充実と信頼性の確保 

 

・令和 5 年度から議論を継続し、令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月末までに

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワー

キング・グループ」を計 4 回開催し、東証プライム市場上場会社の全部

又は一部を対象に、国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）のサ

ステナビリティ開示基準と機能的な整合性が確保された国内基準に基づ

く開示と第三者保証の導入に係るロードマップのほか、これらに関連す

る論点について検討を進めました。【再掲（施策Ⅲ－2）】 

・第三者保証に関しては、より詳細に議論を行うため、令和 7 年 2 月、同

ワーキング・グループの下に「サステナビリティ情報の保証に関する専

門グループ」を新たに設置し、サステナビリティ保証業務実施者に求め

られる規律の在り方等について議論を行い、検討を進めました。【再掲（施

策Ⅲ－2）】 

・ＩＳＳＢのサステナビリティ開示基準設定に対し、国内関係者と連携し

ながら、国際的な議論への参画や意見発信などの取組を進めました。具

体的には、ＩＳＳＢでのリサーチプロジェクトについて、ＩＦＲＳ財団

における国際会議等の場で我が国の人的資本開示の取組について説明す

るなど、投資家のニーズを充足した基準開発に貢献しました。【再掲（施

策Ⅲ－2）】 

・有価証券報告書におけるコーポレートガバナンス及びサステナビリティ

開示等の好事例を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集 2024」を公

表しました（令和 6 年 11 月公表、令和 7 年 3 月最終更新）。また、記載

内容の適正性の確保に努めるため、有価証券報告書レビューを実施し、

識別された課題及び留意事項等並びにサステナビリティや政策保有株式

等に関する開示の課題対応にあたって参考となる開示例集の公表を行い

ました（令和 7 年 4 月）。あわせて、企業等に対する開示充実のためのセ

ミナー等に参加し、取組の発信を行いました。【再掲（施策Ⅲ－2）】 

② 透明性の高いデータ基盤の整備 

 

・サステナビリティに係るデータ等の実態把握を行い、データの整備のあ

り方等について、国際的な議論・取組も踏まえつつ、官民が連携して検

討を進めました。 

・Ｎｅｔ-Ｚｅｒｏ Ｄａｔａ Ｐｕｂｌｉｃ Ｕｔｉｌｉｔｙ(ＮＺＤＰＵ)

の充実に向けた議論に参加し、我が国における利活用や課題に関する情

報収集を行い、更なる発展について検討を行いました。 

・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省と共同で開催した「気候

変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会」
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における意見交換を踏まえ、気候変動に係るデータとその利活用に向け

た課題と今後の期待に関する主な意見を記載した「気候変動リスク・機

会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会 課題と関係者の今

後の取組への期待」を公表しました（令和 6 年 7 月）。 

・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省と共同で「気候変動関連

データ活用と適応に関する実践パネル」を開催し、データの利活用を含

む関係者の取組事例や課題感等を共有しつつ、協働の可能性等を議論す

べく、検討を進めました。 

・「ＥＳＧ評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価

機関等リストを更新・公表しました（令和 6 年 7 月・令和 7 年 2 月）。ま

た、「ＥＳＧ評価・データ提供機関に係る行動規範」に賛同したＥＳＧ評

価・データ提供機関における態勢整備の状況等について実態把握を行い

ました。 

③ 金融機関による脱炭素に向けた企業支援等の促進 

 

・リソースやノウハウ等が不足する中堅・中小企業における脱炭素の取組

を支援するため、関係省庁と連携し、補助事業の展開支援等を進めまし

た。 

・「カーボン・クレジットの取扱いに関するＱ＆Ａ」を改訂し、ＧＸリーグ

における超過削減枠が、各業法の業務範囲規制における算定割当量「そ

の他これに類似するもの」に該当する旨等を明確化しました（令和 6 年

6 月）。 

・「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検

討会」での議論を踏まえ、カーボン・クレジット取引の透明性・健全性

向上に係る論点整理として、報告書を公表しました（令和 7 年 6 月）。 

・経済産業省・環境省と連携し、「クライメート・トランジション・ファイ

ナンスに関する基本指針」を改訂しました（令和 7 年 3 月）。 

・「アジアＧＸコンソーシアム」における議論内容について、令和 6 年 10

月に対外発信を行い、トランジション・ファイナンスの推進に取り組み

ました。 

・国際的な議論、民間の動向把握を通じて、気候関連金融リスクや金融の

役割の考察を行いました。 

・金融機関においてＴＣＦＤ提言に基づき実施しているシナリオ分析に関

する業態間での比較調査等を行い、公表しました。 

④ インパクト投資の実践・拡大 

 

・「インパクトコンソーシアム」の第１回総会及び「インパクトフォーラ

ム」を開催しました（令和 6 年 5 月）。また、以下の 4 つの分科会を開催

し、とりまとめを行いました（令和 7 年 6 月）。 

 データ・指標分科会：関係者のニーズを踏まえ、既存のインフラでは
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不足しているデータ・指標や分野等を特定し、望ましいデータベース

のあり方についてとりまとめました。 

 市場調査・形成分科会：上場市場におけるインパクト投資やインパク

ト評価を企業価値向上につなげる企業戦略のあり方についてとりま

とめました。 

 地域・実践分科会：地域におけるインパクトの創出について、地域内

外の幅広い関係者間での共通理解を醸成し協働を得る方法論や、イン

パクトを考慮した事業評価の視点等についてとりまとめました。 

 官民連携促進分科会：インパクトスタートアップと地方公共団体の連

携による社会課題の解決の促進のあり方についてとりまとめました。 

 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 54 38 31 67 

補正予算 125 147 140 - 

繰 越 等 - ▲47   

合 計 179 139   

執行額（百万円） 169 170   

                 

学識経験を有する者 

の知見の活用 
政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9日～6月 23日） 

                  

政策評価を行う過程 

において使用した 

資料その他の情報 

・サステナブルファイナンス有識者会議 

https://www.fsa.go.jp/singi/sustainable_finance/index.html 

 

【測定指標①】 

・「記述情報の開示の好事例集 2024」（令和 6 年 11 月 8日公表、令和

7 年 3 月 24日最終更新） 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241227.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250203.html 

 https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250324-2.html 

・有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等（識別さ

れた課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む）及び有価

証券報告書レビューの実施について（令和 7 年度） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250401-

3/20250401.html 

 

【測定指標②】 

・「ＥＳＧ評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した

https://www.fsa.go.jp/singi/sustainable_finance/index.html
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評価機関等リストの公表について（令和 6 年 12 月 31 日時点） 

https://www.fsa.go.jp/singi/esg_hyouka/list.html 

 

【測定指標③】 

・カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る

検討会 

https://www.fsa.go.jp/singi/carbon_credit/index.html 
・「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」

（2025 年版）（令和 7 年 3 月 31 日一部改訂） 
 https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210507_2.html 

・「アジアＧＸコンソーシアム」の設立について（令和 6 年 10 月 2日） 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241002/20241002.html 

 

【測定指標④】 

・インパクトコンソーシアム 

https://impact-consortium.fsa.go.jp 

                  

担当部局名 

総合政策局 

総合政策課、総務課国際室 

企画市場局 

企業開示課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 

 
 
 
  

https://www.fsa.go.jp/singi/esg_hyouka/list.html
https://www.fsa.go.jp/singi/carbon_credit/index.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210507_2.html
https://impact-consortium.fsa.go.jp/


116 
 

令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（横断的施策－3） 

施策名 業務継続体制の確立と災害・サイバーセキュリティへの対応 

 施策の概要 

大規模災害等発生時の金融システム全体における業務継続体制の

確立のため、金融庁の業務継続計画の見直しや関係機関と連携した実

践的な訓練の実施により、自らの業務継続体制の強化を図るととも

に、金融機関等に対しても業務継続計画の検証等により、業務継続体

制の実効性の向上を促していく。近年における大規模な震災や豪雨等

の自然災害及びコロナへの対応として、金融機関に対して、生活や事

業の再建の支援等、金融面での対応を促していく。 

また、金融機関のサイバーセキュリティ管理態勢や IT ガバナンス

の有効性について、検査を含めたモニタリングを通じて検証し、サイ

バーセキュリティ及び IT ガバナンスの強化を促していく。 

さらに、金融システムの維持に必要な業務や多くの利用者が頻繁に

利用するサービスについては、未然防止策を尽くしてもなお中断が起

こりうることを前提に、利用者目線に立ち、代替手段等を通じた早期

復旧や影響範囲の軽減を担保する枠組み（オペレーショナル・レジリ

エンス）を確保するため、同分野について、金融機関における課題の

把握と好事例の収集を行う。 

達成すべき目標 

大規模災害等発生時の金融システム全体（金融庁及び金融機関等）

における業務継続体制の確立を図るとともに、近年における大規模

な震災や豪雨等の自然災害及びコロナによる影響を受けた事業者等

の生活や事業の再建に資すること 

金融機関のサイバーセキュリティ及びオペレーショナル・レジリ

エンス確保に向けた取組を推進すること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

「首都直下地震緊急対策推進基本計画」等において、行政機能の中

核を担う中央省庁には業務継続計画の策定等を通じて業務継続性の

確保を図ることが求められていることを踏まえ、金融庁として、業務

継続性の確保に係る取組を進める。また、大規模災害発生時において、

金融サービス等の機能停止により、商取引に甚大な影響が発生する事

態が生じないよう、金融機関等における業務継続体制の実効性の向上

を促す。 

東日本大震災への対応については、復興は着実に前進してきた一方

で、その状況は地域によって様々であるため、引き続き、状況に応じ

たきめ細やかな対応が必要となっている。金融庁としては、各種施策

の活用状況及び金融面での支援状況等を確認していくとともに、金融

機関による被災地の多様なニーズへの最適な解決策の提案・実行支援

を促す。 
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また、近年における大規模な震災や豪雨等の自然災害への対応につ

いても、被災地の速やかな復旧・復興を進めていく観点から、「自然

災害による被災者の債務整理に関するガイドライン（以下「自然災害

被災者債務整理ガイドライン」という。）」等の活用を促進するととも

に、金融機関が被災地における取引先企業のニーズへのきめ細かな対

応を行うよう促す。なお、令和 3 年 4 月 1 日からは、「個人債務者の

私的整理に関するガイドライン」を自然災害被災者債務整理ガイドラ

インに統合し、同ガイドラインにおいて引き続き支援を実施してい

く。 

コロナへの対応については、自然災害被災者債務整理ガイドライン

を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則（以下「コロナ特

則」という。）により、コロナの影響により既往債務の弁済が困難と

なった個人・個人事業主の生活や事業の再建のための債務整理支援を

実施していく。 

政府としてサイバーセキュリティに関する取組を一層強化する中、

金融市場インフラや金融商品取引所を含めた金融業界全体のサイバ

ーレジリエンス向上を図るべく、各金融機関による「自助」の取組、

金融業界による「共助」の取組、当局による「公助」を一層促進する

とともに、国際的な議論への参画や海外当局等との連携を深化させ

る。 

このほか、決済機能をはじめとする金融システムの維持に必要な業

務や多くの利用者が頻繁に利用するサービスについては、サービスの

中断を未然に防ぐため IT ガバナンスの強化を促すことに加え、シス

テム障害、感染症、自然災害等の事象の発生により、未然防止策を尽

くしてもなお中断が起こりうることを前提に、利用者目線に立ち、代

替手段等を通じた早期復旧や影響範囲の軽減を担保する枠組み（オペ

レーショナル・レジリエンス）の重要性がますます高まっていること

を踏まえ、同分野について、金融機関における課題の把握と好事例の

収集を行う。 

【根拠】 

・主要行等向けの総合的な監督指針 

・東日本大震災からの復興の基本方針（平成 23 年 7 月 29 日） 

・新型インフルエンザ等対策政府行動計画（平成 25 年 6 月 7 日閣議

決定） 

・政府業務継続計画（首都直下地震対策）（平成 26 年 3 月 28 日閣議

決定） 

・新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン（平成 26

年 3 月 31 日） 
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・首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成 27 年 3 月 31 日閣議決

定） 

・平成 30 年 7 月豪雨生活・生業再建支援パッケージ（平成 30 年 8月

2 日） 

・被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ（令和元年 11

月 7 日、2 年 7 月 30 日） 

・令和 3 年 7 月 1 日からの大雨に係る支援策とりまとめ（令和 3 年 7

月 30 日） 

・令和 4 年福島県沖を震源とする地震に係る支援策とりまとめ（令和

4 年 4 月 8日） 

・国土強靱化基本計画（令和 5 年 7 月 28 日閣議決定） 

・被災者の生活と生業支援のためのパッケージ（令和 6 年 1 月 25 日） 

・国土強靱化年次計画 2024（令和 6 年 7 月 26日国土強靱化推進本部

決定） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 

                 

測定指標 

指標① 
[主要] 災害等発生時における金融行政の継続性確保のための取

組 
【達成】 

 6 年度目標 
「政府業務継続計画（首都直下地震対策）」等を踏まえ金融庁業務継続計

画等の実効性を検証し、必要に応じて見直しを実施 

 6 年度実績 
・「金融庁業務継続計画（首都直下地震対応編）」等の実効性を検証し、非

常時優先業務等マニュアルについて必要な見直しを実施しました。 

指標② [主要]災害等発生時に備えた訓練 【達成】 

 6 年度目標 金融行政の継続確保の観点から、関係機関と連携して実践的な訓練を実施 

 6 年度実績 

・関係機関と連携して実践的な訓練を実施することにより、金融庁業務継

続計画等の実効性を検証しました。 

 

指標③ [主要]業界横断の業務継続訓練の実施 【達成】 

 6 年度目標 訓練の実施 

 6 年度実績 
・銀行業界における横断的訓練及び三市場（外国為替市場、証券市場及び

短期金融市場）合同の横断的訓練を実施しました。 

指標④ 情報セキュリティ対策の向上に向けた情報提供の実施状況 【達成】 

 6 年度目標 金融機関の情報セキュリティ対策の向上に向けた情報提供を実施 

 6 年度実績 

・金融庁・日本銀行において、地域金融機関・保険会社・証券会社等向け

の点検票に基づく自己評価結果を収集・分析し、他の金融機関対比での

位置付けや改善すべき領域に関する情報を還元することで、これらの金
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融機関の自主的なサイバーセキュリティの強化を促しました。 

指標⑤ 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習の参加金融機関数 【達成】 

 6 年度目標 170 社 

 6 年度実績 

・金融業界全体のインシデント対応能力の更なる向上を図るため、最新の

サイバー攻撃の脅威動向を反映したシナリオの下、金融業界横断的なサ

イバーセキュリティ演習（Ｄｅｌｔａ ＷａｌｌⅨ）を実施し、170 の金

融機関が参加しました。 

指標⑥ 
［主要］IT ガバナンス（システムの統合・更改プロジェクトの管

理態勢を含む）の強化を促すモニタリングの実施 
【達成】 

 6 年度目標 検査を含めたモニタリングの実施 

 6 年度実績 

・金融機関のＩＴガバナンスについて、検査を含めたモニタリングを通

じ、その強化を促すとともに、金融機関の規模に応じて、グループ・グ

ローバルベースでのＩＴ戦略を把握の上、その課題を確認しました。 

指標⑦ 
［主要］オペレーショナル・レジリエンスの確保に向けた金融機関

との対話継続 
【達成】 

 6 年度目標 金融機関とのヒアリングを実施 

 6 年度実績 

・利用者目線に立った代替手段等を通じた早期復旧や影響範囲の軽減を

担保する枠組み（オペレーショナル・レジリエンス）の実効性確保に向

けて、ディスカッション・ペーパーや監督指針に基づき、大手金融機関

等の実態把握や対話を実施しました。 

指標⑧ 
金融機能強化法（東日本大震災に関する特例）に基づき資本参加

を決定した金融機関に対する適切なフォローアップの実施 
【達成】 

 6 年度目標 

金融機能強化法（東日本大震災に関する特例）に基づき資本参加を決定し

た金融機関について、適切なフォローアップを実施し、経営強化計画等の

履行状況を半期ごとに公表 

 6 年度実績 

・金融機能強化法（震災特例）に基づき資本参加を実施した金融機関につ

いては、それぞれの営業地域において金融仲介機能の発揮を確保する観

点から、適切なフォローアップを行うとともに、計画の履行状況を半期

毎に公表しました。 

指標⑨ 
自然災害被災者債務整理ガイドライン（コロナ特則を含む。）の運

用支援 
【達成】 

 6 年度目標 
自然災害被災者債務整理ガイドライン（コロナ特則を含む。）の運用支援・

周知広報 

 6 年度実績 

・金融機関に対し、住宅ローン等の債務を抱えた被災者の生活・事業再建

の支援施策として、自然災害被災者債務整理ガイドライン（コロナ特則

を含む。以下同じ。）の活用を促しました。 

・本ガイドラインに基づく債務整理を行う場合における弁護士等の登録

支援専門家による手続支援に要する経費等の補助を行いました。 

・本ガイドラインの活用促進に関し、政府広報オンラインによる周知や、
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令和 6 年能登半島地震の被災者に活用されるよう、金融機関等へのリー

フレット配布、新聞広告、テレビ CM 等による周知広報を実施しました。 

指標⑩ 
被災者からの相談を受け付ける相談ダイヤルを活用した各種災害

時における被災者からの相談等の受付 
【達成】 

 6 年度目標 
各種災害が発生した際に、被害状況等を踏まえ、必要に応じて相談ダイヤ

ルを設置 

 6 年度実績 

・令和 6 年 1 月に設置した「令和 6 年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」

により、被災者等からの金融機関との取引に関する相談等を受け付けま

した。 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ａ（目標達成） 

【判断根拠】 上記測定指標に記載のとおり、全ての項目において目標

を達成しており、大規模災害等発生時の金融システム全体

（金融庁及び金融機関等）における業務継続体制の確立

等、達成すべき目標に掲げた内容を満たしていることか

ら、評価結果は「Ａ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 大規模災害等発生時の金融システム全体（金融庁及び金

融機関等）における業務継続体制の確立、金融機関のサイ

バーセキュリティ及びオペレーショナル・レジリエンス確

保（以下「大規模災害等発生時の金融システム全体におけ

る業務継続体制の確立等」という。）は、金融システムの維

持において重要であるため、引き続き取組を行っていく必

要があります。 

また、被災地の速やかな復旧・復興を進めていく観点か

ら、「自然災害被災者債務整理ガイドライン」等の活用を促

進するとともに、金融機関が被災地における取引企業のニ

ーズへのきめ細かな対応を行うよう促していく必要があ

ります。 

【 効率性】 施策の実施において、現状を把握・分析した上で、必要

性に応じて取組を実施するなど、効率的に取組を行いまし

た。 
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【 有効性】 大規模災害等発生時の金融システム全体における業務

継続体制の確立等に係る取組は、金融庁や金融機関におけ

る対策の実効性の向上に資するなど有効であると考えて

います。 

また、災害への対応については、自然災害による被災者

の生活・事業の再建に一定の役割を果たしており、有効で

あると考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

【測定指標】 

大規模災害等発生時の金融システム全体における業務

継続体制の確立等について、金融庁や金融機関における対

策の実効性の更なる向上等に向けて、これまでの取組の結

果や金融を取り巻く環境の変化等を踏まえつつ、訓練・演

習や金融機関との対話等の取組を継続的に実施する必要

があります。 

また、災害への対応については、被害の状況等に応じて、

自然災害による被災者の生活・事業の再建に資する取組

を、適時適切に実施する必要があります。 

上記のとおり、これまでの取組の結果や金融を取り巻く

環境の変化、被害の状況等を踏まえて、必要な取組を実施

します。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 災害等発生時における金融行政の継続性確保 

 

・「金融庁業務継続計画（首都直下地震対応編）」等の実効性を検証し、非

常時優先業務等マニュアルについて見直しを実施しました。 

・関係機関と連携して実践的な訓練を実施することにより、金融庁業務継

続計画等の実効性を検証しました。 

② 金融機関等の業務継続体制の実効性の向上 

 

・金融業界全体として横断的に業務継続体制の確保を図るため、取引所

や金融機関等と合同で業務継続体制に係る訓練を実施しました。 

・令和 5 事務年度に実施したアンケート調査や令和 6 年能登半島地震の

対応等を踏まえ、金融機関の災害等に係る業務継続体制の整備を引き

続き促しました。 

・令和 6 年 6 月から 7 月にかけて実施したパブリックコメントで寄せら

れた意見を踏まえ、サイバーセキュリティに関する監督指針等の改正

案及びガイドライン案を最終化し、その後、業界団体等と連携の上、

これらの円滑な運用を図りました。 

・サイバーセキュリティに関する自己評価（サイバーセキュリティセル

フアセスメント；ＣＳＳＡ）の対象を 3 メガバンク以外の主要行、労

働金庫等にも拡大しました。あわせて、令和 7 事務年度以降に向け、
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上記ガイドラインと整合させる形で、自己点検票の見直しを行いまし

た。 

・金融業界全体のインシデント対応能力の更なる向上を図るため、最新

のサイバー攻撃の脅威動向を反映したシナリオの下、金融業界横断的

なサイバーセキュリティ演習（Ｄｅｌｔａ Ｗａｌｌ Ⅸ）を実施しま

した。また、演習結果について分析し、業界に還元しました。 

・地域金融機関等からサンプルを抽出して脅威ベースのペネトレーショ

ンテスト（ＴＬＰＴ）を実施し、地域金融機関等におけるＴＬＰＴの

有効性の実証に向けて取り組みました。具体的には、対象先のサイバ

ーレジリエンスの強化のみならず、地域金融機関に共通する脅威イン

テリジェンスを抽出し、同業態全体に還元することで、ＴＬＰＴの障

壁を下げるとともに、ＴＬＰＴの結果判明した脆弱性のうち、よく認

められるものを抽出し、同業態全体に還元することで、地域金融機関

全体のサイバーセキュリティの強化を図りました。 

・国際的に影響を及ぼすサードパーティやサプライチェーンのリスクの

顕在化や地政学的な動向を踏まえ、引き続き、Ｇ7 サイバー・エキス

パート・グループ（ＣＥＧ）をはじめとする国際的な議論に参画し、

脅威・リスク動向、サイバーセキュリティに関する先進事例及び課題

について把握し、国内金融セクターのサイバーセキュリティ強化に向

けた施策に活用したとともに、サイバーインシデントに備え、主要国

当局との連携強化を図りました。また、国際通貨基金（ＩＭＦ）によ

る金融セクター評価プログラム（ＦＳＡＰ）の結果を踏まえて国内施

策を実施しました。 

・耐量子計算機暗号（ＰＱＣ）への移行を検討する際の推奨事項、課題

及び留意事項について、関係者とさらに検討するための検討会を開催

し、議論の結果を成果物としてとりまとめました。 

・フィッシングを含めたインターネットバンキングに係る不正送金の被

害が高止まりしている状況を踏まえ、警察庁と連携し、業界団体を通

じて、金融機関にフィッシング対策強化の要請を行いました。 

・3 メガバンクに対しては、引き続き、①グループベース及びグローバ

ルベースでのサイバーセキュリティに関するリスク管理態勢の強化、

②サイバーレジリエンスの強化、③サードパーティリスク管理の高度

化等を主要テーマに、日本銀行と連携し、通年検査の一環としてサイ

バーセキュリティ管理態勢を検証しました。 

・地域金融機関等に対しては、規模・特性等に応じて、検査を含めたモ

ニタリングを実施し、サイバーセキュリティ管理態勢の実効性を検証

しました。 
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・主要な金融市場インフラ事業者に対しては、日本銀行と連携して、令

和 5 事務年度に把握した実態を踏まえた検証を行いました。 

・金融機関のＩＴガバナンスについて、検査を含めたモニタリングを通

じ、その強化を促すとともに、金融機関の規模に応じて、グループ・

グローバルベースでのＩＴ戦略を把握の上、その課題を確認しまし

た。 

・オペレーショナル・レジリエンスについて、主要行等に対してアンケ

ートやヒアリングを実施し、課題等について対象金融機関に還元する

とともに、参考事例等を公表しました（令和 6 年 6 月、令和 7 年 6

月）。 

・デジタルバンク等からの免許申請について、システム稼働の安定性を

確保する態勢が整っているかなどの観点から支援を行いました。 

・クラウドサービスの利用に関するシステムリスク管理上の課題等につ

いて、クラウド事業者等との対話を継続して実施しました。 

・金融機関の重要なシステムの統合・更改プロジェクトについて、近年

の動向（システム障害の傾向、技術の導入状況（例えば、オープン化

やクラウドサービスへの移行））を踏まえ、プロジェクトの難度に応

じ、リスクベースで検査を含めたモニタリングを行うことにより、本

番稼働後の安定的な運用を確保するための態勢整備を促しました。 

・システム障害については、サードパーティ・サプライチェーンに起因

するものを含め、監督局と連携し、原因、顧客対応及び再発防止策の

実効性を検証しました。 

・金融機関で発生したシステム障害を対象として、各金融機関がシステ

ムリスク管理に取り組んでいく上で参考になる障害傾向・事例を取り

まとめて、「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」（令和 6

年 6 月）を公表しました。 

・金融業界に対して一層のサイバーセキュリティ、オペレーショナル・

レジリエンスの強化が求められていることを踏まえ、「金融機関のシス

テム障害に関する分析レポート」を再構成のうえ、「金融分野における

IT レジリエンスに関する分析レポート」（令和 7 年 6 月）を公表しま

した。 

③ 災害への対応 

 

[災害全般への対応] 

・災害の発生時には、被災地の実情を踏まえ、財務局と緊密に連携し「金

融上の措置」の要請を行う等、金融機関による迅速かつ的確な被災者支

援を促しました。 

・令和 5 事務年度以前に発生した自然災害への対応を含め、自然災害等の

影響を受けて住宅ローン等の既往債務の弁済が困難となった個人・個人

事業主に向けて、自然災害被災者債務整理ガイドラインに基づく債務整
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理を通じた生活・事業の再建を支援するとともに、その周知広報を行い

ました。 

[東日本大震災への対応] 

・金融機能強化法（東日本大震災に関する特例）に基づき資本参加を決定

した金融機関については、金融仲介機能の十分な発揮を促進する観点か

ら、将来を見据えた経営改革や経営基盤の強化、持続可能なビジネスモ

デルの構築に向けた取組を促すなど、当局として適切なフォローアップ

を行うとともに、経営強化計画等の履行状況を半期ごとに公表しまし

た。 

・金融機関に対して、東日本大震災事業者再生支援機構と連携した事業者

支援や、被災地域の本格的な復興や被災者の生活・事業の再建に向けた

主体的かつ継続的な支援等を行っていくよう促しました。さらに、創業・

起業等を含む被災地の多様なニーズを的確に把握し、きめ細かな対応を

行うよう促しました。 

[令和 6 年能登半島地震への対応] 

・令和 6 年能登半島地震の被災者の生活の再建を支援するため、住宅ロー

ン等の債務を抱えた被災者に向け、自然災害被災者債務整理ガイドライ

ンの運用支援及び周知を行いました。 

・また、被災者の事業の再建を支援し、更には被災地の復興を進めていく

ため、被災地の金融機関に対し、新たに設立された能登半島地震復興支

援ファンドも活用しつつ、関係機関との連携を行いながら、被災した事

業者へのきめ細かな支援を徹底するよう促しました。 

・被災者からの相談を受け付ける相談ダイヤルを設置し、被災者等からの

各種金融機関の窓口の問い合わせや金融機関等との取引に関する相談

に応じました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 195 187 159 163 

補正予算 10 150 69 － 

繰 越 等 4 ▲139   

合 計 209 199   

執行額（百万円） 182 276   

                 

学識経験を有する者 

の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23

日） 

                  

政策評価を行う過程

において使用した資

料その他の情報 

 

【測定指標⑧】 

・経営強化計画等の履行状況（令和 6 年 3 月期）（令和 6 年 9 月 20

日公表） 

・経営強化計画等の履行状況（令和 6 年 9 月期）（令和 7 年 3 月 28

日公表） 
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担当部局名 

総合政策局 

総務課、リスク分析総括課 

企画市場局 

市場課 

監督局 

監督調査室、銀行第一課、銀行第二課、協同組織金融室、証券課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（横断的施策－4） 

施策名 その他の横断的施策 

 施策の概要 

基本政策（政策Ⅰ～Ⅲ）に横断的に関係する施策のうち、「横断的施策－

1（デジタルを前提とした新たな社会がもたらす環境変化を踏まえた戦略的

な対応）」、「横断的な施策－2（サステナブルファイナンスの推進）」及び「横

断的な施策－3（業務継続体制の確立と災害・サイバーセキュリティへの対

応）」以外の施策の実施 

達成すべき目標 

基本政策に横断的に関係する施策（「横断的施策－1」、「横断的施策－

2」及び「横断的な施策－3」に該当するものを除く）の実施により、金融

行政の目標の実現（企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による

国民の厚生の増大、以下同じ）を図ること 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

金融行政の目標を実現するため、国際的なネットワークの強化やマネロ

ン・テロ資金供与・拡散金融対策等の強化、規制・制度改革等の推進、経済

安全保障上の対応等といった横断的な施策を実施する必要がある。 

【根拠】 

・マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策に関する国際基準

（FATF 勧告）（平成 24 年 2 月策定）  

・総合的な TPP 等関連政策大綱（令和 2 年 12月 8 日 TPP等総合対策本部決

定） 

・第 4 次対日相互審査報告書（令和 3 年 8 月 30 日公表） 

・デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和 5 年 6 月 9 日閣議決定） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日公表） 

・自由で開かれたインド太平洋（FOIP）のための新たなプラン（令和 5 年 3

月 20 日公表） 
                 

測定指標 

指標① ［主要］国際的なネットワークの強化 【達成】 

 6 年度目標 国際的なネットワークの強化に取り組む 

 6 年度実績 

・金融システムの強化に向け、金融分野の主要課題について、国際的な議論に

貢献しました。また、アジア・ハイレベル金融規制当局者フォーラム、グロ

ーバル金融連携センター（ＧＬＯＰＡＣ）による研修や二国間金融協力の会

議等を通じ、国際的なネットワーク構築の一層の強化を図りました。 

指標② ［主要］マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策等の強化 【達成】 

 6 年度目標 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策等の強化に取り組む 
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 6 年度実績 

・ＦＡＴＦ第 5 次対日相互審査を見据え、ＦＡＴＦ会合での議論に積極的に参

画すると共に、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」等の議論

を通じ、関係省庁と連携して、我が国のマネロン等対策に関する施策を実行

しました。 

指標③ 規制・制度改革等の推進 【達成】 

 6 年度目標 「規制改革実施計画」に盛り込まれる項目等の検討・必要な措置を実施 

 6 年度実績 

・「規制改革実施計画」（6 年 6 月 21 日閣議決定）等に盛り込まれた規制・制度

改革事項について検討を進め、金融を巡る状況の変化に対応した様々な規制・

制度改革を推進しました。これにより、金融サービスの提供者が、利用者の

ニーズに的確に対応しつつ、積極的に事業展開できる環境の整備が、着実に

推進したものと考えます。 

指標④ 経済安全保障上の対応 【達成】 

 6 年度目標 経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度の円滑な運用 

 6 年度実績 

・経済安全保障推進法の円滑な制度開始（令和 6 年 5 月）に向けて、関係機関

との連携や、令和 5 年 4 月に設置した「基幹インフラ制度に関する相談窓口」

の運営等を通じた関係事業者との丁寧な対話に努めました。 

・経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度に関し、事業者からの事前相

談に対応するとともに、届出審査を行いました。 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合

いの測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 アジア地域の新興国や先進国等との国際的なネットワーク

強化等を行いました（測定指標①）。 

金融機関等のマネロン等対策の高度化に向けて、マネロン等

対策に関する検査・監督などを実施しました（測定指標②）。 

「規制改革実施計画」に盛り込まれた規制・制度改革事項に

ついて検討を進め、必要な措置を実施しました（測定指標③）。 

経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度に関し、事業

者からの事前相談に対応するとともに、届出審査を行いまし

た。（測定指標④） 

上記の結果の通り、全ての測定指標において目標を達成する

ことが出来ましたが、引き続きマネロン・テロ資金供与・拡散

金融対策等の強化等に取り組んでいく必要があることから、

「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 世界の金融システムが健全性を維持しつつ、実体経済を支え

られるよう、国際的な協調が必要と考えています。 

ＦＡＴＦ第 5 次対日相互審査を見据えて、引き続きマネロン

等対策の強化が必要と考えています。 
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【 効率性】 当局間での情報交換や問題意識の共有を、継続的かつ時宜を

得て行ったことで、効率的な金融行政の遂行に貢献しました。 

新興国の金融監督当局者への研修は、本邦金融機関の進出支

援の観点も踏まえており、効率的であると考えています。 

関係省庁との緊密な連携やマネロン等対策に関する検査・監

督などは、金融機関等のマネロン等対策の改善に直接つながる

ものであり、効率的であったと考えます。 

【 有効性】 世界の金融システムの安定と発展に貢献する取組は、我が国

経済の持続的な成長、世界経済の安定・発展に有効であると考

えています。 

また、金融機関等に対し、マネロン等対策に関する検査・監

督などを行うことは、我が国における金融業界のマネロン等対

策の高度化に非常に有効であったと考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等へ

の反映の方向

性 

【今後の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 施 策 】 

 

 

【測定指標】 

国際的に協調した対応は、世界の金融システムが健全性を維

持しつつ、実体経済を支えることにつながり、国益に資すると

考えているところ、引き続き積極的に取り組む必要がありま

す。 

また、アジア・ハイレベル金融規制当局者フォーラムの開催

やＧＬＯＰＡＣの取組は、アジア諸国等の金融当局との政策対

話の活性化・連携強化につながり、我が国の国際的な政策推進

力の向上に資すると考えているところ、引き続き積極的に取り

組む必要があります。 

加えて、第 5 次対日相互審査を見据えて、引き続きマネロン

等対策の強化に取り組む必要があります。 

引き続き、国際的に協調した対応や世界共通の課題への対

応、国際的な議論への貢献、国際的な当局間のネットワーク・

協力の強化を図ります。 

また、ＦＡＴＦ第 4 次対日相互審査の指摘事項を踏まえ、引

き続き、金融機関等のマネロン等対策に関する検査・監督を実

施してまいります。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて指標

の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 国際的なネットワークの強化 

 

・金融システムの強化に向け、金融分野の主要課題について、国際的な議論に

貢献しました。特に、ＡＩを含むデジタル技術の利用に伴うリスクや気候関

連金融リスクへの対応について、ＦＳＢ等における議論に貢献しました。 

・2 回目となるアジア・ハイレベル金融規制当局者フォーラムを開催し、引き

続き、アジア域内の金融規制監督当局間の政策対話の活性化・連携強化に努

めました。さらに、二国間金融協力の会議を通じて連携強化等に努めました。
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こうした取組を通じて、我が国の金融プレゼンス向上に向けた国際的な政策

推進力を高めました。 

・令和 7 年で 10 年目を迎えるグローバル金融連携センター（ＧＬＯＰＡＣ）に

よる研修では、アジア諸国等の金融当局とのネットワークを強化するととも

に、ハイレベルフォーラムでの問題意識と一貫させ、我が国の国際的な政策

や制度に対する理解を深めました。 

・海外当局や要人との意見交換・面会、監督カレッジや危機管理グループの会

合の開催により、各国当局との連携を強化しました。 

② マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策等の強化 

 

・令和 6 年 3 月末時点の「対応結果報告」を踏まえたモニタリングを通じて、

各金融機関における態勢整備状況の確認を行うとともに、整備した態勢の有

効性の検証に係る取組を促進するため、検証を行うにあたって参考となる考

え方や、実際の取組事例集を公表しました。 

・為替取引分析業者の監督対応等を適切に実施するとともに、金融業界全体の

マネロン等対策の底上げに向けた取組を後押ししました。 

・各金融機関のリスクベースでの創意工夫・主体的な対応を促進するため、「マ

ネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」を

改訂しました。 

・マネロン等対策について、金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組等を

まとめた資料を公表しました。 

・利用者のマネロン等対策への更なる理解の向上に資するため、官民一体とな

って、効果的な周知・広報等を実施しました。 

・金融機関に対するアウトリーチ活動については、外部講演、勉強会の機会を

活用し、積極的な情報発信により、金融機関の理解を促しました。 

・業態横断フォーラム等、地域における情報連携の枠組を定着させ、金融機関

同士のネットワーク構築やノウハウ共有をさらに促進しました。 

・ＦＡＴＦ政策企画部会での、クロスボーダー送金の透明性向上に関する勧告

16 改訂案の最終化に向けた検討や、その後策定が求められるガイダンス案に

含むべき事項の検討等の作業において、共同議長として主導的な役割を果た

し、国際的なマネロン等対策等の課題解決に貢献しました。 

・ＦＡＴＦにおける暗号資産に関する取組について、暗号資産コンタクトグル

ープの共同議長として、トラベルルールを含む勧告 15 の実施促進や、ＤｅＦ

ｉやＰ2Ｐ取引を含む新たなリスクへの対応に関し、議論をリードしました。 

③ 規制・制度改革等の推進 

 

・金融サービスの提供者が、利用者のニーズに的確に対応しつつ、積極的に事

業展開できる環境を整備すべく、金融サービスの提供者・利用者の声をよく

把握しながら、我が国が豊かで活力ある国で在り続けることに資する規制・

制度改革等を進めていくとともに、金融を巡る状況の変化に対応した規制・

制度のあり方を検討しました。 

④ 経済安全保障上の対応 

 

・経済安全保障推進法の円滑な制度開始（令和 6 年 5 月）に向けて、関係機関

との連携、令和 5 年 4 月に設置した「基幹インフラ制度に関する相談窓口」

の運営等を通じた関係事業者との丁寧な対話に努めました。 
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・経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度に関し、事業者からの事前相

談に対応するとともに、届出審査を行いました。 

・関係省庁と連携し、重要経済安保情報保護活用法の施行（令和 7 年 5 月 16

日）に向けて規程の整備や指定対象情報の検討等について適切に対応しまし

た。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 352 395 330 337 

補正予算 666 24 165 － 

繰 越 等 ▲419 448   

合 計 600 867   

執行額（百万円） 320 759   

                 

学識経験を有する

者 

の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9日～6 月 23日） 

                  

政策評価を行う過

程において使用し

た資料その他の情

報 

【測定指標①】 

・G7（2024年） 

・G20 

https://www.g20.org 

・FSB（金融安定理事会） 

https://www.fsb.org/ 

                  

担当部局名 

総合政策局 

総合政策課、国際室、リスク分析総括課、金融犯罪対策室、IT サイバー・経

済安全保障監理官室 

企画市場局 

総務課 

監督局 

総務課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 

 
 
  

https://www.g20.org/
https://www.fsb.org/
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（金融庁の行政運営・組織の改革－1） 

施策名 金融庁のガバナンスの改善とデータに基づく政策立案機能の強化 

 施策の概要 

金融行政の質を不断に向上させていく観点から、金融庁のガバナンス

の改善とデータに基づく政策立案機能の強化を図る。 

達成すべき目標 
金融庁のガバナンスの改善とデータに基づく政策立案機能の強化を

通じた金融行政の質の向上 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

金融の急激な変化に遅れをとることなく、国民の期待や信頼に応えて

いくためには、金融庁自身を、常に課題を先取りし、絶えず自己変革で

きる組織へと変革することで、金融行政の質を不断に向上させていくこ

とが必要である。そのため、有識者や外部からの意見等を金融行政に継

続的かつ的確に反映するための取組等、金融庁のガバナンスの改善とデ

ータに基づく政策立案機能の強化を図る。 

【根拠】 

・当面のガバナンス基本方針（平成 30 年 7月 4 日） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 
                 

測定指標 

指標① [主要]各種有識者会議の積極的活用 【達成】 

 6 年度目標 有識者からの提言等を金融行政へ継続的かつ的確に反映 

 6 年度実績 

・政策評価有識者会議を開催し、有識者から頂いたご意見・ご提言につい

て、各担当部署において施策の検討等に活用するなど、金融行政の参考

としました。 

・サステナブルファイナンス等の各分野における個別の課題について、各

種有識者会議等を活用し、外部有識者の意見が継続的に行政に反映され

る枠組みを確保しました。 

指標② 
[主要]第三者による金融庁のモニタリングに対する外部評価及び

職員アンケートによる自己評価の実施 
【達成】 

 6 年度目標 内外からの意見等の金融行政への継続的かつ的確に反映 

 6 年度実績 

・検査・監督の品質管理の一環として、専門家による金融機関等へのヒア

リング等を通じた外部評価の代わりに、金融庁・財務局幹部による被検

査先経営陣との意見交換を実施しました。 

・検査・監督の品質管理の観点から、金融庁職員を対象として、モニタリ

ングの実施にかかる職員アンケート（自己評価）を令和 7 年 1～2 月に実

施しました。 

指標③ 
[主要] 新しいデータ収集・管理の枠組み（共同データプラットフ

ォーム）の整備 
【達成】 
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 6 年度目標 高粒度データの定期収集の本格的な開始 

 6 年度実績 

・新しいデータ収集・管理の枠組み（共同データプラットフォーム）につ

いて、法人貸出明細等の高粒度データの定期収集を本格的に開始しまし

た。 

指標④ 
[主要]金融システムの脆弱性等に係るデータ分析の深化と分析結

果の可視化、ツール化 
【達成】 

 6 年度目標 金融機関との対話・モニタリングの高度化の検討 

 6 年度実績 

・個別金融機関の経営状況、金融システム全体の脆弱性・強靭性、市場動

向に関する実態把握を進めるため、貸出明細等の高粒度データを含む多

様なデータを用いた分析を深化・充実させ、分析事例の公表や金融機関

と対話を行いました。また、こうした分析結果の可視化・ツール化を進

めました。 

指標⑤ 
金融サービスの利用者から寄せられた情報の多角的な分析と実態

把握 
【達成】 

 6 年度目標 モニタリング部門への結果還元 

 6 年度実績 

・利用者トラブルに関する情報の多角的な分析と実態把握を行い、当該結

果についてモニタリング部門へ還元して、深度あるモニタリング等に活

用しました。 

指標⑥ [主要]データ分析における研修の実施・専門家による支援 【達成】 

 6 年度目標 データ分析プロジェクトの質の向上 

 6 年度実績 

・データ分析基礎研修の実施や、金融経済分析の学識経験者による支援等

を通じて金融庁内のデータ分析プロジェクトの質の向上に取り組みまし

た。 

指標⑦ 金融庁ウェブサイト（日本語版・英語版）へのアクセス件数 【達成】 

 6 年度目標 
当庁の施策等について、ウェブサイトを通じた、タイムリーかつ正確で、

分かりやすい情報発信の実施 

 6 年度実績 ・4 億 579万件 

指標⑧ 
金融庁公式 X（旧 Twitter）（日本語版アカウント、英語版アカウン

ト）のフォロワー数、いいね数。その他 SNS での情報発信強化 
【達成】 

 6 年度目標 
当庁の施策等について、X（旧 Twitter）等の SNS を通じた、タイムリーか

つ正確で、分かりやすい情報発信の実施 

 6 年度実績 

・フォロワー数：185,178（日英合算） ※日：183,137／英：2,041 

・いいね数：41,377（日英合算）※日：40,937／英：440 

注：5年度実績では日アカウント実績のみ表記（フォロワー数：168,603、いいね数：24,068） 

指標⑨ [主要]財務局とのさらなる連携・協働の推進に向けた取組状況 【達成】 

 6 年度目標 財務局とのさらなる連携・協働の推進 

 6 年度実績 ・引き続き、モニタリング上の金融庁と財務局の連携・協働を深め、一体
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的・効果的な行政運営を推進するとともに、金融庁と財務局との間での

率直な意見交換を通じて、監督当局全体としての質の向上を図りました。

市場監視の分野においても、財務局とのさらなる連携・協働に取り組み

ました。 

・モニタリング内容や人的サポート等に関し、金融庁・財務局が密に連携

し、効率的・効果的なモニタリングを実施しました。 

・財務局の意見・要望を踏まえ、財務局との会議に関し運営の効率化を図

ることや、財務局向け説明会を継続して実施するなど、引き続き、財務

局と丁寧なコミュニケーションに努めました。 

指標⑩ 

金融行政への活用を前提とした、アカデミアとの連携強化による

データ分析等を用いた学術的成果を得るための取組【再掲（横断的

施策－1）】 

【達成】 

 6 年度目標 アカデミアと連携したデータ分析の実施 

 6 年度実績 

・金融行政上の重要な諸課題について、学者等と連携してデータ等を活用

しつつ分析・研究を実施しました。また、金融市場及び金融行政に関す

る学術と実務の先端的知見の蓄積等を目的として、国立大学法人東京大

学と締結した連携協力に関する基本協定に基づき、データ等を分析し、

研究プロジェクトを進めました。 

参考指標 

指標① 金融行政モニターへの意見申出件数 

 6 年度実績 ・金融行政モニター受付：41 件 

指標② 各種サポートデスクへの相談件数 

 6 年度実績 

・ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスク：232 件 

・拠点開設サポートオフィス：169 件 

・ＦｉｎＴｅｃｈ実証実験ハブ：6 件 

指標③ 意見申出制度への意見申出件数 

 6 年度実績 ・0 件 

指標④ 報道発表件数 

 6 年度実績 ・663 件 

指標⑤ 英語ワンストップサービスの対応件数 

 6 年度実績 ・624 件 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い Ｂ（相当程度進展あり） 
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の測定結果 【判断根拠】 金融行政の質を不断に向上させていく観点から、各種有

識者会議の開催や外部評価を実施し、有識者等からの意見

等を踏まえ施策を検討するなど、積極的に活用しました（測

定指標①、②）。 

データ活用の高度化を進めていく観点から、高粒度デー

タの収集・管理の枠組みの整備を実施したほか、金融機関か

らの徴求データと企業個社に関する外部データ等を組み合

わせた分析を行うなど多面的な実態把握を推進し、こうし

た分析のツール化・可視化を通じたモニタリングの高度化

を検討・実施しました（測定指標③、④）。 

金融サービスの利用者から寄せられた情報を分析し、深

度あるモニタリングに活用しました。また、金融機関などが

金融行政に対して率直かつ不安なく批判や要望を言えるよ

う、金融行政モニター制度や意見申出制度、各種サポートデ

スク、金融機関からの相談対応を着実に実施しました（指標

⑤）。 

金融庁の施策等の内容について、金融庁ウェブサイトや

ＳＮＳを活用し、タイムリーかつ、分かりやすい情報発信を

行いました。 

金融庁ウェブサイトに関しては、関連情報へ効率的にア

クセスできるよう、各ページの構成を見直し、ナビゲーショ

ン表示をスマホ版にも追加するなど、情報を入手しやすい

コンテンツ作成を進めました。特設サイトを含む金融庁ウ

ェブサイトへのアクセス件数は、令和 5 年度中、新しいＮ

ＩＳＡ制度開始に伴う特設サイトへのアクセス数が一時的

に増加した影響もあり、令和 6 年度は 4 億 579 万件（前年

度比 11.6％減）となりました（測定指標⑦）。 

金融庁公式Ｘでの投稿に関しては、前年度に引き続き、原

則、ウェブサイト公表と同時の投稿とする運用としたほか、

一定期間開催するようなイベントについては、日々のイベ

ントの告知や開催結果について連日投稿を行うなど周知を

図りました。また金融詐欺等の注意喚起について、複数投稿

内容を作成し、毎週の定期投稿を行うことで積極的に周知

を行いました。結果として、フォロワー数は日英計 185,178

アカウント（同 8.7％増）、いいね数は 41,377 件（同 52.0％

増）となり、より共感を得られやすい情報発信につながりま

した（測定指標⑧）。 

アカデミアとの連携強化によるデータ分析等を用いた学

術的成果を得るための取組に関して、金融行政上の重要な

諸課題について、学者等と連携してデータ等を活用しつつ

分析・研究を行うことを通じて、学術研究の発展に貢献し、

金融行政の高度化につなげました（測定指標⑩）。 

 上記の結果のとおり、全ての測定指標で目標を達成する
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ことができましたが、引き続き有識者等の意見・提言、批判

等が継続的かつ的確に反映されるよう、各種有識者会議等

を積極的に活用するほか、金融行政におけるデータ活用の

高度化や金融行政に関する広報の更なる充実に取り組んで

いく必要があることから、「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 金融庁のガバナンスの改善のためには、引き続き、外部か

らの意見等を金融行政に継続的かつ的確に反映させつつ、

金融行政のＰＤＣＡの実施に取り組む必要があると考えて

います。 

また、データに基づく政策立案機能の強化のため、金融行

政におけるデータ活用の高度化に向けた取組を進める必要

があると考えています。 

【 効率性】 金融庁のガバナンスの改善に向けて、庁内における検討・

議論にとどまらず、有識者や外部からの意見等を積極的に

受け入れ、施策の検討等に活用したことや、金融行政におけ

るデータ活用の高度化に向けた取組を進めたことは、金融

行政自体の効率性の向上にも資するものだと考えておりま

す。 

【 有効性】 金融行政に関する広報の充実、学術的成果の金融行政へ

の導入等は、金融庁のガバナンスの改善に有効であると考

えています。 

また、金融行政におけるデータ活用の高度化に向けた取

組は、データに基づく政策立案機能の強化に有効であると

考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

【 施 策 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【測定指標】 

金融行政の質を不断に向上させていく観点から、引き続

き、金融庁のガバナンスの改善とデータに基づく政策立案

機能の強化を図る必要があります。 

有識者等の意見・提言、批判等が継続的かつ的確に反映

されるよう、引き続き、各種有識者会議等を積極的に活用す

るほか、金融行政に関する戦略的な広報に取り組んでいき

ます。また、金融行政におけるデータ活用の高度化に向けた

取組を推進します。更に、金融行政への活用を前提とした、

アカデミアとの連携強化によるデータ分析等を用いた学術

的成果を得るための取組について、引き続き具体的な取組

を推進します。【再掲（横断的施策－1）】 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 
金融庁自体を環境変化に遅れることなく不断に自己改革する組織に変革（ガバナンスの

改善） 
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・政策評価有識者会議において、政策評価にとどまらず、金融全体を俯瞰

した観点から、金融行政として取り組むべき重要な課題等についての議

論を定期的に実施し、会議での議論を金融行政に反映していく予定です。 

・サステナブルファイナンス等の各分野における個別の課題について、各

種有識者会議等を活用し、外部有識者の意見が継続的に行政に反映され

る枠組みを確保しました。 

・金融庁のモニタリングに対する意見聴取及び職員アンケートによる自己

評価を実施し、検査・監督の質の向上につなげました。 

・金融機関及び金融サービスの利用者等との対話を促進しました。また、

金融機関などが金融行政に対して率直かつ不安なく批判や要望を言える

よう、金融行政モニター制度や意見申出制度、各種サポートデスク、金

融機関からの相談対応を着実に実施しました。 

② 金融行政におけるデータ活用の高度化 

 

・各種データ等を活用した分析を実施するとともに、分析人材の育成を進

めつつ、分析手法の開発・改善に取り組みました。また、実施した分析

については、「ＦＳＡ Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ Ｎｏｔｅｓ－金融庁データ

分析事例集－」等の形で公表する等により庁外からの知見を得、分析の

改善や金融庁・財務局のモニタリングの高度化に活かしました。また、

庁内や財務局におけるモニタリングに活用できるよう、分析結果の可視

化・ツール化（ダッシュボード化）を実施しました。 

・新しいデータ収集・管理の枠組み（共同データプラットフォーム）につ

いては、高粒度データの精度の確認等を行うとともに、既存計表代替の

可否の確認作業のほか、データクレンジング作業におけるチェック項目

の見直しや処理の一段の自動化等、金融庁・日本銀行のオペレーション

の改善に向けた取組を実施し、令和 7 年 3 月期からの本格的なデータ収

集を開始しました。 

・金融サービスの利用者から寄せられた情報の多角的な分析を進め、その

結果を適時にモニタリング等に活用しました。 

・令和 6 年 6 月に更改を実施した、金融機関のモニタリングに利用するシ

ステムの安定的な稼働に努めました。 

③ 金融行政に関する情報発信の充実 

 

・金融庁ウェブサイトのほか、ＳＮＳをはじめとする多様な情報発信ツー

ルを有効活用するとともに、英語による情報量の増加や、海外関係者に

も伝わる効果的な発信方法の工夫などにより、国内外に対する情報発信

力強化に取り組みました。 

・組織として効果的・効率的な政策広報・報道対応に取り組みました。 

・外部とのネットワークの構築や、それにより得られる知見の蓄積に努め、

政策広報・報道対応に関する当庁職員の能力・知見の向上を図りました。 

④ アカデミアとの連携 

 
・研究者との共同研究の実施などアカデミアとの連携を一層強化し、金融

行政に関する先端的な研究成果について行政現場での活用を図りまし
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た。既存の研究プロジェクトの円滑な進捗のサポートに加え、庁内応募

のあった研究プロジェクトについて、研究テーマや研究活動のレビュー

を行い、担当する研究員の採用等を実施しました。 

⑤ 財務局とのさらなる連携・協働の推進 

 

・引き続き、モニタリング上の金融庁と財務局の連携・協働を深め、一体

的・効果的な行政運営を推進するとともに、金融庁と財務局との間での

率直な意見交換を通じて、監督当局全体としての質の向上を図りました。

市場監視の分野においても、財務局とのさらなる連携・協働に取り組み

ました。 

・モニタリング内容や人的サポート等に関し、金融庁・財務局が密に連携

し、効率的・効果的なモニタリングを実施しました。 

・令和 5 事務年度に実施した事業者支援に関する重点的なヒアリングにて

把握された個別の課題等への対応状況のフォローアップや、令和 6 年 4

月より適用された改正監督指針に基づいた対話等を通じて、金融機関に

おける事業者支援への取組状況を確認し、その結果得られた知見や成果

について、金融庁と財務局の間で共有を行いました。 

・財務局の意見・要望を踏まえ、財務局との会議に関し運営の効率化を図

ることや、財務局向け説明会の継続的な実施及び、今後の会議運営方針

やテーマ設定の参考にするためのアンケートの実施など、引き続き、財

務局と丁寧なコミュニケーションに努めました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 - - - - 

補正予算 - - - - 

繰 越 等 - -   

合 計 - -   

執行額（百万円） - - -  

                 

学識経験を有する者 

の知見の活用 
政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23 日） 

                  

政策評価を行う過程 

において使用した 

資料その他の情報 

【測定指標⑧】 

・金融庁公式Ｘ（日本語アカウント） 

（https://twitter.com/fsa_JAPAN） 

・金融庁公式Ｘ（英語アカウント） 

（https://twitter.com/JFSA_en） 

                  

https://twitter.com/fsa_JAPAN
https://twitter.com/JFSA_en
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担当部局名 

総合政策局 

総合政策課、研究開発室、総務課、広報室、秘書課、情報化統括室 

リスク分析総括課 

企画市場局 

総務課 

監督局 

総務課 

証券取引等監視委員会事務局 

総務課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（金融庁の行政運営・組織の改革－2） 

施策名 検査・監督の質の向上 

 施策の概要 

金融を巡る環境の変化やそれに伴う優先課題の変化を踏まえ、金融

行政の目標を達成するために、「金融検査・監督の考え方と進め方(検

査・監督基本方針)」を踏まえた検査・監督を実践するとともに、検査・

監督の質・深度を更に高めるべく不断に改善を図っていくこと 

達成すべき目標 

金融を巡る環境の変化やそれに伴う優先課題の変化を踏まえ、金

融行政の目標を達成するために、「金融検査・監督の考え方と進め方

(検査・監督基本方針)」を踏まえた検査・監督を実践するととも

に、検査・監督の質・深度を更に高めるべく不断に改善を図ってい

くこと 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

金融庁は、不良債権処理や利用者保護上の問題の解消といった発足

当初の優先課題に対応するため、個別の資産査定や法令等遵守状況の

事後的なチェックを中心とした検査・監督手法を確立した。しかし、

金融行政にとっての環境や優先課題が変わる中で、従前の手法では金

融行政の目標は十分に達成できなくなってきた。 

金融を取り巻く環境変化に適切に対応し、金融行政の目標を実現す

るため、金融行政の視野を「形式から実質へ」（規制の形式的な遵守の

確認に留まらず、実質的に良質な金融サービスの提供やリスク管理等

ができているか）、「過去から未来へ」（過去の一時点の健全性の確認で

はなく、将来に向けた健全性が確保されているか）、「部分から全体へ」

（特定の個別問題への対応に集中するのではなく、真に重要な問題へ

の対応ができているか）と広げていくことが重要である。 

こうした新しい検査・監督の基本的な考え方と進め方等について整

理・公表した「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」

（平成 30 年 6 月 29 日）を踏まえた検査・監督を実践するとともに、

検査・監督の質・深度を更に高めるべく不断に改善を図っていくこと

が必要である。 

【根拠】 

・「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」（平成 30

年 6 月 29 日） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 
                 

測定指標 

指標① 

［主要］「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」

に沿った、検査・監督への移行のための個別分野ごとの「考え方と

進め方」及び時々の重要な課題や着眼点等の整理・公表の進捗状

況。検査・監督の品質管理の実施状況 

【達成】 
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 6 年度目標 新しい考え方に沿った検査・監督の実践 

 6 年度実績 

[モニタリング成果の整理] 

・モニタリング成果の整理に向けて、下記のレポート等を公表しました。 

令和 6 年 4 月 「金融機関におけるサイバーセキュリティセルフア

セスメントの集計結果（2023 年度）」 

令和 6 年 6 月 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024

年 6 月）」 

令和 6 年 7 月 「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位

の業務運営に関するモニタリング結果等 （2023 事務

年度）」 

 「大手銀行・地域銀行 国内ＬＢＯローンに関するア

ンケート調査結果」 

令和 6 年 9 月 「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリン

グレポート（2024）」 

令和 6年 12月 「金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプ

ログレスレポート(2024)」 

令和 7 年 3 月 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のため

の論点・プラクティスの整理」 

 「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」 

令和 7 年 6 月 「国内ＬＢＯローンに係るモニタリングレポート

(2025)」 

 「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理

態勢に関する対話結果レポート」 

 「地域銀行のストレス時対応力の強化に向けたモニ

タリングレポート」 

 「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書

（2025）」 

 「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に

向けたモニタリングレポート(2025)」 

 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や

課題」 

 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組

と課題（2025 年 6 月）」 

・検査・監督の品質管理の観点から、金融庁・財務局の検査・監督部門の

職員を対象として、モニタリングの実践等にかかるアンケート（自己評

価）を実施し、検査・監督の質の向上につなげました。 

[モニタリングスキームの改善] 

・金融機関に対する検査については、金融機関との意思の疎通と適切な認

識共有を目指し、対面とリモート手法を使い分けるとともに、金融機関

の負担に配慮した検査運営を行いました。 

・日本銀行との連携については、令和 3 年 3 月に公表した「金融庁・日本

銀行の更なる連携強化に向けた取り組み」に基づき、検査・考査の実施



141 
 

先に関する計画調整や規制報告の一元化、重要課題についての共同調査

などの取り組みを進めました。 

[組織的な人材育成] 

・モニタリング職員の能力向上を図るため、金融実務知識・スキルを習得

するためのオンデマンド動画研修の一層の充実を図るとともに、階層

別・テーマ別に事例・検証手法の研究や、課題解決思考力を養うための

参加体験型グループ学習（ワークショップ）を開催するなど、組織的な

人材育成プログラムを推進しました。また、夏・冬期のモニタリング研

修では、対面・オンライン形式を併用し、多数の受講者を受け入れるな

ど、効果的・効率的な研修を実施しました。 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ｂ（相当程度進展あり） 

【判断根拠】 検査・監督の手法の見直しに関して、これまで検討を進

めてきた個別分野ごとの「考え方と進め方」及び重要な課

題や着眼点等について整理・公表を行うなど、掲げた目標

に向けて着実に取組を進めてきました（測定指標①）。 

一方で、金融を巡る環境の変化やそれに伴う優先課題の

変化を踏まえて、検査・監督の質・深度や当局の対応を不

断に改善する必要があることから「Ｂ」としました。 

施策の分析 

【 必要性】 金融を巡る環境の変化やそれに伴う優先課題の変化を

踏まえ、金融行政の目標を達成するために、「金融検査・監

督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）」を踏まえた検

査・監督を実践するとともに、検査・監督の質・深度や当

局の対応を不断に改善することが必要であると考えてい

ます。 

【 効率性】 検査・監督の方向性を明らかにする必要のある個別分野

について、分野別の検査・監督の考え方と進め方やその

時々の重要な課題に関する今後の課題や着眼点等につい

て整理・公表を行うことにより、効率的な取組を進めるこ

とができたと考えています。 

【 有効性】 検査・監督の品質管理の観点から、金融庁・財務局の検

査・監督部門の職員を対象として、モニタリングの実践等

にかかるアンケート（自己評価）を実施した結果、モニタ

リングの質の向上等の取組が有効的であったことを確認

できたと考えています。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

 

検査・監督の質・深度や当局の対応を不断に改善するた

め、更なる取組を進めていく必要があります。 

このため、金融機関と双方向の対話を行いながら、各分

野の「考え方と進め方」のモニタリング現場へ定着を図り
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【 施 策 】 

 

【測定指標】 

つつ、事例を蓄積するとともに、そこで得られた重要な課

題や着眼点等について整理・公表を行い、必要に応じて「考

え方と進め方」に反映させるといったＰＤＣＡサイクルを

実践・定着していく必要があります。 

検査・監督の質・深度や当局の対応を不断に改善するた

め、更なる取組を進めていきます。 

次期についても、この指標を維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 検査・監督の質の向上（モニタリングの在り方） 

 

[モニタリング成果の整理] 

・モニタリング成果の整理に向けて、下記のレポート等を公表しました。 

令和 6 年 4 月 「金融機関におけるサイバーセキュリティセルフ

アセスメントの集計結果（2023 年度）」 

令和 6 年 6 月 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題

（2024 年 6月）」 

令和 6 年 7 月 「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本

位の業務運営に関するモニタリング結果等 （2023

事務年度）」 

 「大手銀行・地域銀行 国内ＬＢＯローンに関する

アンケート調査結果」 

令和 6 年 9 月 「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリ

ングレポート（2024）」 

令和 6年 12月 「金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けた

プログレスレポート(2024)」 

令和 7 年 3 月 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のた

めの論点・プラクティスの整理」 

 「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」 

令和 7 年 6 月 「国内 LBO ローンに係るモニタリングレポート

(2025)」 

 「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管

理態勢に関する対話結果レポート」 

 「地域銀行のストレス時対応力の強化に向けたモ

ニタリングレポート」 

 「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告

書（2025）」 

 「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化

に向けたモニタリングレポート(2025)」 

 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向

や課題」 

 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取
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組と課題（2025 年 6 月）」 

・検査・監督の品質管理の観点から、金融庁・財務局のモニタリング職員

を対象として、モニタリングの実践等にかかるアンケート（自己評価）

を実施し、検査・監督の質の向上につなげました。 

 

[モニタリングスキームの改善] 

・金融機関に対する検査については、金融機関との意思の疎通と適切な認

識共有を目指し、対面とリモート手法を使い分けるとともに、金融機関

の負担に配慮した検査運営を行いました。 

・日本銀行との連携については、令和 3 年 3 月に公表した「金融庁・日本

銀行の更なる連携強化に向けた取り組み」に基づき、検査・考査の実施

先に関する計画調整や規制報告の一元化、重要課題についての共同調査

などの取り組みを進めました。 

[組織的な人材育成] 

・モニタリング職員の能力向上を図るため、金融実務知識・スキルを習得

するためのオンデマンド動画研修の更なる充実を図るとともに、階層

別・テーマ別に事例・検証手法の研究や、課題解決思考力を養うための

参加体験型グループ学習（ワークショップ）を開催するなど、組織的な

人材育成プログラムを推進しました。また、モニタリング研修の企画・

立案に当たり、対面形式での実施とともに、オンライン形式の併用を行

うなど、効果的・効率的な研修を継続して実施しました。 

 

・以上の取組などにより「金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督

基本方針）」を踏まえた検査・監督を実践してきました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 - - - - 

補正予算 - - - - 

繰 越 等 - -   

合 計 - -   

執行額（百万円） - -   

                 

学識経験を有する

者の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23

日） 

                  

政策評価を行う過

程において使用し

た資料その他の情

報 

－ 

                  

担当部局名 
総合政策局 

リスク分析総括課 
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政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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令和 6 年度 実績評価書 
金融庁令 6（金融庁の行政運営・組織の改革－3） 

施策名 質の高い金融行政を支える人事戦略・働き方改革 

 施策の概要 

金融庁の組織力向上のため、若手職員育成を含む職員の能力・資質

の向上や、主体性・自主性を重視し誰もが働きやすく良い仕事ができ

る環境の整備に取り組む。 

達成すべき目標 

①職員の能力・資質の向上、②職員の主体性・自主性の重視、③誰

もが働きやすく良い仕事ができる環境の整備を図り、金融行政を担う

組織としての力を高めること。 

 
目標設定の 

考え方・根拠 

金融を巡る内外の環境が大きく変化し、国民のニーズも多様化する

中、金融行政に求められる役割や機能も時代に応じて変化している。

金融庁は、これまで自らの改革に取り組んできたが、求められる役割

を適切に果たすため、金融行政を絶えず進化・深化させていくことが

必要である。 

【根拠】 

・金融庁の改革について（平成 30 年 7 月 4 日） 

・当面の人事基本方針（平成 30 年 7 月 4 日、令和 4 年 3 月 28 日改訂） 

・2024 事務年度金融行政方針（令和 6 年 8 月 30 日） 
                 

測定指標 

指標① [主要]専門人材育成の取組状況 【達成】 

 6 年度目標 専門人材育成の枠組みのさらなる整備 

 6 年度実績 

・職員のキャリア形成や人事配置に関して、人事担当者と一人ひとりの職

員の直接の対話を、特に若手職員について重点的に進めました。さらに、

専門分野に関するヒアリングを始めとする各種ヒアリングを通じて、職

員の希望する専門分野を把握し、その経験や適性等を踏まえ、入庁 10

年目以上の職員については専門分野の特定を進めました。また、現在金

融庁で不足している、又は将来必要となると予想されるスキル・知見の

確保に向けて引き続き議論を行いました。 

・タレントマネジメントシステムを活用すること等によって職員の人事

情報をきめ細かく把握し、より適切な人材配置や人材育成につなげまし

た。 

・金融行政官としての基礎を習得するために見直した研修プログラムに

ついて、内容の拡充や運用方法の改良を検討しました。 

・モニタリング業務を担う職員に対するオンデマンド動画研修の一層の

充実を継続的に実施したほか、グループ学習等のモニタリング中央研修

のプログラムを企画・立案し、効果的・効率的な研修を実施しました。 

・モニタリング部門の中核・専門人材の持続的育成の一環として、検査官

派遣やトレーニー制度による財務局支援を継続的に実施したほか、信用
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リスク勉強会・市場リスク勉強会については、モニタリングの実態に即

して、実践で活用できるような内容に見直しを図りました。 

・業務上必要となるデータ収集・分析力の向上やデータ活用の高度化を図

るため、職員のニーズ・課題、レベル等に合わせた研修等の実施やデー

タ分析プロジェクト等を通じた専門家による支援等に取り組むなど、着

実に体制整備や職員のスキル向上を進めました。 

・市場監視人材の育成と組織の充実化を図るため、短期ＯＪＴ研修を継続

実施したほか、複雑化・高度化する市場に対応した職員の専門性向上に

資する効果的な研修等を企画・実施して知識の習得機会を提供しまし

た。 

・上記のほか、各種ＯＪＴや研修・訓練の実施、大学院を含む外部機関へ

の職員派遣等を通じ、職員のスキル向上を図りました。また、最新かつ

高度の専門的知見を金融行政に絶えず取り入れることができるよう、外

部人材の採用を行いました。 

指標② [主要]職員の主体性を重視した枠組みの活用状況 【達成】 

 6 年度目標 職員が主体性を発揮できる環境のさらなる整備 

 6 年度実績 

・自らの所掌事務にかかわらず自主的な政策提言を職員に促す枠組みで

ある「政策オープンラボ」について、新たな発想やアイデアを積極的に

取り入れ、新規性・独自性のある政策立案へとつなげるという制度趣旨

等を踏まえつつ、多様なプロジェクトが行われるよう取り組み、多くの

職員が積極的に参加できる環境づくりを行いました。 

・意欲のある職員が積極的に金融行政に関する課題等の研究を行うこと

ができるように、職員の個人論文等を公表する際のサポートを継続しま

した。また、金融のみならず、幅広い分野の第一線で活躍する学者や経

営者等からの有益な知見を得るべく、昼休み講演会や金融経済学勉強会

を引き続き積極的に開催しました。 

・職員にも自らのキャリアを考える機会を与えるための取組として、庁内

からポストの公募を実施しました。 

・若手職員からの「金融行政に関する政策提言」について、引き続き公募

を実施しました。 

 

指標③ [主要]業務の合理化・効率化の取組状況 【達成】 

 6 年度目標 業務のさらなる合理化・効率化 

 6 年度実績 

 

・誰もが柔軟かつ合理的・効率的に働けて、能力を最大限発揮できるよう

な環境を整備するため、子育て・介護と仕事の両立を支援するなど、ラ

イフステージに応じた支援の取組を行ったほか、日々の業務の合理化・

効率化の徹底、令和 7 年 1 月稼働の新金融庁ネットワークシステム等に

よるテレワーク・オンライン会議を行いやすい環境の提供、ＲＰＡ等を

活用した定型業務の効率化、定型的な庶務業務の外部委託等の業務見直

しを推進しました。 
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・令和 7 年 1 月に、金融庁ネットワークシステムを政府共通の標準的な業

務実施環境ＧＳＳに移行しました。また、金融庁ネットワークシステム

と接続している個別業務システムをＧＳＳネットワークに接続しまし

た。 

・システム更改等のプロジェクト管理を適切に行い、新しい技術の利用促

進やクラウドの積極的利用を推進するとともに、より高い水準の情報セ

キュリティを確保するために関係規定の改定を行いました。 

指標④ [主要]適切なマネジメントに向けた取組状況 【達成】 

 6 年度目標 マネジメント力向上に向けた取組の継続・拡充 

 6 年度実績 

 

・質の高いマネジメントに基づく業務運営と職場環境の改善に資するよ

う、職員満足度調査や 360 度評価を活用したほか、マネジメントを担う

職員に対してマネジメントの手掛かりの提供等の支援を行うなど、これ

までの取組を継続・拡充しました。 

・若手職員等が仕事の疑問を気軽に相談し他の職員から親切に答えを得

られるような職場全体・各職場での工夫を推進することを通じて、若手

職員等が仕事にスムーズに慣れ組織の中で力を発揮していくことがで

きる組織文化の醸成に向けた取組を行いました。 

参考指標 

指標① 職員満足度調査結果 

 6 年度実績 

・令和 6 年 12 月～令和 7 年 1 月にかけて実施した職員満足度調査では、

全体的な満足度のスコアは、4.10/5.00（令和 5 年度も 4.10）でした。

今後も定期的な検証を通じて組織としての課題を抽出し、さらなる改善

につなげていきます。 

     
 

 
           

評価結果 

目標達成度合い

の測定結果 

Ａ（目標達成） 

【判断根拠】 金融を巡る環境が大きく変化する中、金融行政そのもの

を進化させていくため、専門人材育成の枠組みのさらなる

整備（測定指標①）を行いました。また、全ての職員のや

る気と能力を最大限に高め、金融行政を担う組織としての

力を高める取組として、職員が主体性を発揮できる環境の

さらなる整備（測定指標②）や、業務のさらなる合理化・

効率化（測定指標③）、マネジメント力向上に向けた取組の

継続・拡充（測定指標④）を行い、全ての測定指標で目標

を達成することができたことから、「Ａ」としました。 
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施策の分析 

【 必要性】 金融行政のミッションを着実に遂行するためには、金融

行政を絶えず進化・深化させ、経済社会や市場環境の変化

に応じて変容する金融行政の課題に対し、柔軟に対応でき

る組織を構築することが重要です。 

【 効率性】 諸施策について、できるものから順次実行したうえで、

効率的かつ有効な取組を進めています。 

【 有効性】 諸施策の実効性が確保されるように不断の見直しを行

っていきます。 

今後の課題・ 

次期目標等への

反映の方向性 

【今後の課題】 

 

 

【 施 策 】 

 

 

【測定指標】 

組織文化の変革には相応の時間がかかることから、人材

育成や職場環境の改善等に継続して取り組む必要があり

ます。 

令和 6 年度に検討した施策について、できるものから順

次取り組むとともに、既に実施した施策について、不十分

な点があれば改め、さらなる改善につなげていきます。 

全ての指標について、次期も維持します。必要に応じて

指標の見直しを検討します。 

                 

主な事務事業の取組内容・評価 

① 職員の能力・資質の向上 

 

・職員のキャリア形成や人事配置に関して、人事担当者と一人ひとりの職

員の直接の対話を、特に若手職員について重点的に進めました。さらに、

専門分野に関するヒアリングを始めとする各種ヒアリングを通じて、職

員の希望する専門分野を把握し、その経験や適性等を踏まえ、入庁 10

年目以上の職員については専門分野の特定を進めました。また、現在金

融庁で不足している、又は将来必要となると予想されるスキル・知見の

確保に向けて引き続き議論を行いました。 

・タレントマネジメントシステムを活用すること等によって職員の人事

情報をきめ細かく把握し、より適切な人材配置や人材育成につなげまし

た。 

・金融行政官としての基礎を習得するために見直した研修プログラムに

ついて、内容の拡充や運用方法の改良を検討しました。 

・モニタリング業務を担う職員に対するオンデマンド動画研修の一層の

充実を継続的に実施したほか、グループ学習等のモニタリング中央研修

のプログラムを企画・立案し、効果的・効率的な研修を実施しました。 

・モニタリング部門の中核・専門人材の持続的育成の一環として、検査官

派遣やトレーニー制度による財務局支援を継続的に実施したほか、信用

リスク勉強会・市場リスク勉強会については、モニタリングの実態に即

して、実践で活用できるような内容に見直しを図りました。 

・業務上必要となるデータ収集・分析力の向上やデータ活用の高度化を図

るため、職員のニーズ・課題、レベル等に合わせた研修等の実施やデー

タ分析プロジェクト等を通じた専門家による支援等に取り組むなど、着
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実に体制整備や職員のスキル向上を進めました。 

・市場監視人材の育成と組織の充実化を図るため、短期ＯＪＴ研修を継続

実施したほか、複雑化・高度化する市場に対応した職員の専門性向上に

資する効果的な研修等を企画・実施して知識の習得機会を提供しまし

た。 

・上記のほか、各種ＯＪＴや研修・訓練の実施、大学院を含む外部機関へ

の職員派遣等を通じ、職員のスキル向上を図りました。また、最新かつ

高度の専門的知見を金融行政に絶えず取り入れることができるよう、外

部人材の採用を行いました。 

② 職員の主体性・自主性の重視 

 

・自らの所掌事務にかかわらず自主的な政策提言を職員に促す枠組みで

ある「政策オープンラボ」について、新たな発想やアイデアを積極的に

取り入れ、新規性・独自性のある政策立案へとつなげるという制度趣旨

等を踏まえつつ、多様なプロジェクトが行われるよう取り組み、多くの

職員が積極的に参加できる環境づくりを行いました。 

・意欲のある職員が積極的に金融行政に関する課題等の研究を行うこと

ができるように、職員の個人論文等を公表する際のサポートを継続しま

した。また、金融のみならず、幅広い分野の第一線で活躍する学者や経

営者等からの有益な知見を得るべく、昼休み講演会や金融経済学勉強会

を引き続き積極的に開催しました。 

・職員にも自らのキャリアを考える機会を与えるための取組として、庁内

からポストの公募を実施しました。 

・若手職員からの「金融行政に関する政策提言」について、引き続き公募

を実施しました。 

③ 誰もが能力を発揮できる環境の整備 

 

・誰もが柔軟かつ合理的・効率的に働けて、能力を最大限発揮できるよう

な環境を整備するため、子育て・介護と仕事の両立を支援するなど、ラ

イフステージに応じた支援の取組を行ったほか、日々の業務の合理化・

効率化の徹底、令和 7 年 1 月稼働の新金融庁ネットワークシステム等に

よるテレワーク・オンライン会議を行いやすい環境の提供、ＲＰＡ等を

活用した定型業務の効率化、定型的な庶務業務の外部委託等の業務見直

しを推進しました。 

・令和 7 年 1 月に、金融庁ネットワークシステムを政府共通の標準的な業

務実施環境ＧＳＳに移行しました。また、金融庁ネットワークシステム

と接続している個別業務システムをＧＳＳネットワークに接続しまし

た。 

・システム更改等のプロジェクト管理を適切に行い、新しい技術の利用促

進やクラウドの積極的利用を推進するとともに、より高い水準の情報セ

キュリティを確保するために関係規定の改定を行いました。 

・質の高いマネジメントに基づく業務運営と職場環境の改善に資するよ

う、職員満足度調査や 360 度評価を活用するほか、マネジメントを担う

職員に対してマネジメントの手掛かりの提供等の支援を行うなど、これ

までの取組を継続・拡充しました。 
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・若手職員等が仕事の疑問を気軽に相談し他の職員から親切に答えを得

られるような職場全体・各職場での工夫を推進することを通じて、若手

職員等が仕事にスムーズに慣れ組織の中で力を発揮していくことがで

きる組織文化の醸成に向けた取組を行いました。 

                

施策の 

予算額・執行額等 

区 分 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

予算の状

況 

（百万

円） 

当初予算 - - - - 

補正予算 - - - - 

繰 越 等 - -   

合 計 - -   

執行額（百万円） - - -  

                 

学識経験を有する者

の知見の活用 

政策評価に関する有識者会議意見聴取（令和 7 年 6 月 9 日～6 月 23

日） 

                  

政策評価を行う過程

において使用した資

料その他の情報 

－ 

                  

担当部局名 

総合政策局 

組織戦略監理官室、秘書課、開発研修室、情報化統括室、総合政策

課、研究開発室、リスク分析総括課 

証券取引等監視委員会事務局 

総務課 

     

政策評価実施時期 令和 7 年 8 月 
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（巻末参考）金融庁における政策評価への取組み 

年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

13年１月 

・中央省庁等改革に合わせて政策評

価制度導入 

・「政策評価に関する標準的ガイドラ

イン」策定（13 年１月政策評価各

府省連絡会議了承） 

 

   ３月  
・「金融庁における政策評価の実施

要領」策定（13年３月 28日） 

６月 
・「行政機関が行う政策評価に関する

法律」制定（13年法律第 86号） 
 

 10月  
・「平成 13 事務年度の政策評価の運

営方針」策定（13年 10月 31日） 

 12月 
・「政策評価に関する基本方針」（13年

12月閣議決定） 
 

14年４月 

・「行政機関が行う政策評価に関する

法律」施行（13年法律第 86号） 

 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」策定（14年４月１日） 

・「事後評価の実施計画」（計画期間

14年４月～６月末）策定（14年４

月１日） 

  ７月  

・「事後評価の実施計画」（計画期間

14年７月～15年６月末）策定（14

年８月６日） 

  ９月  

・「金融庁における政策評価に関す

る基 

本計画」一部改正（14年９月 13日） 

  11月  
・「第１回政策評価に関する有識者

会議」開催（14年 11月 12日） 

  12月  

・政策評価（平成 13年度実績評価）

の実施、評価結果の公表（14年 12

月 26日） 

15年４月  

・「平成 13 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（15年４月

17日） 

   ６月 
・「政策評価結果の実施状況及びこれ

らの結果の政策への反映状況に関

・「第２回政策評価に関する有識者

会議」開催（15年６月 12日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

する報告」（15年６月国会報告） 

   ７月  

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（15年７月

１日） 

・「平成 15 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 15年７月～16年

６月末）策定（15年７月１日） 

   ８月  

・「第３回政策評価に関する有識者

会議」開催（15年８月５日） 

・政策評価（平成 14年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（15年８

月 29日） 

16年４月  

・「第４回政策評価に関する有識者

会議」開催（16年４月 21日） 

・「平成 14 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（16年４月

23日） 

   ６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（16年６月国会報告） 

・「第５回政策評価に関する有識者

会議」開催（16年６月 18日） 

   ７月  

・「平成 16 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 16年７月～17年

６月末）策定（16年７月７日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（16年７月

７日） 

   ８月  

・「第６回政策評価に関する有識者

会議」開催（16年８月５日） 

・政策評価（平成 15年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（16年８

月 31日） 

17年４月  

・「平成 15 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（17年４月

27日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

   ６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（17年６月国会報告） 

 

   ７月  

・「第７回政策評価に関する有識者

会議」開催（17年７月５日） 

・「平成 17 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 17年７月～18年

６月末）策定（17年７月 26日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（17年７月

26日） 

   ８月  

・「第８回政策評価に関する有識者

会議」開催（17年８月９日） 

・政策評価（平成 16年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（17年８

月 31日） 

  12月 

・「政策評価に関する基本方針の改定

について」（17年 12月閣議決定） 

・「政策評価の実施に関するガイドラ

イン」（17 年 12 月政策評価各府省

連絡会議了承） 

 

18年４月  

・「平成 16 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（18年４月

28日） 

   ６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（18年６月国会報告） 

・「第９回政策評価に関する有識者

会議」開催（18年６月 20日） 

 

   ７月  

・「平成 18 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 18年７月～19年

６月末）策定（18年７月 10日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（18年７月

10日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

   ８月  

・「第 10 回政策評価に関する有識者

会議」開催（18年８月３日） 

・政策評価（平成 17年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（18年８

月 31日） 

19年３月 

・「行政機関が行う政策評価に関する

法律施行令」（13年政令第 323号）

の一部改正（規制の事前評価の義

務付け） 

・「政策評価に関する基本方針」の一

部変更（19年３月閣議決定） 

 

   ６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（19年６月国会報告） 

・「第 11 回政策評価に関する有識者

会議」開催（19年６月 13日） 

・「平成 17 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（19年６月

14日） 

   ７月  

・「平成 19 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 19年７月～20年

６月末）策定（19年７月３日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（19年７月

３日） 

   ８月 

・「規制の事前評価の実施に関するガ

イドライン」策定（19 年８月政策

評価各府省連絡会議了承） 

・「第 12 回政策評価に関する有識者

会議」開催（19年８月２日） 

・政策評価（平成 18年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（19年８

月 30日） 

20年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（20年６月国会報告） 

・「平成 18 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（20年６月

10日） 

・「第 13 回政策評価に関する有識者

会議」開催（20年６月 11日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

   ７月  

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」（計画期間 20 年７月

～24年３月末）策定（20年７月３

日） 

・「平成 20 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 20年７月～21年

６月末）策定（20年７月３日） 

   ８月  

・「第 14 回政策評価に関する有識者

会議」開催（20年８月６日） 

・政策評価（平成 19年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（20年８

月 29日） 

21年２月  
・「第 15 回政策評価に関する有識者

会議」開催（21年２月 26日） 

   ３月  

・「平成 21 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 21年４月～22年

３月末）策定（21年３月 31日） 

   ５月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（21年５月国会報告） 

・「平成 19 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（21年５月

22日） 

   ８月  

・「第 16 回政策評価に関する有識者

会議」開催（21年８月５日） 

・政策評価（平成 20年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（21年８

月 31日） 

22年３月  

・「第 17 回政策評価に関する有識者

会議」開催（22年３月 17日） 

・「平成 22 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 22年４月～23年

３月末）策定（22年３月 31日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（22年３月

31日） 



156 
 

年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

   ５月 

・「行政機関が行う政策評価に関する

法律施行令」（13年政令第 323号）

の一部改正（22年５月閣議決定） 

・「政策評価に関する基本方針」の一

部変更（22年５月閣議決定） 

・「政策評価の実施に関するガイドラ

イン」の一部変更（22 年５月政策

評価各府省連絡会議了承） 

・「政策評価に関する情報の公表に関

するガイドライン」策定（22 年５

月政策評価各府省連絡会議了承） 

・「租税特別措置等に係る政策評価の

実施に関するガイドライン」策定

（22 年５月政策評価各府省連絡会

議了承） 

 

 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（22年６月国会報告） 

・「平成 20 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（22年６月

４日） 

   ８月 
 

 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（22年８月

24日） 

・「第 18 回政策評価に関する有識者

会議」開催（22年８月 25日） 

・政策評価（平成 21年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（22年８

月 31日） 

・「平成 22 年度金融庁政策評価実施

計画」一部改正（22年８月 31日） 

23年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（23年６月国会報告） 

 

 

 

・「平成 21 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（23年６月

17日） 

・「平成 23 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間 23年４月～24年

３月末）策定（23年６月 24日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（23年６月
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

24日） 

  ９月  

・「第 19 回政策評価に関する有識者

会議」開催（23年９月 27日） 

・政策評価（平成 22年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（23年９

月 30日） 

・「平成 23 年度金融庁政策評価実施

計画」一部改正（23年９月 30日） 

24年３月 

・「政策評価の実施に関するガイドラ

イン」の一部変更（24 年３月政策

評価各府省連絡会議了承） 

・「目標管理型の政策評価の改善方策

に係る取組について」（24年３月政

策評価各府省連絡会議了承） 

 

   ５月  

・「第 20 回政策評価に関する有識者

会議」開催（24年５月 21日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」（計画期間：24年４月

～29 年３月）策定（24 年５月 31

日） 

・「平成 24 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：24年４月～25年

３月）策定（24年５月 31日） 

  ６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（24年６月国会報告） 

・「平成 22 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（24年６月

８日） 

  ８月  
・「第 21 回政策評価に関する有識者

会議」開催（24年８月 10日） 

  ９月  

・政策評価（平成 23年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（24年９

月７日） 

25年４月 

・「目標管理型の政策評価の改善方策

に係る取組について」の一部変更

（25 年４月政策評価各府省連絡会

議了承） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

  ６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（25年６月国会報告） 

・「第 22 回政策評価に関する有識者

会議」開催（25年６月７日） 

・「平成 23 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（25年６月

21日） 

・「平成 25 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：25年４月～26年

３月末）策定（25年６月 28日） 

  ８月  

・政策評価（平成 24年度実績評価 

等）の実施、評価結果の公表（25年

８月 30日） 

12月 

・「目標管理型の政策評価の実施に関

するガイドライン」改正（25年 12

月 20日政策評価各府省連絡会議了

承） 

 

26年５月  
・「第 23 回政策評価に関する有識者

会議」開催（26年５月 30日） 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（26年６月国会報告） 

・「平成 24 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（26年６月

13日） 

７月  

・「平成 26 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：26年４月～27年

３月末）策定（26年７月１日公表） 

８月  

・政策評価（平成 25年度実績評価 

等）の実施、評価結果の公表（26年

８月 29日） 

27年３月 
・「政策評価に関する基本方針」の一

部変更（27年３月閣議決定） 
 

４月 

・「政策評価の実施に関するガイドラ

イン」の一部変更（27 年４月政策

評価各府省連絡会議了承） 

 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（27年６月国会報告） 

・「平成 25 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（27年６月

12日） 

・「第 24 回政策評価に関する有識者

会議」開催（27年６月 29日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

８月  

・政策評価（平成 26年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（27年８

月 31日公表） 

・「平成 27 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：27年４月～28年

３月末）策定（27 年８月 31 日公

表） 

28年５月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（28年５月国会報告） 

・「平成 26 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（28年５月 20

日） 

６月  
・「第 25 回政策評価に関する有識者

会議」開催（28年６月８日） 

８月  

・「平成 28 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：28年４月～29年

３月末）策定（28 年８月 12 日公

表） 

・政策評価（平成 27年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（28年８

月 31日公表） 

29年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（29年６月国会報告） 

・「平成 27 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（29年６月

23日） 

・「第 26 回政策評価に関する有識者

会議」開催（29年６月 26日） 

７月 

・「規制の政策評価の実施に関するガ

イドライン」の一部変更（29 年７

月政策評価各府省連絡会議了承） 

 

８月  

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」（計画期間：29年４月

～33年３月末）策定（29年８月１

日公表） 

・政策評価（平成 28年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（29年８

月 31日公表） 

12月  

・「平成 29 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：29年４月～30年

３月末）策定（29年 12月 15日公

表） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

30年１月  
・「政策評価に関する有識者会議」開

催（30年１月 31日） 

５月  
・「政策評価に関する有識者会議」開

催（30年５月 21日） 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（30年６月国会報告） 

・「平成 28 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（30年６月

13日） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（30年６月 22日） 

７月  

・政策評価（平成 29年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（30年７

月 17日公表） 

９月  
・「政策評価に関する有識者会議」開

催（30年９月 13日） 

12月  

・「平成 30 年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：30年４月～31年

３月末）策定（30 年 12 月３日公

表） 

31 年２月  
・「政策評価に関する有識者会議」開

催（31年２月 15日） 

元年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（元年６月国会報告） 

・「平成 29 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（元年６月 10

日） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（元年６月 13日） 

８月  

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（元年８月１日） 

・政策評価（平成 30年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（元年８月

30日公表） 

12月  

・「令和元年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：平成 31 年４月

～令和２年３月末）策定（元年 12

月 24日公表） 

２年２月  
・「政策評価に関する有識者会議」開

催（２年２月 28日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（２年６月国会報告） 

・「平成 30 年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（２年６月３

日） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（２年６月 23日） 

９月  

・政策評価（令和元年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（２年９月

17日公表） 

11月  

・「令和２年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：２年４月～３年

３月末）策定（２年 11 月 27 日公

表） 

３年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（３年６月国会報告） 

・「令和元年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（３年６月７

日） 

７月  
・「政策評価に関する有識者会議」開

催（３年７月１日） 

８月  

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」（計画期間：４年４月

～９年３月末）策定（３年８月 31

日公表） 

・政策評価（令和２年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（３年８月

31日公表） 

10月  

・「令和３年度金融庁政策評価実施

計画」（計画期間：３年４月～４年

３月末）策定（３年 10 月 29 日公

表） 

４年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（４年６月国会報告） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（４年６月１日） 

・「令和２年度政策評価結果の政策

への反映状況」の公表（４年６月６

日） 

８月  

・政策評価（令和３年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（８月 31

日公表） 

11月  
・「令和４年度金融庁政策評価実施

計画」策定（11月 22日公表） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

５年３月 

・「政策評価に関する基本方針」の一

部変更（３月 28日） 

・「政策評価の実施に関するガイドラ

イン」の一部改正（３月 31日） 

 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（６月国会報告） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（６月１日） 

・「令和３年度政策評価結果の政策

への反映状況」公表（６月７日） 

８月  
・政策評価（令和４年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表 

12月  
・「令和４年度金融庁政策評価実施

計画」の策定（12月５日） 

６年３月 

・「規制の政策評価の実施に関するガ

イドライン」の一部改正（３月 15

日） 

・「効果的な政策立案・改善に向けた

政策評価のガイドライン」策定（３

月 15日） 

 

６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（６月国会報告） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（６月４日） 

７月  
・「令和４年度政策評価結果の政策

への反映状況」公表（７月 11日） 

８月  
・政策評価（令和５年度実績評価等）

の実施、評価結果の公表（８月 30

日） 

12月  

・「令和６年度金融庁政策評価実施

計画」の策定（12月 18日） 

・「金融庁における政策評価に関す

る基本計画」一部改正（６年 12月

18日） 

７年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（６月国会報告） 

・「効果的な政策立案・改善に向けた

政策評価のガイドライン」の最終

改定（６月 27日） 

・「政策評価に関する有識者会議」開

催（６月３日） 
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年月 政府全体の動き 金融庁の動き 

７月  
・「令和５年度政策評価結果の政策

への反映状況」公表（７月７日） 

 




